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 第１編   総 論 
 

  第１章           総則                    

 

第１節 計画の趣旨 

 

国際社会においては、地域紛争やテロが相次いで起こっており、人々の平和への願いが

未だ叶わないのが現状である。こうした状況の中、国の平和と安全を確保するには、これ

らを脅かす事態を未然に防ぐことが何よりも重要であることはいうまでもない。 

しかし、最大限の努力にもかかわらず、不幸にも、武力攻撃等が発生した場合に備え、

住民の生命、身体、財産を守るため、万全を尽くしておくことも重要である。 

また、本市では、昭和58年（1983年）に「非核平和都市」を宠言し、日本国憲法にうた

われている平和の理念を基調に市政運営を行ってきたところであり、今後とも、市民の平

和意識の醸成に努めながら、将来に向かい平和で安全なまちづくりを進めていくものであ

る。 

 

１ 策定の根拠 

この計画は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成16

年法律第112号。以下、「国民保護法」という。）第35条の規定により、基本指針（国民

保護法第32条第１項に規定する基本指針をいう。以下同じ。）を踏まえ、大阪府国民保

護計画（以下、「府計画」という。）に基づき、策定するものである。 

 

２ 目的 

この計画は、市域において、武力攻撃や大規模テロ等から住民等の生命・身体及び財

産を保護し、住民生活・住民経済に及ぼす影響が最小となるよう、住民の避難、避難住

民等の救援、武力攻撃災害への対処などの国民保護措置及び緊急対処保護措置を的確か

つ迅速に实施できるようにすることを目的とする。 

 

３ 対象 

この計画は、市民はもとより、武力攻撃事態等や緊急対処事態の際に、通勤、通学、

旅行などで市域に滞在する者や、市域に避難してきた者も保護の対象とする。 

また、それらの者について国籍を問わず保護の対象とする。 
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【国民保護措置の対象者】 

 

 

 

 

 

 

 

４ 内容 

(1) 計画の性質等 

ア この計画は、国民保護措置等の内容、实施方法、实施体制、関係機関との連携な

ど、武力攻撃事態等への対処や、そのために必要となる平素における取組みについ

て、基本的な枠組みを定める。 

イ この計画を策定した後、武力攻撃事態等において円滑に国民保護措置を实施でき

るよう、具体的な運用のために必要となる各種のマニュアルを整備する。 

  ウ この計画や各種マニュアルの作成に当たっては、市地域防災計画や市危機管理対

応方針等に基づく取組みの蓄積をできる限り活用する。 

 (2) 計画に定める事項 

この計画においては、国民保護法第35条第２項各号に掲げる事項及び国民保護法第

182条第２項に規定する事項について定める（具体的には次のとおり）。 

① 市域に係る国民保護措置の総合的な推進に関する事項 

② 市が实施する国民保護法第16条第１項及び第２項に規定する国民保護措置に

関する事項 

③ 国民保護措置を实施するための訓練並びに物資及び資材の備蓄に関する事項 

④ 国民保護措置を实施するための体制に関する事項 

⑤ 国民保護措置の实施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との連携に

関する事項 

⑥ 緊急対処保護措置の实施に関し必要な事項 

⑦ 前各号に掲げるもののほか、市域に係る国民保護措置等に関し市長が必要と

認める事項 

(3) 計画の構成 

この計画は、次のとおり構成する。 

 ○第１編 総論 

計画の趣旨、国民保護に関する市の基本方針や対象とする事態などについて定

市域に居住・滞在するすべての者（外国人を含む。） 

通勤・通学・

旅行者など 

市域に避難

してきた者 
市民 
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める。 

 ○第２編 武力攻撃事態等への対処 

   武力攻撃事態等において、避難、救援、武力攻撃災害への対処など市が講じる

国民保護措置等の实施内容・方法や实施体制等について定める。 

 ○第３編 平素の備え 

武力攻撃事態等の際に、迅速かつ円滑に国民保護措置等を講じることができる

よう、避難、救援、武力攻撃災害への対処等における平素の備えや訓練、備蓄等

について定める。 

○第４編 地域特性を踏まえた対処及び備え 

   大阪国際空港や千里中央地区の存在など、本市の地域特性を踏まえ、特に留意

が必要な事項について定める。 

○第５編 復旧等 

公共施設の復旧や、国民の権利利益の救済に係る手続等について定める。 

(4) 計画の見直し等 

ア 計画の見直し等 

○ この計画は、今後、国民保護措置等に係る研究成果や新たなシステムの構築、

府計画の見直し、国民保護措置等についての訓練の検証結果等を踏まえ、不断の

見直しを行う。 

○ 計画の見直しに当たっては、豊中市国民保護協議会（以下、「市国民保護協議

会」という。）の意見を尊重するとともに、広く関係者の意見を求める。 

 ○ 計画に基づくマニュアルを作成する場合において、他の市町村その他関係機関

に関係する事項を定めるときは、当該関係機関等の意見を聴くものとする。 

イ 計画の変更手続 

 計画の変更に当たっては、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置

に関する法律施行令」（平成16年政令第275号。以下「国民保護法施行令」という。）

で定める軽微な変更を除き、国民保護法第39条第３項の規定に基づき、市国民保

護協議会に諮問するとともに、知事との協議、市議会への報告、変更した計画の

公表を行う。 

(5) 計画の変更に係る関係機関への協力要請 

市長は、計画の変更のために必要がある場合には、指定（地方）行政機関の長、知

事及び指定（地方）公共機関並びにその他関係者に対して、資料又は情報の提供、意

見の陳述その他必要な協力を求める。 

(6) 他の計画等との関係 

この計画は、国民保護法その他の法令、指定行政機関の国民保護計画、府計画及び
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他の市町村の国民保護計画と整合を有するものである。 

(7) 市地域防災計画との関係 

豊中市地域防災計画は、自然災害等から市民等の生命・財産を守るため、災害対策

基本法（昭和36年法律第223号）に基づき作成されたものであり、市国民保護計画とは

別の法体系によるものである。 

ただし、市域を超える避難、生物兵器等に伴う災害など武力攻撃事態等における特

有の対処を除き、国民保護措置を实施するための組織・体制の整備、救援物資等の備

蓄、訓練の实施などについては、市地域防災計画との有機的な連携に配慮する。 

根拠法 計 画 対  象 

国民保護法 国民保護計画 武力攻撃事態等及び緊急対処事態 

災害対策基本法 地域防災計画 地震、風水害などの自然災害、大規模な事故 

 

【計画の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 武力攻撃事態対処法制 

 

１ 武力攻撃事態対処法 

平成15年（2003年）６月、有事法制の基本法である「武力攻撃事態等における我が国

の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」（平成15年法律第79号。以下

「武力攻撃事態対処法」という。）が成立し施行された。この法律は、武力攻撃事態等が

発生した場合の対処について定めたもので、基本理念、国・地方公共団体の責務、対処

手続などの基本的事項が規定されている。 

指定行政機関 

国民保護計画 

他市町村 

国民保護計画 

整合性 整合性 

国民保護法 

基本指針 

大阪府国民保護計画 

豊中市国民保護計画 

 

各種マニュアル 

整合性 
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２ 関連法制 

武力攻撃事態等の対処に当たっては、事態等の推移に応じ、事態等を終結させるため

の措置並びに国民を保護するための措置を实施することとされている。これらの措置の

適切かつ効果的な实施を目的として、武力攻撃事態対処法に定められた基本的な枠組み

に沿って以下のような関連法制が整備された。 

① 国民保護法 

② 武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が实施す

る措置に関する法律（平成16年法律第113号。以下「米軍行動関連措置法」とい

う。） 

③ 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律（平成16年法律第

114号。以下「特定公共施設利用法」という。） 

④ 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律（平成16年法律第115号。以

下「国際人道法違反処罰法」という。） 

⑤ 武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律（平成16年

法律第116号。以下「海上輸送規制法」という。） 

⑥ 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律（平成16年法律第117号。

以下「捕虜取扱い法」という。） 

⑦ 自衛隊法の一部を改正する法律（昭和29年法律第165号。以下「改正自衛隊法」

という。） 

 

このうち国民保護法は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置について、

国、地方公共団体、指定公共機関等の具体的な役割分担等を定めるとともに、避難、救

援、武力攻撃災害への対処等に関する措置等に関し必要な事項を定めたものである。 

また、関連する条約としては、ジュネーヴ諸条約のほか、1949年８月12日のジュネー

ヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書（第一追加議定書）、

1949年８月12日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追

加議定書（第二追加議定書）がある。また、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との

間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国

政府との間の協定 （日米物品役務相互提供協定）がある。 
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《図：武力攻撃事態等への対処に関する法制》 

 

 

国民の保護のための
法制 

国 民 保 護 法 

住民の避難、避難住民等の救援、武力攻撃
災害への対処に関する措置などを規定 

米軍・自衛隊の行動
の円滑化に関する法
制 

米 軍 行 動 関 連 措 置 法 

米軍の行動に伴い国が实施する行動関連措置

（自衛隊から米軍へ物品・役務の提供、米軍の
行動等を国民へ情報提供など）について規定 
地方公共団体等は、要請を受け、措置に協力 

改 正 自 衛 隊 法 

災害応急対策、在外邦人輸送等を行う米軍
に対する物品・役務の提供権限を新設 

海 上 輸 送 規 制 法 

海上における外国の軍用品・軍隊の輸送を
規制するため、自衛隊が停船検査、回航措

置を实施 

交通及び通信の総合
的な調整等に関する
法制 

特 定 公 共 施 設 利 用 法 

特定公共施設等（港湾施設、飛行場施設、道路、
海域、空域及び電波）の利用を調整するため、

国対策本部長は、関係する地方公共団体の長等
の意見を聴いて利用指針を策定 

捕虜の取扱いに関
する法制 

捕 虜 取 扱 い 法 

捕虜等の人道的な待遇の確保、生命・身体・健康・

名誉の尊重、侵害・危難からの保護を行うため、
捕虜等の拘束、抑留などの取扱いに関し必要な事
項を規定 

武力紛争時における
非人道的行為の処罰
に関する法制 

国 際 人 道 法 違 反 処 罰 法 

ジュネーヴ諸条約等に規定する重大な違反

行為のうち刑法等で対応できない行為（重要

文化財破壊罪、捕虜送還遅延罪など）に対す

る罰則を整備 

日米物品役務相互提供協定 
（ＡＣＳＡ）を改定 

分野：共同訓練、ＰＫＯ等、周辺事態
以外に、武力攻撃事態等、国際

貢献・大規模災害を追加 
内容：食料、燃料、通信設備など以外

に弾薬を追加 

国際人道法であるジュネーヴ条
約の追加議定書を締結 

ジュネーヴ四条約（１９４９） 
国家間の武力紛争時に発生する傷病
者や捕虜の人道的待遇、非人道的行為

の処罰等について規定（締結済） 
 
第一・第二追加議定書（１９７７） 

第二次世界大戦後の武力紛争の多様
化に対応して諸条約を補完・拡充 

武 力 攻 撃 事 態 対 処 法 

武力攻撃事態等の対処に関する基本的事項を規定 

事態対処法に定められた基本的な枠組みに沿って 
以下のような関連法制が整備 

改 正 安 全 保 障 会 議 設 置 法 

武力攻撃事態等の対処基本方針などを審
議し首相へ答申 

改 正 自 衛 隊 法 

防衛施設構築に関する規定、関係法律の
適用除外等を追加し、自衛隊の行動を円

滑化 
知事は、要請に基づき、防衛施設に必要
な土地を使用できる 
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第３節 国民保護措置等の内容 

 

武力攻撃等が発生した場合、国・府・市等は、以下のような流れで、国民保護措置等を

实施することになる。 

「武力攻撃」（我が国に対する外部からの武力攻撃）や「武力攻撃に準ずる手段を用いて

多数の人を殺傷する行為等」（大規模テロ等）が発生すれば、まず国が、事態の認定や事態

対処の全般的な方針などを取りまとめた「対処基本方針」又は「緊急対処事態対処方針」

を閣議決定し、「武力攻撃事態等対策本部」又は「緊急対処事態対策本部」を設置するとと

もに、「国民保護対策本部」又は「緊急対処事態対策本部」を設置すべき地方公共団体を指

定する。 

これを受け、府、市は、「国民保護対策本部」等を設置し、それぞれの国民保護計画に基

づき、「国民保護措置」又は「緊急対処保護措置」を实施する。 

「国民保護措置」又は「緊急対処保護措置」は、主として、住民の避難、避難住民等の

救援、武力攻撃災害への対処により構成されている。 

「避難」では、まず事態の発生に伴い、国が警報を発令し、府は市へ通知し、市が住民

へ伝達する。次に、国が要避難地域と避難先地域を定め、これを受けて、府は主な避難経

路と交通手段等を示し、市を通じて住民へ避難指示を行い、市が住民を避難誘導する。 

「救援」では、市は、府から事務の一部を行うこととされた場合又は府を補助して、避

難施設等において、関係機関等の協力を得ながら、避難住民等に対し、水、食料や医療の

提供などを行う。 

また、安否情報については、市が中心となって収集し、その情報を府は整理して国へ報

告を行い、住民等への提供は、市、府及び国が、個人情報の保護に十分留意し、实施する。 

「災害対処」では、市等が消火活動などを行うとともに、府等と協力して、警戒区域を

設定し、立入制限などを行い、二次災害を防止する。 
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《図：国民保護措置等の実施の流れ》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武力攻撃事態の類型 緊急対処事態の事態例 

①着上陸侵攻 

②ゲリラや特殊部隊による攻撃 

③弾道ミサイル攻撃 

④航空攻撃 

①原子力施設の破壊、石油ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄの爆破等 

②ターミナル駅や列車の爆破等 

③炭疽菌やサリンの大量散布等 

④航空機による自爆テロ等 

対 処 基 本 方 針 等 （閣議決定） 

①事態の認定・認定の前提となった事实 

②事態対処に関する全般的な方針 

③対処措置に関する重要事項 

国民保護対策本部等を設置すべき地方公共団体の指定（閣議決定） 

武力攻撃事態等対策本部等（本部長：内閣総理大臣） 

①事態を終結させるための措置（攻撃排除措置、外交上の措置など） 

②国民を保護するための措置 

国   民   保   護   措   置   等 

 
避  難 救  援 武力攻撃災害対処 

警 報 避 難 食料・医療 安否情報 消 防 警戒区域 

国 

     
発 令 措置指示 救援指示 国民へ提供 (措置指示)  

府 

     
発 令 避難指示 

関係者に提
供を要請 

国へ報告 
住民へ提供 

(措置指示) 

 
緊急の場合 
府も設定 

市 
警報を住民
へ伝達 

住民を避難
誘導 

救援事務の
一部を实施 

収集・整理 
住民へ提供 

住民を火災
等から保護 

区域を設定し
立入制限等 

武力攻撃・大規模テロ等 

府国民保護対策本部等（本部長：知事） 

連携 

市 国 民 保 護 計 画 

指定（地方）公共機関 

防 衛 大 臣 

指定（地方）行政機関 

府対策本部長（知事） 要請 

指定(地方)公共機関 

他市町村対策本部 
連携 

協力 
住     民 

協力 
公 共 的 団 体 

措置要請 

 

市国民保護対策本部等（本部長：市長） 

発 令 通 知 
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第４節 用語の意義 

 

この計画における主な用語の意義及び用法は、次のとおりとする。 

 

用   語 意 義 及 び 用 法 

国民保護法 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

（平成16年法律第112号）を指す。なお、図表等で、単に「法」

と表記している場合もこの法律を指す。 

市 豊中市を指し、特に区別して記載していない場合は、市長及びそ

の他の執行機関を含む。 

市長 豊中市長を指す。 

市長等 市長及び市の他の執行機関の長を指す。 

市国民保護計画 市の国民保護計画をいう。なお、混同するおそれのない箇所では

文脈に合わせて単に「計画」又は「本計画」との表記も用いてい

る。 

府 大阪府を指し、特に区別して記載していない場合は、知事及びそ

の他の執行機関を含む。 

知事 大阪府知事を指す。 

知事等 大阪府知事及び府の他の執行機関の長を指す。 

武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。 

武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が

切迫していると認められるに至った事態をいう。 

武力攻撃事態等 武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態（武力攻撃事態には至ってい

ないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態）を

いう。 

緊急対処事態 武力攻撃の手段に準じる手段を用いて多数の人を殺傷する行為

が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫して

いると認められるに至った事態で、国家として緊急に対処するこ

とが必要な事態をいう。 

武力攻撃災害 武力攻撃により直接又は間接に生じる人の死亡又は負傷、火事、

爆発、放尃性物質の放出その他の人的又は物的災害をいう。 

対策本部（長） 国では武力攻撃事態等対策本部（長）又は緊急対処事態対策本部

（長）、府又は市では国民保護対策本部（長）又は緊急対処事態

対策本部（長）をいう。それぞれを区別する必要のあるときは、

「国対策本部（長）」「府対策本部（長）」、「市対策本部（長）」と

表記している。 
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用   語 意 義 及 び 用 法 

国民保護措置 対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定（地

方）行政機関、地方公共団体、指定（地方）公共機関が法の規定

に基づいて实施する事態対処法第22条第１号に掲げる国民の保

護に関する措置（武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護

するため、又は武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす

場合において当該影響が最小となるようにするための措置。ただ

し同号ヘに掲げる措置については、対処基本方針が廃止された後

のものを含む。）をいう。 

「国民保護措置等」とは、国民保護措置及び緊急対処保護措置

のことをいう。 

指定行政機関 省庁など、国の行政機関で、武力攻撃事態対処法施行令で定める

ものをいう。 

指定地方行政機関 国の地方行政機関で、武力攻撃事態対処法施行令で定めるものを

いう。 

指定（地方）行政機関 指定行政機関及び指定地方行政機関をいう。両者に共通する事項

について記述する場合は、この表記を用いている。 

指定公共機関 独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の

公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営

む法人で、武力攻撃事態対処法施行令で定めるものをいう。 

指定地方公共機関 大阪府の区域において、電気、ガス、輸送、通信、医療その他の

公益的事業を営む法人、地方道路公社その他の公共的施設を管理

する法人及び地方独立行政法人で、知事が指定するものをいう。 

指定（地方）公共機関 指定公共機関及び指定地方公共機関をいう。両者に共通する事項

について記述する場合は、この表記を用いている。 

第五管区海上保安本部等 第五管区海上保安本部、大阪海上保安監部、関西空港海上保安航

空基地、堺海上保安署及び岸和田海上保安署をいう。 

海上保安部等 大阪海上保安監部、関西空港海上保安航空基地、堺海上保安署及

び岸和田海上保安署をいう。 

海上保安部長等 大阪海上保安監部長、関西空港海上保安航空基地長、堺海上保安

署長及び岸和田海上保安署長をいう。 

自主防災組織等 災害対策基本法第５条に定める公共的団体等の防災に関する組

織及び住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織をいう。 

要避難地域 住民の避難が必要な地域をいう。 

避難先地域 住民の避難先となる地域（住民の避難の経路になる地域を含む）

をいう。 

安否情報 避難住民及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民（当該

市町村の住民以外の者で当該市町村に在る者及び当該市町村で

死亡した者を含む）の安否に関する情報をいう。 
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  第２章        基本方針                    

 

市は、以下の事項を国民保護に関する基本方針とし、特にこれらの事項に留意して、国

民保護措置等を实施する。 

 

１ 基本的人権の尊重 

国民保護措置等の实施に当たっては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利を最大

限に尊重することとし、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制

限は必要最小限のものに限り、公正かつ適正な手続の下に行う。 

 

２ 国民の権利利益の迅速な救済 

国民保護措置等の实施に伴う損失補償、国民保護措置等に係る不服申立て又は訴訟そ

の他の国民の権利利益の救済に係る手続を、できる限り迅速に処理するよう努める。 

 

３ 国民に対する情報提供 

武力攻撃事態等においては、国民に対し、国民保護措置等に関する正確な情報を、適

時に、かつ、適切な方法で提供する。 

 

４ 関係機関相互の情報の共有化及び連携協力の確保 

国、府、近隣市町並びに指定（地方）公共機関と平素から情報の共有化を図り、相互

の連携体制の整備に努める。 

 

５ 国民の協力 

国民保護措置等の实施のため必要があると認めるときは、国民保護法の規定により、

国民に対し、必要な援助について協力を要請する。この場合において、国民の協力は、

その自発的な意思に委ねられるものであって、その要請に当たって強制にわたることが

あってはならないことに留意する。 

また、避難や救援などにおいて国民の自発的協力が得られるよう、平素から広報･啓

発等に努める。 

 

６ 指定（地方）公共機関の自主性の尊重その他の特別な配慮 

指定（地方）公共機関の国民保護措置等の实施方法については、当該機関が武力攻撃

事態等の状況に即して自主的に判断するものであることに留意する。 
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また、日本赤十字社が实施する国民保護措置等については、その特性にかんがみ、そ

の自主性を尊重するとともに、放送事業者である指定（地方）公共機関が实施する国民

保護措置等については、放送の自律を保障することにより、その言論その他表現の自由

に特に配慮する。 

 

７ 高齢者、障害者、外国人等への配慮及び国際人道法の的確な実施 

国民保護措置等の实施に当たっては、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、外国人その

他特に配慮を要する者の個性や生活状況に応じた、きめ細やかな保護について留意する。 

また、国民保護措置等を实施するに当たっては、国際的な武力紛争において適用され

る国際人道法の的確な实施を確保する。 

 

８ 国民保護措置等に従事する者等の安全の確保 

国民保護措置等に従事する者の安全の確保に十分に配慮する。 

また、要請に応じて国民保護措置等に協力する者に対しては、その内容に応じた安全

の確保に十分に配慮する。 

 

９ 地域防災計画等に基づく取組みの蓄積の活用 

武力攻撃事態等への対応については、自然災害・事故災害への対応と共通する部分が

多いことから、国民保護措置等の实施に際しては、地域防災計画その他の既存の計画等

に基づく取組みの蓄積を活用する。 

 

10 住民の自助・共助の環境づくり 

地域の連帯感を育むコミュニティ活動の活性化を推進し、武力攻撃事態等においても、

住民相互が支え合い、助け合う「共助」に基づく活動が行われるよう環境づくりに努め

る。 

また、消防団の充实・活性化に努めるとともに、住民等の自主性を尊重しながら、地

域住民組織や関係団体、事業所による防災や国民保護に資する自発的な活動への支援を

行うなど地域の防災行動力の充实強化を図る。 
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  第３章     関係機関の責務と役割            

 

第１節 関係機関の責務等 

 

国民保護措置等の实施主体である市及び国・府等の関係機関の責務等は、次のとおりで

ある。 

 

１ 国 

国は、その組織及び機能のすべてを挙げて自ら国民保護措置等を的確かつ迅速に实施

し、又は地方公共団体及び指定公共機関が实施する国民保護措置等を的確かつ迅速に支

援し、並びに国民保護措置等に関し国費による適切な措置を講ずること等により、国全

体として万全の態勢を整備するものとされている。 

 

２ 府 

府は、自ら住民に対する避難の指示、避難住民等の救援、武力攻撃災害への対処など

の国民保護措置等を的確かつ迅速に实施するとともに、府域において関係機関が实施す

る国民保護措置等を総合的に推進するものとされている。 

 

３ 市 

市は、国、府その他の関係機関と連携して、自ら警報等の住民への伝達や避難誘導、

避難住民等の救援、武力攻撃災害への対処などの国民保護措置等を的確かつ迅速に实施

するとともに、市域において関係機関が实施する国民保護措置等を総合的に推進する。 

 

４ 消防本部 

消防本部は、武力攻撃災害への対処や避難住民等の救援を行うとともに、武力攻撃災

害への対処の状況や他の関係機関による活動の状況を考慮しつつ、警報等の住民への伝

達や避難住民の誘導を行う。 

 

５ 消防団 

  消防団は、消防本部の活動支援、現場での被害情報収集、警報等の住民への伝達、避

難住民の誘導など、活動能力に応じた活動を行う。 
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６ 府警察 

府警察は、住民避難等のための交通規制を实施するとともに、市町村長等の要請に応

じて、避難住民の誘導や生活関連等施設の警備などの措置を行うものとされている。 

 

７ 第五管区海上保安本部等 

第五管区海上保安本部等は、船舶内に在る者への警報等の伝達や避難住民の誘導、武

力攻撃災害への対処などの措置を行うものとされている。 

 

８ 自衛隊 

自衛隊は、知事から避難住民の誘導、避難住民等の救援、武力攻撃災害への対処等の

国民保護措置等に関する要請を受けた場合で、防衛大臣が事態やむを得ないと認めると

き、その主たる任務である我が国に対する侵略を排除するための活動に支障が生じない

範囲で、可能な限り国民保護措置等を实施するものとされている。 

 

９ 指定（地方）公共機関 

指定（地方）公共機関は、国民保護法で定めるところにより、その業務について、国

民保護措置等を实施するものとされている。 

 

10 住民の協力 

市は、国民保護法の規定により、①避難住民の誘導に必要な援助、②避難住民等の救

援に必要な援助、③消火、負傷者の搬送、被災者の救助その他の武力攻撃災害への対処

に関する措置に必要な援助、④保健衛生の確保に必要な援助について、安全性の確保に

配慮したうえで、自発的な協力が得られるよう要請することができることとされている。 
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第２節 関係機関の事務又は業務の大綱 

 

国民保護措置等に関し、市、府、指定地方行政機関及び指定（地方）公共機関は、おお

むね次に掲げる業務を処理する。 

 

１ 地方公共団体 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

市 

１ 国民保護計画の作成 

２ 国民保護協議会の設置、運営 

３ 国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の設置、運営 

４ 組織の整備、訓練 

５ 警報の伝達、避難实施要領の策定、避難住民の誘導、関係機関の調整

その他の住民の避難に関する措置の实施 

６ 救援の实施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関

する措置の实施 

７ 退避の指示、警戒区域の設定、消防、廃棄物の処理、被災情報の収集

その他の武力攻撃災害への対処に関する措置の实施 

８ 水の安定的な供給その他の国民生活の安定に関する措置の实施 

９ 武力攻撃災害の復旧に関する措置の实施 

府 

１ 国民保護計画の作成 

２ 国民保護協議会の設置、運営 

３ 国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の設置、運営 

４ 組織の整備、訓練 

５ 警報の通知 

６ 住民に対する避難の指示、避難住民の誘導に関する措置、府の区域を

越える住民の避難に関する措置その他の住民の避難に関する措置の实施 

７ 救援の实施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関

する措置の实施 

８ 武力攻撃災害の防除及び軽減、緊急通報の発令、退避の指示、警戒区

域の設定、立入制限区域の指定、保健衛生の確保、被災情報の収集その

他の武力攻撃災害への対処に関する措置の实施 

９ 生活関連物資等の価格の安定等のための措置その他の国民生活の安定

に関する措置の实施 
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10 交通規制の实施 

11 武力攻撃災害の復旧に関する措置の实施 

 

２ 指定地方行政機関 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

近畿管区警察局 １ 管区内各府県警察の国民保護措置等及び相互援助の指導・調   

 整 

２ 他管区警察局との連携 

３ 管区内各府県警察及び関係機関等からの情報収集並びに報告

連絡 

４ 警察通信の確保及び統制 

近畿総合通信局 １ 電気通信事業者・放送事業者への連絡調整 

２ 電波の監督管理、監視並びに無線の施設の設置及び使用の規

律に関すること 

３ 非常事態における重要通信の確保 

４ 非常通信協議会の指導育成 

近畿財務局 １ 地方公共団体に対する災害融資 

２ 金融機関に対する緊急措置の要請 

３ 普通財産の無償貸付 

４ 被災施設の復旧事業費の査定の立会 

大阪税関 １ 輸入物資の通関手続 

近畿厚生局 １ 救援等に係る情報の収集及び提供 

大阪労働局 １ 被災者の雇用対策 

近畿農政局 １ 武力攻撃災害対策用食料及び備蓄物資の確保 

２ 農業関連施設の応急復旧 

近畿中国森林管理局 １ 武力攻撃災害対策用復旧用資材の調達・供給 

近畿経済産業局 １ ライフライン（電気、ガス、工業用水道）の復旧対策 

２ 災害対策用物資の適正な価格による円滑な供給の確保 

３ 事業者（商工業等）の業務の正常な運営の確保 

中部近畿産業保安監

督部近畿支部 

１ 電気、火薬類、都市ガス、高圧ガス、液化石油ガス施設等の

保全 

２ 鉱山における災害時の応急対策 

近畿地方整備局 １ 被災時における直轄河川、国道等の公共土木施設の応急復旧 
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２ 港湾施設の使用に関する連絡調整 

３ 港湾施設の応急復旧 

近畿運輸局 １ 運送事業者への連絡調整 

２ 運送施設及び車両の安全保安 

大阪航空局 １ 飛行場使用に関する連絡調整 

２ 航空機の航行の安全確保 

大阪管区気象台 １ 気象状況の把握及び気象情報の提供 

第五管区 

海上保安本部 

１ 船舶内に在る者に対する警報及び避難措置の指示の伝達 

２ 海上における避難住民の誘導、秩序の維持及び安全の確保 

３ 生活関連等施設の安全確保に係る立入制限区域の指定等 

４ 海上における警戒区域の設定等及び退避の指示 

５ 海上における消火活動及び被災者の救助・救急活動その他の

武力攻撃災害への対処に関する措置 

近畿地方環境事務所 １ 有害物質等の発生等による汚染状況の情報収集及び提供 

２ 廃棄物処理施設等の被害状況、がれき等の廃棄物の発生量の

情報収集 

近畿中部防衛局 １ 所管財産（周辺財産）の使用に関する連絡調整 

２ 米軍施設内通行等に関する連絡調整 

 

３ 指定（地方）公共機関 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

災害研究機関 １ 武力攻撃災害に関する指導、助言等 

放送事業者 １ 警報及び避難の指示（警報の解除及び避難の指示の解除を

含む。）の内容並びに緊急通報の内容の放送 

運送事業者 １ 避難住民の運送及び旅実の運送の確保 

２ 緊急物資の運送及び貨物の運送の確保 

電気通信事業者 １ 避難施設における電話その他の通信設備の臨時の設置にお

ける協力 

２ 通信の確保及び国民保護措置等の实施に必要な通信の優先

的取扱い 

電気事業者 １ 電気の安定的な供給 

ガス事業者 １ ガスの安定的な供給 

郵便事業者 １ 郵便の確保 
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一般信書便事業者 １ 信書便の確保 

病院その他の医療機関 １ 医療の確保 

河川管理施設、道路及び

空港の管理者 

１ 河川管理施設、道路及び空港の管理 

日本赤十字社 １ 救援への協力 

２ 外国人の安否情報の収集、整理及び回答 

日本銀行 １ 銀行券の発行並びに通貨及び金融の調節 

２ 銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確

保を通じた信用秩序の維持 

社会福祉法人 

大阪府社会福祉協議会 

１ 要援護者支援等に対する協力 

２ ボランティア活動に関する協力 

財団法人 

大阪府消防協会 

１ 防災･防火思想の普及 

２ 消防団員の教養訓練 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 19 

  第４章   市の地理的、社会的特徴       

 

第１節 市の概況 

 

１ 位置・面積 

本市は、東西に6 ㎞南北に10.3 ㎞、面積36.6km2で、京阪神都市圏の中心都市・大阪

市の北に位置し、大阪都心から約10kmの距離にある。 

 

２ 地形 

本市の地形は、北東部のなだらかな丘陵地、中央部の台地、南西部の平野の３つに区

分される。 

 

３ 都市構造 

本市は、ほぼ全域が市街化されており、台地、丘陵部の自然環境と調和した住宅地、

計画的に整備された千里ニュータウン、木造住宅等の密集市街地、流通業務施設等の立

地する空港周辺地区、あるいは土地区画整理事業によって基盤整備がなされた市街地な

ど、多様な市街地で構成されている。 

 

４ 土地利用 

平成18年（2006年）時点で、市街地は61.7％、普通緑地（公園、グランド等）15.8％、農

地・山林が4.0％となっており、土地利用の現況をみると、住宅地が市域全体の51％を占め、

中心的な利用となっている。(都市計画基礎調査『土地利用現況調査』) 

 

５ 気象 

本市は、瀬戸内海型の気候区に属し、年平均気温16℃前後、年間降水量1,300 ㎜ 程度

の穏やかな気候である。 

 

 

第２節 人口 

 

１ 常住人口 

本市の人口・世帯数は、388,544人、167,194世帯（平成21年（2009年）国勢調査推計値）

で、人口は、昭和62年（1987年）の41万7千人をピークに減尐を続けている。 
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人口構成は、65歳以上の人口は増加傾向にあり､０～14歳の人口は大きく減尐するなど、

尐子高齢化の傾向が急速に進んでいる状況がうかがえる｡ 

人口の推移             単位：人 

区 分 平成2年 

(1990年) 

平成7年 

(1995年) 

平成12年 

(2000年) 

平成17年 

(2005年) 

平成21年 

(2009年) 

総 人 口 409,837 398,908 391,726 386,623 394,714 

０歳～14歳 
70,762 

17.3% 

59,817 

15.0% 

55,438 

14.2% 

53,720 

13.9% 

54,677 

13.9% 

15歳～64歳 
302,574 

73.8% 

294,342 

73.8% 

279,194 

71.3% 

261,477 

67.6% 

256,384 

65.0% 

65歳以上 
35,236 

8.6% 

44,408 

11.1% 

56,598 

14.4% 

71,067 

18.4% 

83,653 

21.2% 

40歳～64歳 
146,136 

35.7% 

148,579 

37.2% 

139,449 

35.6% 

133,549 

34.5% 

133,390 

33.8% 

65歳～74歳 
21,218 

5.2% 

28,182 

7.1% 

36,376 

9.3% 

43,686 

11.3% 

49,158 

12.5% 

75歳以上 
14,018 

3.4% 

16,226 

4.1% 

20,222 

5.2% 

27,381 

7.1% 

34,495 

8.7% 

注）下段は構成比                    資料：国勢調査 

※平成21年(2009年)は、10月1日現在の住民基本台帳と外国人登録人口の合計 

 

２ 高齢者等の状況 

65歳以上の人口は、83,653人で、うち一人暮らしの高齢者数については、24,690人（平

成21年（2009年）10月１日現在・住民基本台帳と外国人登録人口の合計）で、高齢者人

口の約29.7％となっている。なお、高齢者のみの世帯数は、41,021世帯となっている。

（平成21年（2009年）10月7日現在65歳以上老人世帯数「校区別」統計表） 

また、介護保険要介護認定者数は、15,514人（平成22年（2010年）7月末現在）となって

おり、障害者（児）の人数は、17,741人（平成22年（2010年）3月末現在）となっている。 

 

３ 外国人登録者数 

  本市に在住する外国人は、4,774人で、市人口の1.2％を占めている。国籍別では、多い順

で、①韓国・朝鮮（2,402人、50.3％）、②中国（1,167人、24.4％）、③フィリピン（174人、

3.6％）、④タイ（62人、1.3％）、⑤インド（45人、0.9％）となっている（平成21年（2009

年）12月末現在）。 

 

４ 昼間人口 

昼間人口は、341,739人で、夜間人口（常住人口）386,623人に対する昼間人口の比率は、

88.4％である。 

市外への流出人口は、116,122人で、流出先別では、多い順に、①大阪市61,856人（53.3％）、
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②吹田市13,085人（11.3％）、③箕面市5,811人（5.0％）、④池田市4,392人（3.8％）、⑤尼

崎市3,278人（2.8％）となっている。 

市内への流入人口は、72,269人で、多い順に、①大阪市12,818人（17.7％）、②吹田市8,180

人（11.3％）、③箕面市7,059人（9.8％）、④池田市5,939人（8.2％）、⑤尼崎市4,000人（5.5％）

となっている（平成17年（2005年）国勢調査）。 

 

５ 人口密度 

本市の人口密度は、10,627.35人／km２で、全国の市町村（東京都特別区を含む。）のうち、

10番目に高い数値となっている（平成17年（2005年）国勢調査）。 

 

 

第３節 交通 

 

本市は、大阪国際空港の玄関口となっているとともに、名神高速道路、中国縦貫自動車

道のインターチェンジを始め、ＪＲ新幹線・新大阪駅にも至近距離にあるなど、広域交通

機能が集積しており、交通の利便性に富んでいる。 

 

１ 主な自動車専用道路 

本市は、国土軸上に位置し、自動車専用道路として、東西方向には北に中国縦貫自動

車道、南に名神高速道路が通っている。南北方向には阪神高速道路池田線が通っており、

市内から全国の都市へ接続されている。 

 

２ 主な一般道路 

市域を東西方向に、主要地方道大阪中央環状線、大阪府道西宮豊中線-国道４７９号線

（内環状線）、南北方向に国道１７６号線、国道４２３号線、主要地方道大阪池田線が通

っており、大阪府地域防災計画で緊急交通路として指定されたこの５路線を基幹として、

東西に主要地方道旧大阪中央環状線、主要地方道伊丹豊中線、豊中市道原田伊丹線-豊中

市道勝部寺内線、府道庄本牛立線、南北に主要地方道豊中亀岡線-豊中市道曽根箕面線、

豊中市道神崎刀根山線を配置し、都市幹線道路ネットワークが形成されている。 

 

３ 鉄道・バス 

市西部を南北に阪急電鉄宝塚線、市南西部を東西に阪急電鉄神戸線、東部を南北に北

大阪急行電鉄、市北部を東西に大阪高速鉄道（大阪モノレール）が走っており、大阪都

心部はもとより、大阪国際空港やＪＲ新大阪駅にも直結している。また、市域内では阪
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急バスがこうした拠点間を結ぶように路線展開しており、通勤・通学や地域の人々の日

常生活の重要な移動手段となっている。 

 

【市内各駅の乗降客数】 

（平成20年（2008年）、単位：万人／日）平成21年（2009年）版豊中市統計書 

阪急電鉄 

 

庄内 服部 曽根 岡町 豊中 蛍池 

３.４ ２.６ ２.６ １.９ ５.３ ３.９ 

 

北大阪急行電鉄 緑地公園 千里中央 

３.４ ８.９ 

 

大阪高速鉄道 大阪空港 蛍池 柴原 尐路 千里中央 

１.３ ２.２ ０．９ ０．９ ３．３ 

  

４ 空港 

本市には、国土交通大臣が直轄で管理・運営する国内線の基幹空港として大阪国際空港が

ある。当空港は、国内主要都市に向け31路線（平成22年（2010年）8月現在大阪国際空港HP）

が就航し、年間に15,633千人の利用実、133,406千トンの航空貨物の取扱いがあり、人流・

物流の重要な拠点となっている（平成21年（2009年）版豊中市統計書）。 
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第４節 主な施設等 

 

１ 建物 

本市の建物棟数は、約89,878 棟（平成22年（2010年）4月現在）で、このうち木造建物は

約60,334 棟と全建物の約67.13％に当たる。用途別では、住居系建物が約75，053 棟、非住

居系建物が14,825 棟である。 

 

２ 保育所等の状況 

市内の保育所等の状況は、以下のとおりである（平成21年（2009年）版豊中市統計書）。 

区分 数 園児・児童・生徒数 

保育所 ６０ 4,531人 

幼稚園 ４３ 7,429人 

小学校 ４２ 22,249人 

中学校 ２１ 10,751人 

 

３ 社会福祉施設・医療施設 

本市における社会福祉施設の状況は、高齢者関係134施設、障害者関係42施設、児童関

係49施設、その他1施設となっている（平成22年（2010年）4月1日現在）。 

医療施設については、病院21施設（病床数4,209）、有床診療所20施設（病床数143）、無床

診療所380、歯科診療所249となっている（平成21年（2009年）版豊中市統計書）。 

 

４ 千里中央地区 

千里中央地区は、千里ニュータウンの中心としてだけでなく、北大阪地域の新都心と

して商業・業務、文化、学術、行政サービス機能が集積し、情報発信や人々の交流拠点

となっている。 

また、千里中央地区には、北大阪急行「千里中央駅」と大阪モノレール「千里中央駅」の

２つの鉄軌道駅があり、北大阪急行の千里中央駅は、北大阪地域で最も利用者が多いターミ

ナル駅となっているとともに、大阪モノレールの千里中央駅は、彩都線の開通もあって利用

者が増加傾向にある。 

さらに、千里中央地区は阪急バスの発着の拠点として、約3.9万人／日（平成21年（2009

年）版豊中市統計書）の乗降実数があり、千里ニュータウン内をはじめ、周辺各地に向けて

路線が設定されている。 

  その他、千里中央地区には、地下街がある。延べ面積は、3,292ｍ２である（消防法施行令

別表第１第16の２項）。 
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５ 自治会 

平成22年（2010年）４月末現在、508組織が結成されており、組織率は、48.5％となって

いる。 

 

６ 自主防災組織 

平成22年（2010年）４月１日現在、155組織が結成されており、組織率は、75.5％となっ

ている。 

 

７ 自動車登録台数 

平成21年（2009年）４月１日現在、市内で登録されている自動車数は、87,721台、軽自動

車数（２輪車含む。）は、73,511台となっている。 
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 第５章 市国民保護計画が対象とする事態      

 

市計画においては、基本指針及び府計画において想定されている武力攻撃事態及び緊急

対処事態を対象とし、海外では大都市において大規模テロが多く発生していること、本市

は、京阪神都市圏の中心都市・大阪市に隣接していることを踏まえ、特に、ゲリラ・特殊

部隊による攻撃や緊急対処事態に留意する。 

 

 

 

第１節 武力攻撃事態等 

 

１ 事態想定 

武力攻撃事態とは、武力攻撃が発生した事態又は発生する明白な危険が切迫している

と認められるに至った事態をいい、武力攻撃予測事態とは、武力攻撃事態には至ってい

ないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。 

武力攻撃事態として、基本指針においては、次に掲げる４類型が示されている。 

 

２ 各事態類型の特徴及び留意点 

国の基本指針で示されている各事態類型の特徴及び留意点は、下記のとおりである。 

 

事態類型 特徴等 

着上陸侵攻 

【攻撃目標となりやすい地域】  

○船舶により上陸を行う場合は、上陸用の小型船舶等が接岸容易な地形を

有する沿岸部が、航空機により侵攻部隊を投入する場合には、大型の輸

送機が離着陸可能な空港が存在する地域が目標となりやすい。 

なお、着上陸侵攻の場合、それに先立ち航空機や弾道ミサイルによる攻

撃が实施される可能性が高いと考えられる。 

【想定される主な被害】 

○主として、爆弾、砲弾等による家屋、施設等の破壊、火災等が考えられ、

事  態 類  型 

武力攻撃事態 

① 着上陸侵攻 

② ゲリラや特殊部隊による攻撃 

③ 弾道ミサイル攻撃 

④ 航空攻撃 
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石油コンビナートなど、攻撃目標となる施設の種類によっては、二次被

害の発生が想定される。 

【被害の範囲、期間】 

○武力攻撃災害が広範囲にわたり、要避難地域が広範囲になるとともに、

避難期間も比較的長期に及ぶと想定される。 

【事態の予測・察知】 

○攻撃国による船舶、戦闘機の集結の状況、進行方向等から、事前予測が

可能である。 

【留意点】 

○大規模な着上陸の場合は、広範囲にわたる武力攻撃災害が予想されるが、

事前の準備が可能であることから、戦闘が予想される地域から先行して

広域避難させることが必要となる。 

○大都市における避難に当たっては、人口規模に見合った避難のための交

通手段及び受入施設の確保の観点から、多数の住民を遠方に短期間で避

難させることは極めて困難である。このことから、实際に避難させる必

要が生じた場合においては、国対策本部長の避難措置の指示及び知事の

避難の指示を踏まえ、対応する必要がある。 

ゲリラや特殊部隊に

よる攻撃 

 

 

【攻撃目標となりやすい地域】 

○都市部の政治経済の中枢、鉄道、橋りょう、ダム、原子力関連施設など

に対する注意が必要である。 

【想定される主な被害】 

○尐人数のグループにより行われ、使用可能な武器も限定されることから、

主な被害としては、施設の破壊等が考えられる。 

【被害の範囲、期間】 

○被害は比較的狭い範囲に限定されるのが一般的であるが、攻撃目標とな

る施設の種類によっては、二次被害の発生も想定され、被害の範囲が拡

大するおそれがある。 

【事態の予測・察知】 

○攻撃する者はその行動を秘匿するためあらゆる手段を使用することが想

定されることから、事前にその活動を予測あるいは察知できず、突発的

に被害が生ずることも考えられる。 

【留意点】 

○ゲリラや特殊部隊の危害が住民に及ぶおそれがある地域においては、武

力攻撃の態様に応じて、攻撃当初は屋内に一時避難させ、その後関係機

関が安全確保の措置を講じつつ、適当な避難地に移動させるなど、適切

な対応を行う必要がある。 

○攻撃当初においては、住民の自主的な避難に頼らざるを得ないことも想

定されることから、平素から、住民に緊急時いかに対応すべきかについ

て問題意識を持ってもらうことが必要である。 

○武力攻撃災害の兆候等を覚知した場合には、速やかに関係機関に通知す

るとともに、必要に応じて、退避の指示、警戒区域の設定等の必要な措

置を講ずる必要がある。 
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弾道ミサイル攻撃 【攻撃目標となりやすい地域】 

○発尃の兆候を事前に察知した場合でも、発尃された段階で攻撃目標を特

定することは極めて困難である。（弾道ミサイルは、重量物を長距離にわ

たり投尃することが可能であり、核、生物、化学兵器などの大量破壊兵

器の搭載も可能である。また、発尃されると弾道軌道を描いて飛翔し、

高角度、高速で落下するなどの特徴を有している。） 

【想定される主な被害】 

○通常弾頭の場合にはＮＢＣ弾頭の場合と比較して、被害は局限され、家

屋、施設等の破壊、火災等が考えられる。 

【被害の範囲、期間】 

○弾頭の種類（通常弾頭又はＮＢＣ弾頭）を着弾前に特定することは困難

であり、弾頭の種類に応じて、被害の様相及び対応が大きく異なる。 

【事態の予測・察知】 

○発尃後、極めて短時間で我が国に着弾することが予想される。 

【留意点】 

○発尃後極めて短時間で着弾することが予想されるため、迅速な情報伝達

と適切な対応によって被害を局限化することが重要であり、避難や消火

活動が中心となる。 

○特に避難については、当初は、近傍のコンクリート造等の堅ろうな施設

や地下街等の地下施設など屋内に避難させ、着弾後に、被害状況を迅速

に把握した上で、事態の推移、被害の状況等に応じ、他の安全な地域へ

避難させる必要がある。 

航空攻撃 

 

【攻撃目標となりやすい地域】 

○航空攻撃を行う側の意図及び弾薬の種類等により異なるが、その威力を

最大限に発揮することを攻撃側が意図すれば都市部が主要な目標となる

ことも想定される。 

○ライフラインのインフラ施設などが目標となることもあり得る。 

【想定される主な被害】 

○通常弾頭の場合には、家屋、施設等の破壊、火災等が考えられる。 

【被害の範囲、期間】 

○攻撃を行う側の意図が達成されるまで、繰り返し行われることも考えら

れる。 

【事態の予測・察知】 

○弾道ミサイル攻撃の場合に比べその兆候を察知することは比較的容易で

あるが、対応の時間が尐なく、また攻撃目標を特定することが困難であ

る。 

【留意点】 

○攻撃目標を早期に判定することは困難であることから、攻撃の目標地を

限定せずに屋内への避難等の措置を広範囲に实施する必要がある。 

○生活関連等施設に対する攻撃のおそれがある場合には、施設の安全確保、

武力攻撃災害の発生、拡大の防止等を实施する必要がある。 
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第２節 緊急対処事態 

 

１ 事態想定 

緊急対処事態とは、武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が

発生した事態又は発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態（後

日、対処基本方針において武力攻撃事態であることの認定が行われることとなる事態を

含む。）で、国家として緊急に対処することが必要なものをいう。 

国の基本指針においては、緊急対処事態として、次に掲げる４事態例が示されている。 

なお、緊急対処事態においては、武力攻撃事態のゲリラや特殊部隊による攻撃等にお

ける対処と類似の事態が想定される。 

事態 事態例 

緊急対処事態 

①危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃が行われる事態 

②多数の人が集合する施設、大量輸送機関等に対する攻撃が行われる事態 

③多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃が行われる事態 

④破壊の手段として交通機関を用いた攻撃等が行われる事態 

 

２ 各事態例と主な被害 

(1) 攻撃対象施設等による分類 

事態例 事例と主な被害 

危険性を内在する物

質を有する施設等に

対する攻撃が行われ

る事態 

事例①【原子力事業所等の破壊】 

○大量の放尃性物質等が放出され、周辺住民が被ばくする。 

○汚染された飲食物を摂取した住民が被ばくする。 

事例②【石油コンビナート・可燃性ガス貯蔵施設等の爆破】 

○爆発及び火災の発生により住民に被害が発生するとともに、建物、ライ

フライン等が被災し、社会経済活動に支障が生ずる。 

事例③【危険物積載船への攻撃】 

○危険物の拡散による沿岸住民への被害が発生するとともに、港湾及び航

路の閉塞、海洋資源の汚染等社会経済活動に支障が生ずる。 

事例④【ダムの破壊】 

○下流に及ぼす被害は多大なものとなる。 

多数の人が集合する

施設、大量輸送機関

等に対する攻撃が行

われる事態 

事例①【大規模集実施設、ターミナル駅、列車等の爆破】 

○爆破による人的被害が発生し、施設が崩壊した場合には人的被害は多大

なものとなる。 
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(2) 攻撃手段による分類 

事態例 事例と主な被害 

多数の人を殺傷する

特性を有する物質等

による攻撃が行われ

る事態 

事例①【ダーティボム（爆薬と放尃性物質を組み合わせた爆弾）等の爆発

による放尃能の拡散】 

○ダーティボムの爆発による被害は、爆弾の破片及び飛び散った物体によ

る被害並びに熱及び炎による被害等である。 

○ダーティボムの放尃線によって正常な細胞機能が攪乱されると、後年、

ガンを発症することもある。 

○小型核爆弾の特徴については、核兵器の特徴と同様である。（第１編第

５章第３節参照） 

事例②【炭疽菌等生物剤の航空機等による大量散布、水源地に対する毒素

等の混入】 

○生物剤の特徴については、生物兵器の特徴と同様である。（第１編第５

章第３節参照） 

○毒素の特徴については、化学兵器の特徴と類似している。（第１編第５

章第３節参照） 

事例③【市街地等におけるサリン等化学剤の大量散布】 

○化学剤の特徴については、化学兵器の特徴と同様である。（第１編第５

章第３節参照） 

破壊の手段として交

通機関を用いた攻撃

等が行われる事態 

事例①【航空機等による多数の死傷者を伴う自爆テロ・弾道ミサイル等の

飛来】 

○主な被害は施設の破壊に伴う人的被害であり、施設の規模によって被害

の大きさが変わる。 

○攻撃目標の施設が破壊された場合、周辺への被害も予想される。 

○爆発、火災等の発生により住民に被害が発生するとともに、建物、ライ

フライン等が被災し、社会経済活動に支障が生ずる。 

 

 

 

 

第３節 ＮＢＣ兵器による攻撃 

 

武力攻撃事態においても、緊急対処事態においても、ＮＢＣ〔Nuclear(核)・Biological(生

物)・Chemical(化学)〕兵器等を用いて攻撃された場合、特殊な対応が必要となることから、

国の基本指針において示されている以下の想定される被害と留意点を踏まえ、国民保護措

置等を实施する。なお、实施に当たっては、国民保護措置等に従事する者に、防護服を着

用させるなど、安全を確保するための措置を講じるものとする。 
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攻撃の種別 被害等 

核兵器等 【想定される被害】 

○核兵器を用いた攻撃（以下「核攻撃」という。）による被害は、当初は①核爆

発に伴う熱線、爆風及び初期核放尃線の発生によって、その後は、②放尃性降

下物（爆発時に生じた放尃能をもった灰）や③中性子誘導放尃能（初期核放尃

線を吸収した建築物や土壌から発する放尃線）による残留放尃線によって生ず

る。 

○①（熱線、爆風など）及び③（中性子誘導放尃能）は、爆心地周辺において、

物質の燃焼、建造物の破壊、放尃能汚染などの被害をもたらす。 

○②（放尃性降下物）は、爆心地付近から降下し始め、逐次風下方向に拡散、降

下して、広範囲に、外部被ばく（放尃性降下物の皮膚付着による被ばく）や内

部被ばく（放尃性降下物の吸飲や汚染された水・食料の摂取による被ばく）に

よる、放尃線障害などの被害をもたらす。 

【避難、救援、災害対処に係る留意点】 

○核爆発に伴う熱線、爆風等による直接の被害を受ける地域については、攻撃当

初の段階は、爆心地周辺から直ちに離れ、地下施設等に避難し、一定時間経過

後、放尃線の影響を受けない安全な地域に避難させる必要がある。 

○核爆発に伴う熱線、爆風等による直接の被害は受けないものの、放尃性降下物

からの放尃線による被害を受けるおそれがある地域については、放尃線の影響

を受けない安全な地域に避難させる必要がある。 

○放尃性降下物による外部被ばくを最小限に抑えるため、風下を避けて極力風向

きと垂直方向に避難させるものとし、その際には、汚染されていないタオル等

による口及び鼻の保護や、手袋、帽子、雤ガッパ等の着用により、放尃性降下

物による外部被ばくを抑制するほか、汚染された疑いのある水や食物の摂取を

避ける。 

○汚染地域への立入制限を確实に行い、避難の誘導や医療にあたる要員の被ばく

管理を適切にすることが重要である。 

○医療の提供に関しては、熱線による熱傷や放尃線障害等、核兵器特有の傷病に

対応する必要がある。また、放尃性ヨウ素による体内汚染が予想されるときは、

安定ヨウ素剤の服用等により内部被ばくの低減に努める必要がある。 

○ダーティボムは、核兵器に比して小規模ではあるが、爆薬による爆発の被害と

放尃能による被害をもたらすことから、攻撃場所から直ちに離れ、できるだけ

近傍の地下施設等に避難させる必要がある。 

生物兵器 【想定される被害】 

○生物剤は、人に知られることなく散布することが可能であり、また発症するま

での潜伏期間に感染者が移動することにより、生物剤が散布されたと判明した

ときには、既に被害が拡大している可能性がある。 

○生物剤による被害は使用される生物剤の特性、特にヒトからヒトへの感染力、

ワクチンの有無、既に知られている生物剤か否か等により被害の範囲が異なる

が、ヒトを媒体とする生物剤による攻撃が行われた場合には、二次感染により

被害が拡大することが考えられる。 

【避難、救援、災害対処に係る留意点】 

○生物剤による攻撃が行われた場合又はそのおそれがある場合は、攻撃が行われ
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た場所又はそのおそれがある場所から直ちに離れ、外気からの密閉性の高い屋

内の部屋又は感染のおそれのない安全な地域に避難する必要がある。 

○ヒトや動物を媒体とする生物剤による攻撃が行われた場合は、攻撃が行われた

時期、場所等の特定が通常困難であり、関係機関は、住民を避難させるのでは

なく、感染者を入院させて治療するなどの措置を講ずる必要がある。 

○厚生労働省を中心とした一元的情報収集、データ解析等サーベイランス（疾病

監視）により、感染源及び汚染地域を特定し、感染源となった病原体の特性に

応じた、医療活動、まん延防止を行うことが重要である。 

化学兵器 【想定される被害】 

○化学剤は、地形・気象等の影響を受けて、風下方向に拡散し、空気より重いサ

リン等の神経剤は下をはうように広がる。また、特有のにおいがあるもの、無

臭のもの等、その性質は化学剤の種類によって異なり、被害の範囲も一様では

ない。 

【留意点】 

○化学剤による攻撃が行われた場合又はそのおそれがある場合は、攻撃が行われ

た場所又はそのおそれがある場所から直ちに離れ、外気からの密閉性の高い屋

内の部屋又は風上の高台など汚染のおそれのない安全な地域に避難させる必要

がある。 

○原因物質の検知及び汚染地域の特定又は予測を適切に行い、的確な避難措置を

講ずるとともに、汚染者については、可能な限り除染し、原因物質の特性に応

じた救急医療を行うことが必要となる。 

○化学剤は、そのままでは分解・消滅しないため、汚染された地域を除染して、

当該地域から原因物質を取り除く必要がある。 
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  第６章    緊急対処事態への対処          

 

第１節 基本的事項 

 

市計画が対象として想定する緊急対処事態については、前章第２節に掲げるとおりであ

る。 

緊急対処事態及び緊急対処保護措置に関しては、国民保護法第172条から182条までの規

定により、基本的な事項が定められているほか、第183条の規定により、武力攻撃事態及び

国民保護措置に関する規定が準用されることとなる。 

また、緊急対処事態は、原則として、武力攻撃事態等におけるゲリラや特殊部隊による

攻撃等と類似の事態が想定されるため、市は、緊急対処事態対策本部の設置や緊急対処保

護措置の实施などの緊急対処事態への対処については、警報の伝達及び通知を除き、原則

として、武力攻撃事態等への対処に準じて行う。 

 

 

 

第２節 緊急対処事態対策本部 

 

市は、緊急対処事態においては、緊急対処事態対策本部を設置し、緊急対処事態対処方

針に基づき、自ら緊急対処保護措置を的確かつ迅速に实施するとともに、関係機関の实施

する緊急対処保護措置を総合的に推進する。 

 

 

 

第３節 緊急対処保護措置の実施 

 

１ 緊急対処保護措置の実施に関する基本的事項 

緊急対処事態における緊急対処保護措置については、本計画第２編以下に定める武力

攻撃事態等における国民保護措置に準じて实施するものとし、その際の主な用語の読み

替えは、次表のとおりとする。 
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武力攻撃事態 緊急対処事態 

国民保護措置 緊急対処保護措置 

武力攻撃災害 緊急対処事態における災害 

国民保護対策本部(長) 緊急対処事態対策本部(長) 

武力攻撃 緊急対処事態における攻撃 

対処基本方針 緊急対処事態対処方針 

 

２ 緊急対処事態における警報 

(1) 国対策本部長は、緊急対処事態における攻撃の被害又はその影響の及ぶ範囲を勘案

して、当該緊急対処事態における攻撃に係る警報の伝達・通知の対象となる地域の範

囲を決定し、この地域に対して警報を発令するとされている。  

(2) 市長は、知事から警報の通知を受けたときは、国対策本部長が決定する警報の伝

達・通知の対象となる地域の範囲を踏まえ、警報を伝達、通知すべき関係機関（対象

地域を管轄する機関、対象地域に所在する施設の管理者など）に対し、警報の内容を

伝達、通知する。 

(3) 緊急対処事態における警報の伝達、通知、解除等については、上記によるほか、本

計画第２編第２章に定める警報に準じて、これを行う。 
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 第２編 武力攻撃事態等への対処 

 

  第１章       実施体制の確立          

 

 

第１節 初動体制の確立 

 

市長は、武力攻撃等が発生する兆候に関する情報を入手した場合や、多数の死傷者が発

生し、又は、建造物が破壊されるなどの具体的な被害の発生後、その事案の原因が不明で

あることなどから、国において直ちに武力攻撃事態等の認定がない場合（以下「原因不明

の事案」という。）において、住民の生命、身体及び財産の保護のために、迅速かつ的確に

初動対処を实施する体制を確立する。 

 

１ 武力攻撃等の兆候などに関する情報を入手した場合など 

(1) 初動指令部の設置 

ア 全国瞬時警報システム（J-ALERT）（以下｢J-ALERT｣という。）や、緊急情報ネットワ

ークシステム（Em-net）（以下｢Em-net｣という。）あるいは、府を通じて、武力攻撃等

の発生の兆候に関する情報を入手した場合等において、危機管理監は、各部局危機

管理担当を招集し、初動指令部を設置する。 

イ 危機管理監は、適宜、状況等について市長に報告し、その指示を受ける。 

  ウ 初動指令部を設置したときは、その旨を府に連絡する。 

 エ 初動指令部の設置場所については、危機管理审から各部局危機管理担当に連絡する。 

(2) 設置基準 

① 武力攻撃等が発生する兆候等の情報を入手した場合 

② 他市町村において原因不明の事案が発生し、武力攻撃等の可能性が高いと判断さ

れる事案であるとの情報を入手した場合 

③ その他危機管理監が必要と認める場合 

(3) 初動指令部の組織 

ア 初動指令部は、危機管理監及び各部局危機管理担当をもって組織・運営する。部

長は、危機管理監をもって充てる。 

  イ 初動指令部の事務局は、危機管理审とする。 
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(4) 初動指令部の所掌事務 

ア 不測の事態に対する対処の備えに関すること 

イ 情報の収集・分析に関すること。 

ウ 府、府警察、自衛隊等関係機関との連絡調整に関すること。 

エ 職員の配備体制に関すること。 

オ 住民への広報及び報道機関との連絡調整に関すること。 

 

２ 原因不明の事案が発生した場合 

(1) 市災害対策本部・市危機管理対策本部の設置 

ア 市域において原因不明の事案が発生した場合は、住民の生命、身体及び財産を保

護するために、当該原因不明の事案の態様に応じて、市災害対策本部又は市危機管

理対策本部（以下「市災害対策本部等」という。）を設置し、的確かつ迅速に対処

する。 

イ 市の職員（消防職員含む。）は、住民からの通報その他の情報により、原因不明

の事案の発生を把握した場合は、直ちにその旨を危機管理审を通じて市長に報告す

るとともに、府に連絡する。 

ウ 市災害対策本部等を設置し、又は廃止したときは、速やかに府その他の関係機関

に通知するとともに、その旨を公表する。 

(2) 設置基準 

① 市域で原因不明の事案が発生した場合 

・災害対策基本法第２条第１号に規定する災害に該当する場合 → 災害対策本部 

・上記に該当しない場合                → 危機管理対策本部 

② 政府による武力攻撃事態等の認定が行われたが、本市に市国民保護対策本部設置

の指定がない場合                   → 危機管理対策本部 

③ その他市長が必要であると認めた場合         → 危機管理対策本部 

(3) 市災害対策本部等の組織等 

   市災害対策本部等の組織、所掌事務等については、市地域防災計画又は危機管理対

応方針に定めるとおりとする。 

(4) 応急対策の実施 

市は、現場の状況を踏まえ、必要に応じて、消防法による火災警戒区域又は消防警

戒区域の設定、災害対策基本法に基づく避難の指示、警戒区域の設定、救急救助等の

応急措置を实施する。この際、警察官による警察官職務執行法（昭和 23年法律第 136

号）に基づく避難の措置等との連携に留意する。 

また、政府による事態の認定が行われたが、本市に対し市国民保護対策本部の設置
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の指定がない場合においては、市長は、必要に応じ、国民保護法に基づき、退避の指

示、警戒区域の設定、国民保護対策本部の設置要請などを行う。 

(5) 関係機関への支援要請 

   市長は、事案に伴い発生した災害への対処に関して、必要があると認めるときは、

知事や他の市町村長等に対し支援を要請する。 

 

３ 国民保護対策本部を設置すべき指定がない場合 

  武力攻撃事態等の認定が行われたが、市に対し国民保護対策本部の設置の指定がない

場合において、市長は、市域における不測の事態が発生した場合や避難住民等の受け入

れ、他市町村の応援等を实施する場合に備え、市危機管理対策本部を設置して、即応体

制の強化を図る。 

この場合において、市長は、情報の収集、情報連絡体制の確認、職員の参集体制の確

認、生活関連等施設などの警戒状況の確認等を行う。 

 

《表：事案の状況に応じた体制》 

事態認定 事案の状況等 体制 職員の配備 

なし 武力攻撃等の兆候に関する情報を入手 初動指令部 初動指令部の構成員 

危機管理审職員 他市町村で原因不明の事案発生 

市域で原因不明の事案発生 

 

災害対策本部 

事案の態様が災害対策
基本法第 2条第 1号に規
定する災害に該当する
場合 

地域防災計画に基づ
き配備 

危機管理対策本部 

事案の態様が災害対策
基本法第 2条第 1号に規
定する災害に該当しな
い場合 

地域防災計画に定め
る配備体制を準用 

あり 市対策本部設置の指定がない 危機管理対策本部 地域防災計画に定め
る配備体制を準用 

 

４ 勤務時間外等の体制 

勤務時間外等においては、消防本部及び守衛は、市民、関係機関等から情報を得た場

合は、直ちに危機管理監に連絡することとする。 

連絡を受けた危機管理監は、関係機関との連絡調整を行うとともに、速やかに活動体

制を確立する。 

消防本部は、市長部局での体制が整うまでの間、事案の状況等について市長に報告し、
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その指示を受け、情報の収集・整理、事案への対処など、必要な措置を講じる。 

 

５ 国民保護対策本部への移行 

市災害対策本部等を設置した後に、政府において事態等の認定が行われ、国民保護対

策本部を設置すべき地方公共団体の指定の通知があった場合は、市災害対策本部等を廃

止し、直ちに国民保護対策本部を設置する。 

 

【事案の状況と市の体制】 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 市国民保護対策本部の設置等 

 

１ 市国民保護対策本部の設置 

 事案の発生後、国において事態等の認定がなされ、内閣総理大臣から総務大臣（消防

庁）・知事を経由して、対策本部を設置すべき地方公共団体の指定の通知を受けたとき

は、市長は、直ちに市国民保護対策本部を設置する。 

 市長は、市が対策本部を設置すべき地方公共団体に指定されていない場合において、

市における国民保護措置を総合的に推進するために必要があると認める場合は、内閣総

事案の状況 

    

体制 

    

対応 

    

原因不明の事案 武力攻撃事態 

初動指令部 

災害対策本部 
又は 

危機管理対策本部 
国民保護対策本部 

危機管理 
対策本部 

時間の流れ 

事案の兆候等

に関する情報 
事案の発生 国による事態認定 

対策本部 

設置指定 

災害対策基本法

等に基づき措置 
国民保護法に基づき措置 

情報収集、 

応急対策 

の検討 
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理大臣に対し知事を経由して対策本部を設置すべき指定を行うよう要請する。 

(1) 役割 

 市対策本部は、市が市域において实施する国民保護措置を総合的に推進する。 

(2) 組織 

 市対策本部の組織は下記のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 市対策本部の所掌事務 

ア 国民保護措置の实施に関すること。 

イ 情報の収集、伝達に関すること。 

ウ 職員の配備に関すること。 

エ 関係機関に対する応援の要請及び応援に関すること。 

オ 他市町村との連携に関すること。 

カ 現地対策本部の設置に関すること。 

キ 府の現地対策本部との連携に関すること。 

ク その他国民保護に関する重要な事項の決定に関すること。 

(4) 各部局等の所掌事務 

ア 各部局等は、市対策本部の決定内容等を踏まえ、国民保護措置を实施する。 

総
務
部 

人
権
文
化
部 

環
境
部 

財
務
部 

市
民
生
活
部 

健
康
福
祉
部 

こ
ど
も
未
来
部 

ま
ち
づ
く
り
推
進
部 

土
木
部 

会
計
室 

市
立
豊
中
病
院 

上
下
水
道
局 

消
防
本
部 

教
育
委
員
会 

各
行
政
委
員
会
事
務
局 

市対策本部 

現地対策本部 

本 部 長 

市  長 

副本部長 

副市長（2名） 

教育長 

上下水道事業管理者 

危機管理監 

本 部 員 

 各部局長 

事務局 
危機管理审、行財政再建対策审、政策企画部、総務部

広報広聴課、総務部秘書課 

部付職員派遣 決定内容等 



 

 39 

イ 各部局等の長は、市対策本部との円滑な連絡調整を図るため、市対策本部に支援

要員として部付職員を派遣する。 

ウ 各部局等の長は、国民保護措置の实施状況に応じて、他部局等へ所属職員を派遣

するなど、相互に応援するものとする。 

エ 各部局等の主な所掌事務は下記のとおりとする。 

総務部 
 

1.庁舎の管理に関すること 

2.市対策本部の施設及び設備に関すること 

3.24 時間対応体制の場合における職員の仮眠場所の確保及び給食支給に関

すること 

4.職員の動員及び配備の総合調整、職員参集状況の取りまとめ及び報告に関

すること 

5.従事職員の公務災害補償等に関すること 

6.被災職員の援助に関すること 

7.国民保護措置に係る物品、応急資機材、災害復旧資機材の調達及び工事等

の契約に関すること 

8.食料、生活必需品等の救援物資の調達に関すること 

9.不服申立、訴訟等の処理に関すること 

10.市所有の車両の確保に関すること 

11.所管に属する避難所の管理運営に関すること（取りまとめ部局に対する

報告含む。） 

12.所管に属する避難所及びその周辺における警報等の伝達、避難住民の誘

導に関すること 

13.所管に属する避難所における避難住民の安否情報の収集・提供に関する

こと（取りまとめ部局に対する報告含む。） 

14.各部の応援に関すること 

人権文化部 1.外国人の保護に関すること 

2.(財)とよなか国際交流協会との連絡調整に関すること 

3.所管に属する避難所の管理運営に関すること（取りまとめ部局に対する報

告含む。） 

4.所管に属する避難所及びその周辺における警報等の伝達、避難住民の誘導

に関すること 

5.所管に属する避難所における避難住民の安否情報の収集・提供に関するこ

と（取りまとめ部局に対する報告含む。） 

環境部 1.相談窓口に関すること（安否情報の照会窓口含む。） 

2.地域での警報等の伝達に関すること 

3.避難住民の誘導に関すること 

4.退避の指示に伴う住民への伝達及び誘導に関すること 

5.し尿、ごみ及び廃棄物の処理に関すること 

6.警戒区域設定に伴う現場対応に関すること 

7.生活支障物の除去に関すること 

8.一時集合場所の確保に関すること 

9.仮設トイレの設置に関すること 

10.豊中市伊丹市クリーンランドとの連絡調整に関すること 

11.物資の輸送等、健康福祉部の応援に関すること 
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財務部 1.地域での警報等の伝達に関すること 

2.避難住民の誘導に関すること 

3.退避の指示に伴う住民への伝達及び誘導に関すること 

4.警戒区域設定に伴う現場対応に関すること 

5.府・国税等の減免措置等の把握に関すること 

6.建物の被害状況等の把握に関すること 

7.武力攻撃事態等における応急財政措置に関すること 

8.国民保護措置関係経費の取りまとめに関すること 

9.国に対する負担金の請求に関すること 

10.市民生活部の応援に関すること 

市民生活部 1.安否情報の収集に係る集約に関すること 

2.安否情報の提供窓口に関すること（電話、FAX、E-mail等による照会対応） 

3.商工会議所との連絡調整に関すること 

4.府・関係機関からの救援用の食料・生活必需物資の調達及び出納管理に関

すること 

5.量販店等の営業状況調査に関すること 

6.量販店等の早期の営業再開、適正な物資等の供給等の要請に関すること 

7.物価の实態に関する情報の収集に関すること 

8.義援金品の受領、出納管理及び礼状に関すること 

9.事業者の相談に関すること 

10.事業者向け融資に関すること 

11.所管に属する避難所の管理運営に関すること（取りまとめ部局に対する

報告含む。） 

12.所管に属する避難所及びその周辺における警報等の伝達、避難住民の誘

導に関すること 

13.所管に属する避難所における避難住民の安否情報の収集・提供に関する

こと（取りまとめ部局に対する報告含む。） 

健康福祉部 1.在宅の高齢者、障害者の保護に関すること 

2.社会福祉施設等の入所者の保護に関すること 

3.社会福祉協議会との連絡調整に関すること 

4.日本赤十字社との連絡調整に関すること 

5.遺体に対する必要措置に関すること 

6.避難住民等の生活安定のための貸付資金に関すること 

7.医療救護の提供及び助産に関すること 

8.府、医師会、歯科医師会、薬剤師会、医療機関への医療救護活動の要請に

関すること 

9.避難住民等の健康維持活動に関すること 

10.環境衛生の確保、感染症の予防、消毒の实施に関すること 

11.食中毒の防止及び発生時の対応に関すること 

12.福祉サービスの提供に関すること 

13.（財）医療保健センター、豊中保健所等との連絡調整に関すること 

14.介護保険事業者との連絡調整に関すること 

15.所管に属する避難所の管理運営に関すること（取りまとめ部局に対する

報告含む。） 

16.所管に属する避難所及びその周辺における警報等の伝達、避難住民の誘

導に関すること 
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17.所管に属する避難所における避難住民の安否情報の収集・提供に関する

こと（取りまとめ部局に対する報告含む。） 

18.生活必需品等のとりまとめ・清算に関すること 

19.食料・生活必需品等の搬送・配給に関すること 

20.備蓄食料の供給に関すること 

こども未来部 1.保育所等所管する施設の児童の保護に関すること 

2.所管に属する避難所の管理運営に関すること（取りまとめ部局に対する報

告含む。） 

3.所管に属する避難所及びその周辺における警報等の伝達、避難住民の誘導

に関すること 

4.所管に属する避難所における避難住民の安否情報の収集・提供に関するこ

と（取りまとめ部局に対する報告含む。） 

5.放課後こどもクラブにおける児童の保護に関すること 

まちづくり推進部 1.地域での警報等の伝達に関すること 

2.避難住民の誘導に関すること 

3.退避の指示に伴う住民への伝達及び誘導に関すること 

4.応急仮設住宅に関すること 

5.避難住民入居用住宅の確保に関すること 

6.住宅の応急修理に関すること 

7.建物への立入制限等に関すること 

8.所管に属する避難所の管理運営に関すること（取りまとめ部局に対する報

告含む。） 

9.所管に属する避難所及びその周辺における警報等の伝達、避難住民の誘導

に関すること 

10.所管に属する避難所における避難住民の安否情報の収集・提供に関する

こと（取りまとめ部局に対する報告含む。） 

11.住宅協会との連絡調整に関すること 

12.警戒区域設定に伴う現場対応に関すること 

13.健康福祉部の応援に関すること 

土木部 1.地域での警報等の伝達に関すること 

2.避難住民の誘導に関すること 

3.退避の指示に伴う住民への伝達及び誘導に関すること 

4.交通規制の实施に関すること 

5.輸送路の確保に関すること 

6.避難路・交通規制・輸送路等、道路情報の収集に関すること 

7.防疫業務に関すること 

8.水防に関すること 

9.道路の管理に関すること 

10.生活支障物の除去に関すること 

11.被災者の救出に関すること 

12.警戒区域設定に伴う現場対応に関すること 

13.健康福祉部の応援に関すること 

会計审 1.各部の応援に関すること 

豊中病院 1.医療救護の实施に関すること 

2.広域応援要請及び後方医療機関への搬送に関すること 

3.遺体の検案に関すること 
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4.市内各病院に収容された傷病者等に関する情報の収集に関すること（豊中

病院に収容された傷病者等に係る安否情報については、取りまとめ部局に

対する報告含む。） 

5.医薬品等の確保及び供給活動に関すること 

6.避難住民等の健康維持活動に関すること 

7.市内各病院の被害状況等の把握に関すること 

8.市内各病院への警報等の伝達に関すること 

上下水道局 1.地域での警報等の伝達に関すること 

2.避難住民の誘導に関すること 

3.退避の指示に伴う住民への伝達及び誘導に関すること 

4.警戒区域設定に伴う現場対応に関すること 

5.飲料水の衛生確保に関すること 

6.応急給水に関すること 

7.水道水の安定給水に関すること 

8.水道施設の管理に関すること 

9.水道に係る広域応援に関すること 

10.下水道施設の管理に関すること 

11.水防応急措置に係る応援に関すること 

12.被災者の救出に関すること 

消防本部 1.市対策本部の体制が整うまでの間における初動対応に関すること 

2.被災者の捜索・救出に関すること 

3.患者の搬送に関すること 

4.地域での警報等の伝達に関すること 

5.避難住民の誘導に関すること 

6.生活関連等施設の安全確保に対する支援に関すること 

7.危険物質等に係る武力攻撃災害の発生防止に関すること 

8.消火・救助・救急に関すること 

9.ＮＢＣ攻撃災害への対処に関すること 

10.退避の指示、警戒区域の設定に関すること 

教育委員会 1.児童・生徒の保護に関すること 

2.児童・生徒の応急教育等に関すること 

3.学用品の給与に関すること 

4.学校施設等の応急復旧等に関すること 

5.就学援助又は保育料の減免に関すること 

6.全避難所及び避難者用の救援物資の取りまとめに関すること 

7.所管に属する避難所の管理運営に関すること 

8.所管に属する避難所及びその周辺における警報等の伝達、避難住民の誘導

に関すること 

9.所管に属する避難所における避難住民の安否情報の収集・提供に関するこ

と（取りまとめ部局に対する報告含む。） 

10.給食に関すること 

農業委員会事務局 1.農業者の相談に関すること 

2.農業者向け融資のあっせんに関すること 

3.市民生活部との連携に関すること 

各行政委員会事務局 1.各部の応援に関すること 
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各部局等の共通事項 

1.広域応援、ボランティア等の受入れ体制の整備に関すること 

2.通信手段の確保と情報連絡に関すること 

3.市民の要望等の早期解決に関すること 

4.公共施設の応急措置に関すること 

5.対策本部（事務局）との連絡調整に関すること 

6.部局内における国民保護措置の实施状況等の対策本部（事務局）への報告に関すること 

7.警報等の伝達、避難住民の誘導に係る応援に関すること 

8.退避の指示に伴う住民への伝達及び誘導に関すること 

9.警戒区域設定に伴う現場対応に関すること 

10.部局内の所管に属する被害情報及び応急対策に関する情報の収集・伝達に関すること 

11.所管施設の応急復旧に関すること 

12.所管施設・機関その他関係機関等への警報等の伝達・通知に関すること 

13.総合相談窓口への職員の派遣に関すること 

オ 市全域が要避難地域となる場合には、各部局等の所掌事務に関わりなく、全庁体

制で警報等の伝達、避難住民の誘導にあたるものとする。 

カ 市長は、必要に応じて、市議会に対し、市議会事務局職員の応援を要請する。 

 (5) 消防団の所掌事務 

消防団の主な所掌事務は下記のとおりとする。 

消防団 

1.消防本部の活動支援に関すること 

2.管轄地域の被害情報の収集に関すること 

3.警報等の伝達に関すること 

4.避難住民の誘導に関すること 

(6) 市対策本部会議 

対策本部の所掌事務について方針を策定し、その实施を推進するため必要がある場

合、本部長は、副本部長及び本部員を招集して、対策本部会議を開催する。 

なお、本部長は、緊密な連絡を図る必要があると認めるときは、国や府、公共機関

の職員の出席を求める。 

(7) 市対策本部の事務局 

市対策本部に、市対策本部長の意思決定を補佐するとともに、対策本部の事務を処

理するため、事務局を置き、事務局長は、危機管理監をもって充てる。 

また、事務局に次に掲げる班を置く。 
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【事務局の編成】 

職・班名 担当職 主な事務分掌 

事務局長 危機管理監 1.事務局の総括 

副事務局長 行財政再建対策監 

政策企画部長 

秘書・広報広聴担当理事 

政策企画部理事 

1.事務局の総括補佐 

統括班 

 

 

 

 

危機管理审長 

 

 

 

 

1.市対策本部の運営に関すること 

2.市対策本部会議に関すること 

3.市が实施する国民保護措置に関する総合調整に関すること 

4.本部長の重要な意思決定に係る補佐に関すること 

5.本部長が決定した方針に基づく各班に対する具体的な指

示に関すること 

渉外班   

 

 

行財政再建対策审長 

 

 

 

 

1.避難实施要領の作成に関すること 

2.他市町村への応援の求め、府への緊急消防援助隊の派遣

要請及び受入れ等広域応援に関すること 

3.府を通じた指定行政機関の長等への措置要請、自衛隊の

部隊等の派遣要請に関すること 

4.府対策本部との連絡調整に関すること 

5.国、府、他市町村等関係機関との相互連携・調整に関すること 

6.府、国等への被害状況及び国民保護措置の实施状況の報

告、記録に関すること 

調整班 企画調整审長 

とよなか都市創造研究所長 

1.各部局が实施する具体的な応急対策の調整に関すること 

2.他部の所管に属さない事務等の調整に関すること 

3.本部の指示命令及び本部情報の各部への伝達に関すること 

4.対策本部会議の資料作成に関すること 

情報ｼｽﾃﾑ班   

 

情報政策审長 1.業務システム・庁内情報システムの安定稼働及び復旧に

関すること 

2.対策本部の情報端末の稼働確保及び運用に関すること 

3.庁内ＬＡＮによる全庁的な情報共有化に関すること 

4.通信機器（防災無線、ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ、電子メール）を手段と

した警報等の伝達に関すること 

情報班 ｺﾐｭﾆﾃｨ政策审長 1.被害状況、国民保護措置の实施状況等、各部局からの情

報全般のとりまとめに関すること 

2.自治会との連絡調整に関すること 

広報班 

 

 

 

広報広聴課長 1.被災状況や国民保護措置の实施状況など住民への情報提

供に関すること 

2.報道機関との連絡・調整に関すること 

3.豊中・池田ケーブルネットとの連絡調整に関すること 

4.広報車の配置調整に関すること 

5.市ホームページを手段とした警報等の伝達及び情報提供

に関すること 

庶務班  

 

秘書課長 1.本部長及び副本部長の秘書に関すること 

2.本部員の食料の調達等庶務に関すること 

3.視察及び見舞者の接遇に関すること 

4.義援金品の受入れ及び礼状に関すること 
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(8) 市対策本部の開設 

ア 危機管理監は、市役所第２庁舎３階会議审に市対策本部を開設するとともに、市

対策本部に必要な各種通信システムの起動、資機材の配置等必要な準備を開始する。 

イ 市庁舎が被災した場合など市対策本部を庁舎内に設置できない場合は、消防本部

庁舎５階又は水道局庁舎４階において設置する。 

ウ 市域を越える避難が必要で、市域内に市対策本部を開設することができない場合

には、知事及び避難先の市町村長と市対策本部の開設場所について協議を行う。 

エ 本部長は、市対策本部を設置したときは、市議会に対策本部を設置した旨を連絡

するとともに、府に対して連絡する。 

(9) 市対策本部員等の参集 

危機管理監は、市対策本部員、事務局員等に対し、あらかじめ定めた連絡網に基づ

き、参集するよう連絡する。 

(10) 市対策本部長の権限 

本部長は、市域における国民保護措置を総合的に推進するため、次の権限を適切に

行使し、国民保護措置を的確かつ迅速に实施する。 

①総合調整 

 

○市域に係る国民保護措置を的確かつ迅速に实施するため必要が

あると認めるときは、市が实施する国民保護措置に関する総合調

整を行う。 

②総合調整の要請及び要

請の求め 

 

 

 

 

○府対策本部長に対し、府及び指定（地方）公共機関が实施する国

民保護措置に関して所要の総合調整を行うよう要請する。 

○府対策本部長に対し、国対策本部長が指定行政機関及び指定公共

機関が实施する国民保護措置に関する総合調整を行うよう要請

することを求める。 

○この場合において、総合調整を要請する理由、総合調整に関係す

る機関等、要請の趣旨を明らかにして行う。 

③情報の提供の求め 

 

 

○府対策本部長に対し、市域に係る国民保護措置の实施に関し総合

調整を行うため必要があると認めるときは、必要な情報の提供を

求める。 

④国民保護措置に係る实

施状況の報告又は資料

の求め 

○総合調整を行うに際して、当該総合調整の関係機関に対し、市域

に係る国民保護措置の实施の状況について報告又は資料の提出

を求める。 

⑤措置の实施の求め 

 

 

 

○市教育委員会に対し、市域に係る国民保護措置を实施するため必

要な限度において、必要な措置を講ずるよう求める。 

○この場合において、措置の实施を要請する理由、要請する措置の

内容等、当該「求め」の趣旨を明らかにして行う。 

 

２ 職員の配備 

(1) 職員の配備指令 

ア 市長は、対策本部を設置すべき地方公共団体として指定をした旨の通知を受けた
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ときには、直ちに、全職員による配備を危機管理監に指令する。 

 (ｱ) 勤務時間外 

危機管理監が各部局長に連絡し、各部局長は、所属職員に対し、あらかじめ定

めた連絡網に基づき、勤務場所へ参集するよう連絡する。 

   (ｲ) 勤務時間内 

危機管理監が各部局長に連絡し、各部局長は各職員に伝える。 

イ 市長は、避難、救援等の国民保護措置の实施状況に応じて、全職員による配備の

規模を段階的に縮小することができる。 

ウ 各部局長は、市長の配備指令に基づいて所属部局の職員を非常招集したとき、又

は職員が自主参集したときは、その動員の状況を把握し、職員の動員を所掌する部

局等の長を通じて速やかに市長に報告する。 

エ 職員の配備に当たっては、武力攻撃災害の発生による道路損壊や交通の途絶、職

員や家族が被災した場合等を考慮し、職員の確保を図るとともに、参集が不可能に

なった場合に当該職員のとるべき行動、安否の確認方法を徹底する。 

オ 職員は、参集に当たっては、武力攻撃災害の状況等の情報を確認するなどして、

自らの安全確保に十分に留意する。 

【勤務時間外の配備通達ルート】 

 

 

 

 

 

(2) 職員等の活動環境 

活動にあたるべき職員等が被災した場合は、国民保護措置全般に大きな支障を及ぼ

すため、市長は職員等の安全確保に万全を期する。 

ア 庁内の安全確保 

市長は、職員等が国民保護措置を实施するに当たって、二次災害を防止するため

の安全確保の措置を徹底する。 

イ 安否及び被害の確認 

職員は、勤務時間中の武力攻撃等発生時に、家族の安否確認等を行う方法を事前

に確保し、国民保護措置の实施に全力を傾注する。 

各部局等においては、必要に応じて、各職員に代わり家族の安否確認等を行う。 

 

 

消防本部 

及び守衛 
各職員 危機管理監 

市長（副市長） 

部局長 

大阪府 
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３ 現地対策本部の設置 

市長は、被災現地における国民保護措置の的確かつ迅速な实施並びに国、府等の対策

本部との連絡及び調整等のため、現地における対策が必要であると認めるときは、市対

策本部の事務の一部を行うため、現地における安全性を確認した上で、現地周辺の適切

な場所に、市現地対策本部を設置する。 

(1) 組織 

現地対策本部における本部長、副本部長、本部員は、市対策本部長が指名する。 

(2) 現地対策本部の所掌事務 

ア 被害状況等の把握に関すること。 

イ 市が实施する国民保護措置に関する現地調整及び推進に関すること。 

ウ 現地における関係機関との連絡に関すること 

エ その他必要な事項に関すること。 

(3) 現地対策本部会議の開催 

現地対策本部の所掌事務についての方針を策定し、その实施を推進するため必要が

ある場合、現地対策本部長は、副本部長及び本部員を招集し、現地対策本部会議を開

催する。 

 (4) 現地調整所の設置 

   市長は、被災現地における国民保護措置を实施するため、現地関係機関（府、府警

察、自衛隊、第五管区海上保安本部、医療機関、その他関係機関等）の活動を円滑に

調整する必要があると認めるとき、災害の状況が甚大な場合又は当該措置が市の区域

を越えて实施しなければならない場合等、現地調整所を速やかに設置し、関係機関の

間の連絡調整を図る。 

 

４ 夜間・休日等における対応 

消防本部は、夜間休日等において、事態が逼迫している状況にあって、市長部局の体

制が整うまでの間、市長に武力攻撃事態等の状況を報告し、指示を受け、消防団と連携

して、警報の伝達や武力攻撃災害への対処など、初動時における必要な措置を講じる。 

 

５ 市国民保護対策本部の廃止 

市長は、内閣総理大臣から総務大臣（消防庁）・知事を経由して、市対策本部を設置

すべき市の指定の解除の通知を受けたときは、遅滞なく、市対策本部を廃止する。 
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第３節 関係機関との連携協力の確保 

 

市は、国、府、他の市町村、指定（地方）公共機関等と相互に連携協力し、国民保護措

置を实施する。 

 

１ 国・府の対策本部との連携 

市は、府の対策本部及び府を通じ国の対策本部と、各種の調整や情報共有を行う。 

また、市は、国・府の現地対策本部が設置された場合は、連絡員を派遣すること等に

より、これらの現地対策本部と緊密な連携を図る。 

さらに、国の現地対策本部長が武力攻撃事態等合同対策協議会を開催する場合は、市

対策本部長又は市対策本部長が指名する副本部長若しくは本部員が出席する。 

 

２  府への措置要請等 

市長等は、国民保護措置を的確かつ迅速に实施するため必要があると認めるときは、

知事等に対し、その所掌事務に係る国民保護措置の实施に関し必要な要請を行い、必要

に応じて、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長への要請を行うよう求める。い

ずれの場合も、市長等は、要請する理由、活動内容等をできる限り具体的に明らかにし

て行う。 

 

３  自衛隊の部隊等の派遣の要請の求め等 

市長は、国民保護措置を円滑に实施するため特に必要があると認めるときは、知事に

対し、自衛隊の部隊等の派遣（国民保護等派遣）を防衛大臣に要請するよう求める。 

知事に対して要請を行うよう求める場合には、次の事項を明らかにして、文書により

行うものとする。ただし、事態が切迫しているなどにより文書によることができない場

合は、口頭で行うこととする。 

ア 武力攻撃災害の状況及び派遣を要請する事由 

イ 派遣を希望する期間 

ウ 派遣を希望する区域及び活動内容 

エ その他参考になるべき事項 

ただし、上記の求めができないときは、その旨及び当該市域に係る国民保護措置を円

滑に实施するため必要があると認める事項を防衛大臣（市域を担当区域とする大阪地方

協力本部長又は市国民保護協議会の委員たる隊員）に対して連絡する。 

なお、想定される自衛隊の国民保護措置の内容は次のとおりである。 

○避難住民の誘導 
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（誘導、集合場所での人員整理、避難状況の把握等） 

○避難住民等の救援 

（食品の給与及び飲料水の供給、医療の提供、被災者の捜索及び救出等 

○武力攻撃災害への対処 

（被災状況の把握、人命救助活動、消防及び水防活動、NBC 攻撃による汚染への

対処等） 

○武力攻撃災害の応急の復旧  

（危険な瓦礫の除去、施設等の応急復旧、汚染の除去等） 

 

４ 指定（地方）公共機関への措置要請 

市長等は、国民保護措置を的確かつ迅速に实施するため必要があると認めるときは、

関係する指定（地方）公共機関に対し、その業務に係る国民保護措置の实施に関し必要

な要請を行う。 

この場合において、市長等は当該機関の業務内容に照らし、要請する理由や活動内容

等をできる限り具体的に明らかにする。 

 

５  他の市町村長等に対する応援の要求、事務の委託 

(1) 他の市町村に対する応援の要求 

市長等は、国民保護措置を的確かつ迅速に实施するため必要があると認めるとき

は、応援を求める理由、活動内容等を具体的に明らかにした上で、他の市町村長等に

対して応援を求める。 

この場合において、応援を求める市町村との間であらかじめ相互応援協定等が締結

されているときは、その協定等に基づいて行う。 

(2) 府に対する応援の要求 

市長等は、国民保護措置を的確かつ迅速に实施するため必要があると認めるとき

は、応援を求める理由、活動内容等を具体的に明らかにした上で、知事等に対して応

援を求める。 

(3) 事務の一部の委託 

市が、国民保護措置の实施のため、市の事務又は市長等の権限に属する事務の一部

を他の地方公共団体に委託するときは、平素からの調整内容を踏まえ、以下の事項を

明らかにして委託を行う。 

ア 委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法 

イ 委託事務に要する経費の支弁の方法その他必要な事項 

委託を行った場合、市は、上記事項を公示するとともに、府に届け出る。 
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また、事務の委託又は委託に係る事務の変更若しくは廃止を行った場合、市長はそ

の内容を速やかに市議会に報告する。 

 

６  指定（地方）行政機関の長等に対する職員の派遣要請 

(1) 指定（地方）行政機関の長等に対する職員の派遣要請 

市長等は、国民保護措置の实施のため必要があるときは、指定（地方）行政機関の

長又は特定指定公共機関（指定公共機関である特定独立行政法人をいう。）に対し、

当該機関の職員の派遣の要請を行う。 

市長等は、当該要請を行うときは知事等を経由して行う。ただし、人命の救助等の

ために緊急を要する場合は、直接要請を行う。 

なお、当該要請等を行っても必要な職員の派遣が行われない場合などにおいて、国

民保護措置の实施のため必要があるときは、知事等を経由して総務大臣に対し、あっ

せんを求める。 

(2) 他の普通地方公共団体の長に対する職員の派遣要請 

市長等は、必要があるときは、地方自治法の規定に基づき、他の地方公共団体に対

し、当該地方公共団体の職員の派遣を求める。 

なお、当該要請等を行っても必要な職員の派遣が行われない場合などにおいて、国

民保護措置の实施のため必要があるときは、国民保護法第152条第２項の規定により、

職員の派遣について、あっせんを求める。 

 

７  市の行う応援等 

(1) 他の市町村に対して行う応援等 

ア 市長等は、他の市町村長等から応援の求めがあった場合には、求められた応援を

实施することができない場合や、他の機関が实施する国民保護措置と競合する場合

など、正当な理由のある場合を除き、必要な応援を行う。 

イ 他の市町村から国民保護措置に係る事務の委託を受けた場合、市長は、下記の事

項を市議会に報告するとともに、市長は公示を行い、府に届け出る。 

(ｱ) 委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法 

(ｲ) 委託事務に要する経費の支弁の方法その他必要な事項 

(2) 指定（地方）公共機関に対して行う応援等 

市は、指定(地方)公共機関の行う国民保護措置の实施について労務、施設、設備又

は物資の確保についての応援を求められた場合には、求められた応援を实施すること

ができない場合や、他の機関が实施する国民保護措置と競合する場合など、正当な理

由のある場合を除き、必要な応援を行う。 
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８  住民等の自発的な協力との連携 

市長等は、住民等から自発的な協力の申し入れがあり、安全の確保が十分であると判

断した場合は、相互に協力し、受入体制の確保等に努め、住民等が円滑に活動できるよ

う適切に対処する。 

 

《図：関係機関相互の連携協力》 
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第４節 武力攻撃事態等への対処の全体像 
 

国民保護措置の实施について、時間的経過を踏まえた活動の全体像は下記のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民の権利利益の救済 

復旧 

事案の発生 

国における事態認定 

対策本部設置指定の通知 

 

・国民保護対策本部の設置 

・職員の参集 

・対策本部会議の開催 

实施体制の確立 

 

・府から事務の一部を行うこととされた場合、又は府を補助

して、次の事項を实施 

①避難所等の供与 ②食品等の給与  ③医療の提供 

④被災者の捜索及び救出⑤埋葬及び火葬 ⑥電話その他

通信設備の提供 ⑦住宅の応急修理 ⑧学用品の供与 

⑨遺体の捜索及び処理 ⑩生活支障物の除去 

安否情報の収集・提供 

・避難所での収集及び病院、警察等からの収集 

・府への報告 

・個人情報の保護に留意し、提供 

救援 

・警報の伝達等 

 

・避難住民の誘導 

・避難の指示の伝達等 

 

避難 

・保健福祉・衛生 

・廃棄物の処理 

 
・退避の指示 

・警戒区域の設定 

・消火・救助・救急 

・危険物に係る武力攻撃災

害の防止 

・広報・広聴体制の確立 

武力攻撃災害への対処 

・被災児童等に対する教育 

・公的徴収金の減免 

 

・水の安定的な供給 

・道路の適切な管理 

・生活関連物資等の価格安定 

国民生活の安定 
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 第２章    住民の避難            

 

第１節 警報及び緊急通報 

 

１ 警報 

(1) 警報の伝達・通知の流れ 

国対策本部長 

武力攻撃から国民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必

要があると認めるときは、警報を発令 

【警報に定める事項】 

○武力攻撃事態等の現状及び予測 

○武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる

地域 

○その他住民及び公私の団体に対し周知させるべき事項 

 

知事 

 

総務大臣から警報の通知を受けたときは、直ちに、その内容を市

町村長、府の他の執行機関、指定地方公共機関その他の関係機関

に通知 

 

市長 

 

知事から警報の通知を受けたときは、直ちに、その内容を住民及

び関係のある公私の団体に伝達するとともに、市の他の執行機関

その他の関係機関に通知 

 

(2) 警報の伝達・通知先 

市長は、知事から警報の通知を受けたとき、あるいは、J-ALERT や Em-netにより情

報を入手した場合は、直ちに、その内容を住民及び社会福祉協議会、農業協同組合、

商工会議所、病院その他関係のある公私の団体に伝達するとともに、市の他の執行機

関その他の関係機関に通知する。 
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《図：警報の伝達・通知》 

 

(3) 警報の伝達方法 

  ア 市長は、原則として、下記要領により、警報を広く伝達する。 

     (ｱ) 武力攻撃が迫り、又は発生したと認められる地域に含まれる場合 

原則として、とよなか同報通信システムで国が定めたサイレンを最大音量で吹

鳴して住民に注意喚起した後、武力攻撃事態等において警報が発令された事实等

を周知する。 

(ｲ) 武力攻撃が迫り、又は発生したと認められる地域に含まれない場合 

原則として、サイレンを使用せず、下記イに掲げる手段により周知する。 

なお、市長が特に必要と認める場合には、サイレンを使用して周知する。 

イ 市長は、とよなか同報通信システム以外に、仮に一つの伝達経路が断絶したとし

ても、他の手段により必要な情報を伝達できるよう、下記の複数の手段により、曜

日、時間帯にも配慮し、住民に確实に警報の伝達を行う。 

 

知事 

（府対策本部） 

指定公共機関 
（放送事業者） 

通知 

通知 

通知【総務大臣（消防庁）を経由】 

通知（防災行政無線など） 

指定地方公共機関 
（放送事業者） 

市長 

（市対策本部） 

住    民 

関係のある公私の団体 
協力 

伝達（とよなか同報通信システムなど） 

府警察 

放送 

市の他の執行機関 
（教育委員会等） 

その他の関係機関 

通知 

伝達 

武力攻撃事態等 

警報の発令（国対策本部長） 

事態の現状・予測、発生地域など 
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① 広報車 

② 電話 

③ ファクシミリ 

④ 市ホームページ 

⑤ ケーブルテレビ（緊急情報提供システム） 

⑥ 地域エフエム 

⑦ 地域住民組織や関係団体への協力依頼 

⑧ 登録者への電子メール配信  

⑨ その他市が保有するあらゆる手段を活用 

ウ 消防本部は、消火、救助、救急の活動の状況を勘案しつつ、保有する車両・装

備を有効に活用し、巡回等による伝達を行う。 

エ 消防団は、保有する車両等を活用し、伝達を行うほか、平素からの地域との密

接なつながりを活かし、自主防災組織、自治会や災害時要援護者等への個別の伝

達を行う。 

オ 市は、府警察の交番、パトカー等の勤務員による拡声機や標示を活用した警報

の内容の伝達が的確かつ迅速に行われるよう、府警察と緊密な連携を図る。 

(4) 災害時要援護者への伝達 

警報の内容の伝達においては、特に、高齢者、障害者、外国人など災害時要援護者

に配慮し、迅速に伝達する。 

ア 在宅の災害時要援護者 

市は、あらかじめ作成しておいた情報伝達において配慮すべき対象者のリスト等

に基づき、障害者ファクシミリ、重度障害者等安否確認制度の枠組み等を活用する

などして、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自治会等の住民組織及び地域住

民の協力を得て、伝達する。 

イ 社会福祉施設入所者及び病院入院患者 

   市は、府との役割分担を踏まえ、事前に対象となる社会福祉施設及び病院を把握

し、施設管理者と事前に協議の上、定めた方法により伝達する。 

ウ 日本語の理解が十分でない外国人 

   市は、情報伝達にあたり、（財）とよなか国際交流協会への協力依頼や、あらか

じめ作成した基本文例の活用などにより、正確で迅速な伝達に努める。 

(5) 警報の解除 

警報が解除された場合、市長は、発令の場合に準じて伝達・通知を行う。なお、警

報解除の伝達は、原則としてサイレンを使用しない。 
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２ 緊急通報 

(1) 武力攻撃災害の兆候の通報 

ア 発見者の通報 

  武力攻撃災害の兆候（武力攻撃に伴って発生する火災や堤防の決壊、毒素等によ

る動物の大量死、不発弾の発見など）の発見者は、遅滞なく、その旨を市長又は消

防吏員、警察官若しくは海上保安官に通報することとされている。 

イ 市長への通報 

消防吏員、警察官、海上保安官は、発見者から通報を受けたときは、速やかに、

その旨を市長に通報し、市長に通報することができないときは、速やかに、知事に

通報することとされている。 

ウ 知事への通知 

市長は、通報を受けた場合において、武力攻撃災害が発生するおそれがあり、こ

れに対処する必要があると認めるときは、速やかに、その旨を知事に通知する。 

エ 近隣市町長への連絡 

市長は、武力攻撃災害が近隣市町にも及ぶおそれがあると認めるときは、速やか

に、その旨を近隣市町長に連絡する。 

(2) 緊急通報発令の流れ 

知事 

１武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合

において、住民の生命、身体又は財産に対する危険を防止する

ため緊急の必要があると認めるときは、武力攻撃災害緊急通報

を発令 

【緊急通報の内容】 

○武力攻撃災害の現状及び予測 

○その他、住民及び公私の団体に対し周知させるべき事項 

２緊急通報を発令したときは、直ちに、その内容を市町村長、府

の他の執行機関並びに関係指定（地方）公共機関に通知 

市長 

緊急通報の通知を受けたときは、直ちに、その内容を、住民及び

関係のある公私の団体に伝達するとともに、市の他の執行機関、

その他の関係機関に通知 
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(3) 緊急通報の伝達・通知 

緊急通報の発令・解除の伝達・通知方法については、警報の場合と同様とする。 

 

 

《図：緊急通報の流れ》 
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武力攻撃災害の兆候など 

 

放送 

 

通報 通報 

報告 国 対 策 本 部 長 

市 の 他 の 執 行 機 関 
そ の 他 の 関 係 機 関 

通知 
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第２節 避難の指示・退避の指示 

 

１ 避難の指示 

(1) 避難の指示の流れ 

国対策本部長 

警報を発令した場合において、住民の避難が必要であると認めると

きは、要避難地域及び避難先地域（避難経路地域を含む。）の知事に

対し、直ちに避難措置を指示 

【避難措置の指示の内容】 

○住民の避難が必要な地域（要避難地域） 

○住民の避難先となる地域〈避難経路地域を含む。〉（避難先地域） 

○住民の避難に関して関係機関が講ずべき措置の概要 

 

知事 

 

避難措置の指示を受けたときは、市町村長を経由して、要避難地域

の住民に対し、直ちに、避難を指示 

【避難の指示の内容】 

○国対策本部長から示された避難措置の指示の内容 

○主要な避難の経路 

○避難のための交通手段 

○その他避難の方法 

市長 

 

避難の指示の通知を受けたときは、警報の伝達に準じて、住民及び

関係のある公私の団体へ伝達 

 

《図：避難の指示》 

避難措置の指示（国対策本部長） 

要避難地域､避難先地域などを示して指示 

指定（地方）公共機関 
（放送事業者） 

 

道路等の利用指針 

避難の指示〔知事（府対策本部長）〕 

国の指示に加え、避難経路、交通手段など

を示して指示 

 

市  長 

住     民 

伝達 

住民へ指示（市町村長を経由） 
通 知 

住民へ伝達 

報 告 

放 送 

指示〔総務大臣（消防庁）を経由〕 

関係のある公私の団体 

市の他の執行機関 
（教育委員会等） 

その他の関係機関 

通知 



 

 59 

  (2) 避難の指示に伴う措置 

ア 市長は、知事から避難の指示の通知を受けたときは、警報の伝達に準じて、でき

る限り速やかに、その内容を、住民及び関係のある公私の団体へ伝達する。 

イ 市長は、知事が的確かつ迅速に避難の指示を行えるよう、事態の状況を踏まえ、

被災情報や現場における事態に関する情報、避難住民数、避難誘導の能力等の状況

について、収集した情報を迅速に府に提供する。 

 

２ 退避の指示 

  市長は、武力攻撃災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、住民の生

命、身体若しくは財産を保護し、又は武力攻撃災害の拡大を防止するため特に必要があ

ると認めるときは、住民に対し、目前の危険を一時的に避けるため、武力攻撃災害の及

ばない地域又は場所（屋内を含む。）に逃げるよう、退避の指示を行う。なお、退避の

必要がなくなったときは、退避の指示を解除する。 

 

【避難の指示との相違】 

「避難の指示」は、国の対策本部長の「避難措置の指示」を受けて、避難先、避難

の経路、避難の方法等を明示して知事が行うものであり、「退避の指示」とは異なる。 

 

 

【退避の指示の例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「○○町×丁目、△△町○丁目」地区の皆様にお知らせします。屋外での移動は危

険です。近くの頑丈な建物や建物の地下に避難してください。 

○ 「○○町×丁目、△△町○丁目」地区の皆様にお知らせします。○○地区の△△（一

時）避難場所に避難してください。 
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(1)退避の指示者 

指示者 退避の指示を行う要件 

市  長 

武力攻撃災害が発生し、 

又は 

発生するおそれがある場合 

武力攻撃災害から住民を保護し、又は災害

拡大を防止するため、「特に」必要がある

と認めるとき 

知  事 

武力攻撃災害から住民を保護し、又は災害

拡大を防止するため、「緊急の」必要があ

ると認めるとき 

警 察 官 

海上保安官 

①市長又は知事による退避の指示を待つい

とまがないと認めるとき 

②市長又は知事から要請があったとき 

自 衛 官 
上記の者すべてが指示できないと認める場

合に限り 

 

《図：退避の指示》

 

(2) 退避の指示に伴う措置 

ア 市長は、退避の指示を行ったときは、とよなか同報通信システム、広報車等によ

り速やかに住民に伝達するとともに、知事その他関係機関に通知する。なお、市域

を越える退避の指示をしたときは、退避先地域を管轄する市長に連絡する。 

イ 市長は、退避の指示を解除したときは、広報車、立看板等住民が十分に了知でき

武力攻撃災害 

退避の指示（市長） 
 

退避先（屋内を含む。）を指示 

住      民 

知 事 

退避の指示の解除（市長） 

解除を公示 

 

知 事 

通知 

通知 

退避が不要になったとき 

指示 

知 
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る方法でその旨を公示するとともに、知事その他関係機関に通知する。 

ウ 市長は、知事、警察官、海上保安官又は自衛官から退避の指示をした旨の通知を

受けた場合は、退避の指示を行った理由、指示の内容等について情報の共有を図り、

退避の实施に伴い必要な活動について調整を行う。 

(3) 屋内退避の指示 

下記のように、その場から移動するよりも、屋内に留まる方がより危険性が尐ない

と考えられるときには、屋内への退避を指示する。 

ア ＮＢＣ（核・生物・化学兵器等）攻撃と判断されるような場合において、住民が

何ら防護手段なく移動するよりも、外気の接触が尐ない屋内の場所に留まる方がよ

り危険性が尐ないと考えられるとき。 

イ ゲリラや特殊部隊が隠密に行動し、その行動の实態等についての情報がない場合

において、屋外で移動するよりも、屋内に留まる方が不要の攻撃に巻き込まれるお

それが尐ないと考えられるとき。 

(4) 安全の確保等 

ア 市長は、退避の指示を伝達する市の職員に対して、二次被害が生じないよう国及

び府からの情報や市で把握した武力攻撃災害の状況、関係機関の活動状況等につい

ての最新情報を共有するほか、府警察、海上保安部等などと連携を密にし、活動時

の安全の確保に配慮する。 

イ 市の職員、消防職員及び消防団員が退避の指示に係る地域において活動する際に

は、市長は必要に応じて、府警察、海上保安部等、自衛隊の意見を聴くなど、安全

確認を行った上で活動させるとともに、各職員が最新の情報を入手できるよう緊急

の連絡手段を確保し、また、地域からの退避方法等の確認を行う。 

ウ 市長は、退避の指示を行う市の職員に対して、武力攻撃事態等においては、必ず

特殊標章等を交付し、着用させる。 

(5) 人口密度が高いことに対する配慮 

   第４編第２節４(1)イ参照 

 

 

 

第３節 避難誘導 

 

１ 避難誘導の流れ 

(1) 市長は、住民に対し避難の指示があったときは、関係機関の意見を聴いて、直ちに、

避難实施要領を定め、その内容を住民及び関係のある公私の団体に伝達するとともに、
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関係機関に通知する。 

(2) 市長は、避難实施要領に定めるところにより、市の職員並びに消防長及び消防団長

を指揮し、避難住民を誘導する。 

 

《図：避難誘導》 

２ 避難実施要領の作成 

(1) 避難実施要領の作成 

市長は、住民に対し避難の指示があったときは、あらかじめ作成しておいた避難实

施要領のパターンの中から、最も適切なパターンを選ぶなどして、関係機関（市の他

の執行機関、消防機関、府、府警察、海上保安部等、自衛隊等）の意見を聴いた上で、

直ちに避難实施要領を作成する。 

その際、避難实施要領の通知・伝達が避難の指示の通知後速やかに行えるよう、そ

の迅速な作成に留意する。 

【避難实施要領に定める事項】 

① 避難経路、避難手段その他避難方法に関する事項 

避 難 誘 導（市長) 
  

避難实施要領を作成 

（誘導方法や誘導員の配置などを定める。） 

避 難 の 指 示 （知 事） 

警察官・海上保安官・自衛官 

住 民 

住 民 

誘 導 

自発的協力 

通 知 

指定（地方）公共機関 

（運送事業者） 

市 職 員 、 消 防 長 ・ 消 防 団 長 

運 送 

運送の求め 

通 知 

運送の求め 

要 請 

誘導 

指揮 
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② 避難誘導の实施方法、関係職員の配置その他避難誘導に関する事項 

③ 上記のほか、避難の实施に必要な事項 

(2) 緊急時における避難実施要領の作成 

市長は、緊急の場合には、時間的な余裕がないことから、事態の状況等を踏まえて、

法定事項を箇条書きにするなどして、避難实施要領を作成する。 

(3) 避難実施要領の修正 

市長は、避難の指示の内容が変更された場合又は事態の状況が変化した場合には、

直ちに避難实施要領を変更する。 

(4) 避難実施要領の策定の際における考慮事項 

避難实施要領の策定に際しては、以下の点に留意して行う。 

① 避難の指示の内容の確認（地域毎の避難の時期、優先度、避難の形態の決定） 

② 事態の状況の把握（警報の内容や被災情報の分析） 

（特に、避難の指示以前に自主的な避難が行われる状況も勘案） 

③ 避難住民の概数把握 

④ 避難誘導手段の把握（屋内避難、徒歩による移動避難、長距離避難（運送事業

者による運送）） 

⑤ 輸送手段の確保の調整（※ 輸送手段が必要な場合） 

（府との役割分担、運送事業者との連絡網、一時集合場所の選定） 

⑥ 要援護者の避難方法の決定 

⑦ 避難経路や交通規制の調整（府警察との避難経路の選定・自家用車等の使用に

係る調整、道路の状況に係る道路管理者との連絡） 

⑧ 職員の配置（各地域への職員の割当て、現地派遣職員の選定） 

⑨ 関係機関との調整（連絡手段の確保） 

⑩ 自衛隊及び米軍の行動と避難経路や避難手段の調整（府対策本部との調整、国

の対策本部長による利用指針を踏まえた対応） 

(5) 避難実施要領の伝達・通知 

ア 市長は、避難实施要領を定めたときは、とよなか同報通信システムやインターネ

ット（ホームページへの掲載）、広報車などを活用するほか、自主防災組織、自治

会等の自発的な協力を得て、住民及び関係のある公私の団体に伝達する。 

イ 市長は、市の他の執行機関、消防長、警察署長、海上保安部長等及び自衛隊地方

協力本部長並びにその他の関係機関に通知する。 

ウ 市長は、放送事業者に連絡する。 
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３ 避難住民の誘導 

(1) 市職員等による避難誘導 

ア 市長は、避難实施要領で定めるところにより、市職員並びに消防長及び消防団長

を指揮し、避難住民の誘導を行う。 

イ 市長は、安全を十分確認した上で、避難経路の要所要所に誘導要員を配置し、各

種の連絡調整に当たらせるとともに、行政機関の車両、案内板、誘導ロープ等を設

置し、誘導の円滑化を図る。避難住民の誘導を行う市の職員等には、腕章、旗及び

特殊標章等を携行させる。 

ウ 市長は、時間の経過とともに変化する事態の状況等に機敏に対応するため、現場

連絡要員を配置する等により、現場に配置する誘導要員と市対策本部間の情報連絡

体制を確保する。 

エ 避難住民の誘導は、避難实施要領の内容に沿って、関係者の協力を得て、自治会、

学校、事業所等を単位として行う。ただし、緊急の場合には、この限りでない。 

オ 市長は、避難の指示があった地域に残留者がいないか、広報車等による呼びかけ

や戸別訪問等により確認する。残留者がいる場合は、事態の状況等に関する情報に

基づき丁寧な説明を行い、残留者の説得に努める。 

カ 市長は、避難住民の誘導に当たって、必要に応じ、府と連携して、食料・飲料水

や医療の提供などを行う。 

キ 市長は、時間的余裕がある場合には、必要に応じて、自主防災組織や自治会等の

地域住民の協力を得て、集合場所等において、避難者名簿を作成する。 

ク 消防本部及び消防署は、消火、救助、救急の活動状況を勘案しつつ、市長の定め

る避難实施要領に基づき、要所に消防車両等を配置し、車載の拡声器を活用する等

効果的な誘導を实施する。 

ケ 消防団は、消防本部又は消防署と連携しつつ、自主防災組織、自治会等と連携し

た避難住民の誘導を行うとともに、災害時要援護者に関する情報の確認や要避難地

域内残留者の確認等を担当する等地域とのつながりを活かした活動を行う。 

(2) 関係機関等との連携 

ア 市長は、市職員、消防職員及び消防団員のみでは十分な対応が困難であると認め

るときは、警察署長、海上保安部長等、国民保護措置の实施を命ぜられた自衛隊の

部隊の長に対して、警察官、海上保安官、自衛官による避難誘導を要請する。 

イ 市長は、市域を越えて避難住民を誘導する場合、関係市町村長と次のような調整

を行う。 

(ｱ) 避難实施要領を定めるときは、避難先地域（避難経路を含む。）を管轄する市

町村長の意見を聴くとともに、これを定めたときは、当該市町村長に連絡する。 
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(ｲ) 市長は、避難住民の誘導を円滑に实施するため必要があると認めるときは、避

難先地域（避難経路を含む。）を管轄する市町村長に対し、避難住民の誘導の補

助を依頼する。 

(ｳ) 市長は、避難誘導の際に、避難住民等から任意で収集した情報を、避難先地域

の避難施設を管理運営する市町村長等へ提供する。 

ウ 市長は、府域を越えて避難誘導を行うなどの場合は、知事に対し、避難誘導の補

助を要請する。 

エ 避難誘導する者又は避難誘導を補助する者は、必要に応じ、避難住民その他の者

に対し、安全の確保に十分配慮した上で、誘導に必要な援助について、自発的な協

力を要請する。 

(3) 運送事業者である指定（地方）公共機関との調整 

市長は、住民を避難誘導するために、運送手段を確保する必要がある場合、府と調

整の上、運送事業者である指定（地方）公共機関に対し、運送の求めを行うとともに、

要避難住民数、集合場所、集合時間など避難住民の運送に関する具体的事項の調整を

行う。 

なお、市域を越えて避難住民の運送が必要となる場合又は複数の市長による運送の

求めが競合する場合は、知事が運送の求めを行うこととされている。 

(4) 災害時要援護者の避難誘導 

ア 市長は、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等、自ら避難することが困難な者を優

先的に避難誘導する。 

イ 市長は、自ら避難することが困難な在宅者の避難誘導について、事前に把握した

情報等に基づき、社会福祉協議会、民生委員・児童委員、介護保険制度関係者、障

害者団体等や、自主防災組織、自治会等の地域住民の自発的な協力を得ながら、必

要に応じて車両を確保するなどして实施する。 

ウ 市長は、病院、社会福祉施設等に入院・滞在している、自ら避難することが困難

な者の避難誘導について、施設管理者に対し、当該施設職員による引率、保護者へ

の連絡及び引渡しなどのほか、車椅子や担架による移動の補助、車両による搬送な

どを要請するなどして实施する。 

エ 市長は、市及び施設管理者のみでは、十分な輸送手段を確保できない場合は、府、

府警察、海上保安部長等及び自衛隊に協力を要請する。 

(5) 曜日、時間帯に応じた避難誘導 

ア 市長は、平日の昼間においては、避難までに時間的余裕がある場合又は児童・生

徒を保護者へ引渡しできる場合を除き、事業所、学校、保育所等の児童福祉施設な

どを単位として避難ができるよう関係者に避難誘導の補助等について協力を要請
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し、避難誘導を行う。 

イ 市長は、他市町村からの通勤・通学者等が速やかに帰宅等できるよう、鉄道等の

公共交通機関の運行状況や周辺の道路（歩道）状況に関する情報等を提供する。 

ウ 市及び市教育委員会は、避難までに時間的余裕がない場合、又は児童・生徒を保

護者へ引渡しができない場合においては、教職員等が児童・生徒と行動を共にして

避難する（放課後こどもクラブ实施中含む。）。 

エ 市長は、夜間においては、可能な限り投光器、照明器具を使用して避難誘導中の

事故防止、住民の不安軽減を図る。 

(6) 安全の確保 

  誘導要員に対して、二次被害を生じさせることのないよう、市対策本部で集約して

いる最新の情報を、現場連絡要員等を通じて適時適切に提供し、避難住民及び現場で

避難誘導を行う者の安全を確保するとともに、避難住民の混乱の防止等に努める。 

  その際、住民の不安軽減のために、可能な限り、事態の状況等とともに、行政側の

対応についての情報をも提供するものとする。避難誘導を行う機関は、武力攻撃事態

等の推移、武力攻撃災害の発生状況などの情報を、現場で誘導を指揮する者に随時提

供するなどして、避難住民及び現場で誘導を行う者の安全を確保する。 

(7) 避難住民の復帰のための措置 

避難の指示が解除されたときは、その内容を避難住民及び関係のある公私の団体へ

伝達するとともに、避難住民を復帰させるため、避難住民復帰要領を作成し、復帰の

ために必要な措置を行う。 

(8) 人口密度が高いことに対する配慮 

   第４編第２節４(1)ア及びイ参照 

 

４ 事態想定を踏まえた避難 

市長は、国民保護基本指針で示されている武力攻撃事態等の特徴、留意点などを踏ま

え、避難誘導を行う。 

(1) 武力攻撃事態等・緊急対処事態における避難 

ア 着上陸侵攻の場合 

武力攻撃災害が広範囲にわたることが予想されるが、避難までの時間的余裕があ

り事前の準備が可能であることから、戦闘が予想される地域から先行して、市域外

の避難先地域へ避難させることとし、大規模な場合は、他府県の避難先地域へ避難

させる。 

その際、公共交通機関（鉄道・長距離バスなど）や借上バスを利用して、要避難

地域の住民は、他市町村・他府県の避難施設へ、要避難地域にいる通勤・通学者等
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は、他市町村・他府県にある自宅等へ避難させる。 

ただし、府の人口規模に見合った避難のための交通手段及び受入施設の確保の観

点から、多数の住民を短期間で遠方へ避難させることは、極めて困難であることか

ら、上記のような避難の準備ができる場合を除き、国対策本部長の避難措置の指示

及び知事の避難指示を踏まえ、適切に対応することとする。 

イ ゲリラ、特殊部隊による攻撃の場合 

尐人数のグループにより行われ、被害の範囲は比較的狭い範囲に限定されるのが

一般的であるが、事前に予測あるいは察知することができず突発的な発生も想定さ

れ、避難までの時間的余裕がないことから、当初は屋内に徒歩で一時退避し、その

後の事態の推移に応じて、安全な地域へ避難させる。 

ウ 弾道ミサイル攻撃の場合（通常弾頭） 

発尃の兆候を事前に察知した場合でも、発尃された段階で攻撃目標を特定するこ

とは極めて困難であり、さらに、極めて短時間で着弾することが予想されることか

ら、直ちに徒歩で屋内へ退避し、その後の事態の推移に応じて、安全な地域へ避難

させる。 

エ 航空攻撃の場合（通常弾頭） 

弾道ミサイル攻撃の場合に比べ、その兆候を察知することは比較的容易である

が、対応の時間が尐なく、また攻撃目標を特定することは困難であることから、直

ちに徒歩で屋内へ退避し、その後の事態の推移に応じて、安全な地域へ避難させる。 

オ 緊急対処事態の場合 

緊急対処事態は、原則として、武力攻撃事態等におけるゲリラや特殊部隊による

攻撃等と類似の事態が想定されるため、それに準じた避難を行う。 

(2) ＮＢＣ攻撃における避難 

ア 核兵器を用いた攻撃の場合 

当初の被害は、主に核爆発に伴う熱線、爆風等によって、その後は放尃性降下物

や残留放尃線によって生じる。また、熱線・爆風等及び残留放尃線は爆心地周辺に

おいて、放尃線降下物は爆心地付近から、逐次、風下方向に拡散して、被害をもた

らす。 

このため、熱線・爆風等による直接の被害を受ける地域については、当初は爆心

地周辺から直ちに離れ、地下施設やコンクリート造り等の堅ろうな建物などの屋内

へ徒歩で一時避難し、一定時間経過し残留放尃線の低減確認後、放尃線の影響を受

けない安全な地域に避難させる。 

また、直接の被害は受けないが、放尃性降下物の被害を受けるおそれがある地域

については、風下を避けて、できる限り、爆心地から遠くの安全な地域へ避難させ
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る。安全な地域へ避難する際は、公共交通機関や借上バスを利用して、他市町村・

他府県にある避難施設や自宅等へ避難させる。 

イ 生物兵器を用いた攻撃の場合 

生物剤は、人に知られることなく散布でき、散布が判明したときには、既に被害

が拡大している可能性もあるが、攻撃されたことが判明した場合、又は攻撃される

おそれがある場合は、散布された場所から直ちに徒歩等で離れ、外気からの密閉性

の高い屋内の部屋、又は感染のおそれのない安全な地域へ避難させる。 

ウ 化学兵器を用いた攻撃の場合 

化学剤は、一般的に、地形・気象等の影響を受けて、風下方向に拡散し、空気よ

り重い神経剤（例：サリン）は地面をはうように広がる。また、特有のにおいがあ

るものもあるが、無臭のものもある。 

このため、攻撃されたことが判明した場合、又は攻撃されるおそれがある場合は、

攻撃された場所から直ちに徒歩等で離れ、外気からの密閉性の高い屋内の部屋又は

風上の高台など、汚染のおそれのない安全な地域に避難させる。 

 

《表：府が類型化した避難パターン》 

 

 

５ 避難住民の誘導パターン 

避難住民の誘導は、府の指示に基づき、最も的確な方法により行うことになるが、上

記４を踏まえ、基本的には、下記の３パターンに基づき实施する。 

(1) 屋内への避難誘導 

避難の時間的余裕がない場合、府知事からの避難の指示に基づき、原則、徒歩によ

り、速やかに屋内へ避難する。 

 

事 態 想 定 移動の距離 時間的余裕 避難手段 

・ゲリラ・特殊部隊による攻撃 

・弾道ミサイル攻撃（通常弾頭） 

・航空攻撃（通常弾頭） 
近くへ避難 な し 原則として徒歩 

・緊急対処事態 

・弾道ミサイル攻撃（核弾頭） 

・航空攻撃（核弾頭） 

近くへ避難後、

遠くへ避難 
な し 公共交通機関・借上バス 

・着上陸侵攻 遠くへ避難 あ り 公共交通機関・借上バス 
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誘導方法 

 

市は、避難の指示に基づき、同報系行政無線等により、

建築物の地階、コンクリート造り等の堅ろうな建物へ避

難するよう周知する。 

 

(2) 屋内避難後、避難施設等へ避難誘導 

上記(1)の避難後、さらに安全な場所への避難が必要な場合、府知事からの避難の

指示に基づき、要避難地域外の避難施設等まで避難誘導する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誘導方法等 

※避難手段は、知事からの「避

難の指示」により示されるこ

ととなる。 

【市域内へ避難する場合】 

○避難施設等までの避難手段は原則として徒歩とする。 

○住民の現在場所から、避難施設等までの距離が遠い場合

は、一旦、徒歩により指定する場所に集合させ、そこか

ら公共交通機関又は借上バスを使用して移動する。 

○必要に応じて、指定（地方）公共機関である運送事業者

に、避難住民の運送を要請する。 

 

要避難地域

にある者 

 

屋内 

・建築物の地階 

・コンクリート造り等の 

堅牢な建物  等 徒歩 

要避難地域

にある者 

屋内 

・建築物の地階 

・ｺﾝｸﾘｰﾄ造り等の 

堅牢な建物 等 

避難施設等 

集合場所 

徒歩 
徒歩 

徒歩 
公共交通機関、借上げバス（遠距離） 

徒歩 誘導要員 
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【市域外へ避難する場合】 

○徒歩により指定する場所に集合させ、そこから徒歩、公

共交通機関又は借上バスによリ、移動する。 

○公共交通機関又は借上げバスなど、運送手段の確保を府

と調整する。 

誘導要員の配置 ○指定する集合場所及びその近辺、避難施設等及び避難施

設等までの道路の要所に誘導要員を配置して避難誘導

する。 

災害時要援護者への対

応 

○地域住民や関係団体・機関の自発的協力を得るなどし

て、借上げ車両等により移動する。 

 

(3) 二段階による計画的な避難誘導 

避難準備ができる時間的余裕がある場合等においては、まず、避難住民を指定する

場所に集合させた上、府からの避難の指示に基づき、計画的に要避難地域外の避難施

設等まで避難誘導を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誘導方法等 上記(2)と同じ。 

職員の配置 上記(2)と同じ。 

災害時要援護者への対応 上記(2)と同じ。 

その他 ○避難誘導の際、食料、飲料水、医療等を避難住民に

提供する。その際、特に府による救護班等の応急医

療体制との連携に注意する。 

○集合場所等において、必要に応じて、避難者名簿を

作成する。 

要避難地域に

ある者 

 

集合場所 避難施設等 

徒歩 

公共交通機関 
借上げバス 
徒歩（近距離） 
 

誘導要員 
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  第３章     避難住民等の救援               

 

第１節 救援の実施 

 

１ 救援の実施主体 

国対策本部長 

○避難先地域を管轄する知事及び武力攻撃災害により被災者が

発生した地域を管轄する知事に対し、救援措置を实施すべきこ

とを指示 

 

知 事 

 

○指示を受けた知事は避難住民及び被災者に対し救援を实施 

○市町村長（指定都市の長を除く。この章において同じ。）に対

し指示を行い、又は市町村長の補助を得て、救援を实施 

市 長 
○知事からの指示を受け救援に関する事務の一部を实施するほ

か、知事が行う救援を補助 

 

２ 救援の実施 

(1) 市長による救援 

避難住民等の救援は、知事が实施することとされているが、あらかじめ府と調整し

た役割分担に沿って、知事から救援の实施に関する事務の一部について、实施すべき

措置の内容及び期間の通知があったときは、次に掲げる措置のうちで实施することと

された救援に関する措置を関係機関の協力を得て行う。 

また、上記で实施することとされた措置を除き、知事が行う救援を補助する。 

① 収容施設（応急仮設住宅を含む。）の供与 

② 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

③ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

④ 医療の提供及び助産 

⑤ 被災者の捜索及び救出 

⑥ 埋葬及び火葬 

⑦ 電話その他の通信設備の提供 

⑧ 武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理 

⑨ 学用品の給与 

⑩ 死体の捜索及び処理 

⑪ 武力攻撃災害によって住居又はその周辺に運び込まれた土石、竹木等で、日

常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去 



 

 72 

《図：避難住民等の救援》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 関係機関との連携 

ア 府との連携 

市長は、知事から救援の实施に関する事務の一部を市長が行うこととされた場合

又は府を補助する場合において、救援を实施するために必要と判断したときは、知

事に対して、国及び他の都道府県に支援を求めるよう、具体的な支援内容を示して

要請する。 

イ  他の市町村との連携 

市長は、知事から救援の实施に関する事務の一部を市長が行うこととされた場合

又は府を補助する場合において、救援を实施するために必要と判断したときは、知

事に対して、府内の他の市町村との調整を行うよう要請する。 

国対策本部長 

 

知   事 

 

市   長 

協力 

補助 

武力攻撃事態等 

实施すべき内容等通知 
委託 

協力 

協力 

救援の指示 

住       民 

①収容施設（避難施設） ②食品、飲料水 
③生活必需品      ④医療・助産 
⑤被災者の捜索・救出  ⑥埋葬・火葬 
⑦通信設備 
⑧政令で定めるもの（住宅の応急修理、学用品、死体の
捜索・処理、障害物の除去） 

武力攻撃事態等 

救援の指示 

国対策本部長 

日本赤十字社 

实施 

協力 

委託 

实施 实施 

 

知   事 

 

市   長 

補助 

实施すべき内容等通知 

協力 

協力 

協力 

協力 

協力 
指定(地方)公共機関

等 
住  民 

省庁等 

他市町村 

他都道府県 
協力 

協力 

協力 

協力 

協力 
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ウ  日本赤十字社大阪府支部との連携 

市長は、知事から救援の实施に関する事務の一部を市長が行うこととされた場合

又は府を補助する場合において、知事が日本赤十字社に委託した救援の措置または

その応援の内容を踏まえ、日本赤十字社大阪府支部と連携しながら、救援の措置を

实施する。 

エ  指定（地方）公共機関との連携 

市長は、救援物資を運送するために、運送手段を確保する必要がある場合、府と

調整のうえ、運送事業者である指定（地方）公共機関に対し、運送の求めを行う。 

オ  住民等との連携 

市長又は市職員は、知事から救援の实施に関する事務の一部を市長が行うことと

された場合又は府を補助する場合において、救援を实施するため必要があると認め

るときは、安全の確保に十分に配慮したうえで、避難住民等及びその近隣の者に対

し、救援に必要な援助について協力を要請する。 

 

３  救援の内容 

(1) 救援の基準等 

市長は、知事から救援の实施に関する事務の一部を市長が行うこととされた場合又

は府を補助する場合において、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に

関する法律による救援の程度及び方法の基準」（平成16年厚生労働省告示第343号。

以下「救援の程度及び基準」という。）及び府計画の内容に基づき救援の措置を行う。 

市長は、「救援の程度及び基準」によっては救援の適切な实施が困難であると判断

する場合には、知事に対して、特別な基準の設定についての意見を厚生労働大臣に申

し出るよう要請する。 

(2) 収容施設の供与 

ア 避難所の開設、管理運営 

(ｱ) 市が避難先地域に指定されたとき、市長は、知事が避難所の開設を円滑に行え

るよう、知事からの意見聴取に迅速に対応する。また、避難所が開設された場合

は、知事からの通知を施設管理者等に連絡する。 

(ｲ) 市長は、知事から救援の实施に関する事務の一部を市長が行うこととされた場

合は、施設管理者等に連絡し、市職員を避難所に派遣し、施設管理者、避難住民

及び近隣の者の協力を得て、避難所を管理運営する。その際、他の地方公共団体

から避難住民を受け入れた場合は、避難元の地方公共団体の人材活用を図る。 

イ 留意事項 

避難所の管理運営にあたっては、次の事項に留意して、避難所の円滑な管理運営
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に努める。 

(ｱ) 避難者数・世帯数の把握（避難者台帳の作成など） 

(ｲ) 正確かつ迅速な情報の伝達（国民保護措置の实施状況・实施予定、多言語によ

る提供など） 

(ｳ) 健康相談（心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）を含む。）の实施、救護所の

設置、仮設トイレの早期設置、プライバシーの確保や、生活習慣・文化・宗教の

違いへの配慮など 

(ｴ) 災害時要援護者への配慮（施設のバリアフリー化、手話通訳・ガイドヘルパー

の確保、福祉避難所の確保など） 

(ｵ) 避難生活長期化への対応（生活相談所の開設、混乱防止のための避難者心得の

掲示など） 

ウ 応急仮設住宅等の確保 

市は、避難住民等を収容する期間が長期にわたるときは、必要な戸数を迅速に把

握し、府に報告するとともに、府の指示を受け、又は府を補助する場合において、

速やかに応急仮設住宅の建設などにより施設の確保を図る。 

(3) 食品の給与、飲料水の供給、生活必需品の給与・貸与 

市は、知事から救援の实施に関する事務の一部を市長が行うこととされた場合又は

府を補助して、救援のために必要な食品の給与、飲料水の供給、被服、寝具その他生

活必需品の給与・貸与を行う。 

給与、供給及び貸与に当たっては、自然災害時の方法に準じて、あらかじめ、調達・

供給体制を確立しておき、必要に応じ、他市町村、関係業界団体等の支援・協力を得

て、次のとおり实施する。 

また、市のみでは食品、飲料水、生活必需品の確保が困難なときは、隣接市町又は

府に応援を要請する。 

ア 飲料水の供給 

市は、給水活動を円滑に实施するため、次の措置を講ずる。 

① 浄水池、配水池等の給水拠点での給水の实施 

② 給水車・トラック等による給水の实施 

③ 仮設給水栓・共用栓の設置、応急仮配管の敷設による給水の实施 

④ 給水用資機材の調達 

⑤ 住民への給水活動に関する情報の提供 

⑥ 飲料水の水質検査及び消毒 

⑦ パック水・缶詰水の配布 

イ 食品の給与、生活必需品の給与・貸与 
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市は、必要な物資を確保するため、次の措置を講ずる。 

① 避難所ごとの必要量の算定 

② 備蓄物資の給与又は貸与 

③ 協定を締結している物資の調達 

(4) 医療救護の提供及び助産 

 市は、知事から救援の实施に関する事務の一部を市長が行うこととされた場合又は

府を補助する場合、医療関係機関・医療関係者等と連携して、武力攻撃災害の状況に

応じ、被災地域の内外を問わず、救命医療を最優先とする迅速かつ適切な医療救護活

動（助産を含む。）を实施する。 

 实施に当たっては、医療関係者に対し、安全の確保に関し十分に配慮し、危険が及

ばないよう必要な措置を講じた上で、医療救護活動の实施を要請する。 

 なお、大規模な武力攻撃災害により、多数の傷病者が発生している場合や既存の病

院等が破壊され、避難住民等に十分な医療が提供できない場合等には、必要に応じ、

臨時の医療施設を開設する。 

ア 医療情報の収集・提供活動 

市は、市医師会等の協力を得て、医療関係者・医療機関の被害状況、活動状況及

び被災地の医療ニーズについて把握し、速やかに府へ報告するとともに、住民に対

し可能な限り情報提供する。 

イ 現地医療対策 

市は、府及び関係機関等と連携して、適切な現地医療対策を实施する。 

(ｱ) 現地医療の確保 

ａ  医療救護班の編成・派遣 

武力攻撃災害発生後直ちに、市医師会等の協力を得て、医療救護班を編成・

派遣し、医療救護活動を实施する。なお、市単独では十分対応できない場合は、

原則として、府及び府を通じて日本赤十字社大阪府支部に医療救護班の派遣要

請を行う。 

ｂ  医療救護班の搬送 

原則として、医療関係機関が、所有する緊急車両等を活用し、移動するもの

とされているが、医療関係機関が搬送手段を有しない場合は、市は、府と連携

して搬送手段を確保し、搬送を行う。 

ｃ  救護所の設置・運営 

市は、市医師会等の協力を得て、避難所その他適当な場所に、応急救護所、

医療救護所を設置し運営する。なお、医療機関の開設者から承諾が得られた場

合は、当該医療機関を医療救護所とする。 
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ｄ  医療救護班の受入れ・調整 

市は、医療救護班の受入れ窓口を設置し、府と連携して、市医師会等の協力

を得て、救護所への配置調整を行う。 

(ｲ) 現地医療活動 

ａ  救護所における現地医療活動 

(a) 応急救護所における現場救急活動 

武力攻撃災害発生直後に災害拠点病院等から派遣される医療救護班が、応

急救護所で応急処置やトリアージ（治療の優先順位付け）等の現場救急活動

を行う。 

(b) 医療救護所における臨時診療活動 

医療救護班が医療救護所で軽症患者の医療や被災住民等の健康管理等を

行う。 

ｂ  医療救護班の業務 

① 患者に対する応急処置 

② 医療機関への搬送の要否及びトリアージ 

③ 搬送困難な患者及び軽症患者に対する医療 

④ 助産救護 

⑤ 被災住民等の健康管理 

⑥ 死亡の確認 

⑦ その他状況に応じた処置 

ウ 後方医療対策 

   (ｱ) 後方医療の確保 

市は、発災直後から急激に増大する要入院患者に対応するために、府から受入

れ病床の情報を確保する。 

(ｲ) 後方医療活動 

市は、府及び関係機関等と連携して、後方医療対策を实施する。 

ａ 受入れ病院の選定と搬送 

市は、府から得た医療機関の患者受入れ情報を踏まえ、特定の病院へ患者が

集中しないよう振り分け調整し、関係機関が患者を搬送する。 

ｂ 患者搬送手段の確保 

(a) 陸路搬送 

患者の陸路搬送は、原則として市が所有する救急車で实施し、十分確保で

きない場合は、府と連携して搬送車両を確保する。 

(b) 空路搬送 
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市は､必要に応じ､府に対し、搬送用のヘリコプター等の確保を要請する。 

(c) 海路搬送 

  市は、必要に応じ、府に対し、船舶の確保を要請する。 

(ｳ) 災害医療機関の役割 

災害医療機関は、以下の役割分担により、医療救護活動を实施する。災害医療

機関については、地域防災計画に定めるところによる。 

区  分 役  割 

基幹災害医療センター 地域災害医療センターとしての活動に加え、患者の広域搬送に係

る地域災害医療センター間の調整を实施 

地域災害医療センター ⅰ 24時間緊急対応による救急患者の受入れと高度医療の提供 

ⅱ 患者及び医薬品等の広域搬送拠点としての活動及びこれに係

る地域医療機関との調整 

ⅲ 地域の医療機関への応急用医療資器材の貸出し等の支援 

特定診療災害医療センター 循環器疾患、消化器疾患、アレルギー疾患、小児医療、精神疾患

など専門診療を必要とする特定の疾病対策の拠点として主に次

の活動を实施 

ⅰ 疾病患者の受入れと高度な専門医療の提供 

ⅱ 疾病患者に対応する医療機関間の調整 

ⅲ 疾病患者に対応する医療機関等への支援 

ⅳ 疾病に関する情報の収集及び提供 

市町村災害医療センター ⅰ 市町村の医療拠点としての患者の受入れ 

ⅱ 災害拠点病院等との連携による、患者受入れに係る地域の医

療機関間の調整 

災害医療協力病院 災害拠点病院及び市町村災害医療センター等と協力し、率先して

患者の受入れを实施 

エ 医薬品等の確保・供給活動 

市は、知事から救援の实施に関する事務の一部を市長が行うこととされた場合又

は府を補助する場合、地域の医療関係機関及び医薬品等関係団体の協力を得て、医

療救護活動に必要な医薬品及び医療用資器材の調達及び供給活動を实施する。なお、

不足が生じたときは、府に対して供給の要請を行う。 

オ 個別疾病対策 

市は、知事から救援の实施に関する事務の一部を市長が行うこととされた場合又

は府を補助する場合、専門医療が必要となる疾病に対する対策を講じ、特定診療災

害医療センター、各専門医会等関係機関と協力して、現地医療活動、後方医療活動

等を行う。 
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(5) 被災者の捜索・救出 

市は、知事から救援の实施に関する事務の一部を市長が行うこととされた場合又は

府を補助する場合、被災情報、安否情報等を踏まえ、府警察、海上保安部等及び自衛

隊等の関係機関と連携を図りながら、安全の確保に十分留意しつつ、武力攻撃災害の

ため生命若しくは身体が危険な状況にある者及び生死不明の状態にある者（死亡した

者を含む。）の捜索・救出活動を实施する。 

(6) 遺体の処理、埋葬又は火葬 

ア 市は、知事から救援の实施に関する事務の一部を市長が行うこととされた場合遺

体の処理、埋葬又は火葬を行う。 

その際、厚生労働省により、墓地、埋葬等に関する法律（昭和23年法律第48号）

に規定する手続の特例が定められたときは、その特例に基づき实施する。 

なお、身元不明の遺体については、府警察、その他関係機関に連絡し、その調査

にあたる。 

イ 市は、遺族が遺体の処理、埋葬又は火葬を行うことが困難若しくは不可能である

場合は、府の指示を受け、遺族に代わって次の措置を实施する。 

① 遺体の洗浄、縫合、消毒等の処置 

② 埋葬又は火葬に相当の時間を要する場合の遺体の一時安置 

③ 火葬場の稼働状況、棺の確保状況等関連する情報の収集及び棺の調達、遺

体搬送の手配等 

④ 遺体の火葬、遺族等に対する棺、骨つぼ等の支給 

なお、市単独では遺体の処理、埋葬又は火葬を实施することが困難であるときは、

「大阪府広域火葬計画」に基づき、府に対して必要な措置を要請する。 

(7) 電話その他の通信設備の提供 

市は、電気通信事業者である指定（地方）公共機関が避難施設における避難住民等

のための電話その他の通信設備を臨時に設置する場合において、設置場所の提供など

必要な協力を行う。 

(8) 武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理 

市は、住宅の被災状況の把握に努める。また、武力攻撃災害を受けた住宅が半壊又

は半焼し、当面の日常生活が営めない状況となった者の住宅については、知事から救

援の实施に関する事務の一部を市長が行うこととされた場合又は府を補助して、その

居审、炊事場及び便所など、必要最小限度の部分の応急修理を行う。 

(9) 学用品の給与 

市は、知事から救援の实施に関する事務の一部を市長が行うこととされた場合又は

府を補助する場合、小学校児童・中学校生徒（特別支援学校の児童・生徒を含む。）の
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被災状況の収集・把握に努め、必要に応じ、当該児童・生徒に対して、教科書及び教

材並びに文房具及び通学用品を支給する。 

(10) 生活支障物の除去 

市は、知事から救援の实施に関する事務の一部を市長が行うこととされた場合又は

府を補助する場合、武力攻撃災害により住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で

日常生活に著しい支障を及ぼしている物の把握に努め、住民が自らの資力をもってし

ては支障物を除去できない場合は、必要に応じて、支障物の除去を行う。 

なお、市単独では対応が困難な場合は、府に対して、要員の派遣及び機械器具の調

達・あっせん等の要請を行う。 
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第２節 安否情報の収集・提供 

 

１ 安否情報の収集 

(1) 市長による収集 

市長は、避難施設又は医療機関に収容等された避難住民及び武力攻撃災害により死

亡し、又は負傷した住民（住民以外で本市に在る者及び死亡した者を含む。）の安否

情報を収集する。 

(2) 収集の方法 

市長は、やむを得ない場合を除き、避難住民及び負傷した住民の安否情報について

は、武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及

び回答の手続その他の必要な事項を定める省令（平成17年総務省令第44号。以下「安

否情報省令」という。）に規定する様式第１号の安否情報収集様式により、死亡した

住民の安否情報については同様式第２号の安否情報収集様式により情報を収集する。 

この場合、避難住民については、避難所において情報を収集し、負傷した住民につ

いては病院等及び死亡した住民については、府警察等の協力を得て、情報を収集する。 

 

 

《図：安否情報の収集・提供》 
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様式第１号（第１条関係） 

     安 否 情 報 収 集 様 式 （ 避 難 住 民 ・ 負 傷 住 民 ）  

                             記入日時（  年 月 日 時 分） 

① 氏 名  

 

 

② フ リ ガ ナ  

 

 

③ 出 生 の 年 月 日  

 

   年   月   日  

 ④ 男 女 の 別  

 

   男    女  

 ⑤ 住 所 （ 郵 便 番 号 を 含 む 。）  

 

 

⑥ 国 籍  

 

 日 本  そ の 他 （   ）  

 ⑦ そ の 他 個 人 を 識 別 す る た め の 情 報  

 

 

⑧ 負 傷 （ 疾 病 ） の 該 当  

 

   負 傷   非 該 当  

 ⑨ 負 傷 又 は 疾 病 の 状 況  

 

 

⑩ 現 在 の 居 所  

 

 

⑪ 連 絡 先 そ の 他 必 要 情 報  

 

 

⑫ 親族・同居者からの照会があれば、①～⑪を回答する

予定ですが、回答を希望しない場合は、○で囲んで下さ

い。 

 

 

  回答を希望しない 

⑬ 知人からの照会があれば①⑦⑧を回答する予定です

が、回答を希望しない場合は○を囲んで下さい。 

 

   回答を希望しない 

⑭ ①～⑪を親族・同居者・知人以外の者からの照会に対

する回答又は公表することについて、同意するかどうか

○で囲んで下さい。 

同  意  す  る 

同 意 し な い 

＊備考 

(注 1) 本収集は、国民保護法第 94条第１項の規定に基づき实施するものであり、個人情報の保護に十分留意しつつ、

上記⑫～⑭の意向に沿って同法第 95条第１項の規定に基づく安否情報の照会に対する回答に利用します。また、国

民保護法上の救援（物資、医療の提供等）や避難残留者の確認事務のため、行政内部で利用することがあります。

さらに、記入情報の収集、パソコンの入力、回答等の際に企業や個人に業務委託する場合があります。 

(注 2) 親族・同居者・知人であるかの確認は、申請書面により形式的審査を行います。また、知人とは、友人、職場

関係者、近所の者及びこれらに類する者を指します。 

(注 3) 「③出生年月日」欄は元号表記により記入すること。 

(注４) 回答情報の限定を希望する場合は備考欄にご記入願います。 
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様式第２号（第１条関係） 

安 否 情 報 収 集 様 式 （ 死 亡 住 民 ）  

                             記入日時（  年 月 日 時 分） 

① 氏 名  

 

 

② フ リ ガ ナ  

 

 

③ 出 生 の 年 月 日  

 

   年  月  日  

 ④ 男 女 の 別  

 

   男    女  

 ⑤ 住 所 （ 郵 便 番 号 を 含 む 。）  

 

 

⑥ 国 籍  

 

 日 本  そ の 他 （   ）  

 ⑦ そ の 他 個 人 を 識 別 す る た め の 情 報  

 

 

⑧ 死 亡 の 日 時 、 場 所 及 び 状 況  

 

 

⑨ 遺 体 が 安 置 さ れ て い る 場 所   

⑩ 連 絡 先 そ の 他 必 要 情 報  

 

 

⑪ ①～⑩ を親族・同居者・知人以外の者からの照会に対

する回答することへの同意 

同  意  す  る 

同 意 し な い 

＊備考 

(注 1) 本収集は、国民保護法第 94 条第１項の規定に基づき实施するものであり、親族・知人については、個人情報

の保護に十分留意しつつ、原則として親族・同居者・知人からの照会が回答するとともに、上記⑪ の 意向に沿っ

て同法第 95条第１項の規定に基づく安否情報の照会に対する回答に利用します。また、国民保護法上の救援（物資、

医療の提供等）や避難残留者の確認事務のため、行政内部で利用することがあります。さらに、記入情報の収集、

パソコンの入力、回答等の際に企業や個人に業務委託する場合があります。 

(注 2) 親族・同居者・知人であるかの確認は、申請書面により形式的審査を行います。また、知人とは、友人、職場

関係者、近所の者及びこれらに類する者を指します。 

(注 3) 「③出生年月日」欄は元号表記により記入すること。 

(注 4) 回答情報の限定を希望する場合は備考欄に御記入願います。 

⑪の同意回答者名  連絡先  

同意回答者住所  続 柄  

(注５) ⑪ の 回 答者は、配偶者又は直近の直系親族を原則とします｡ 
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(3) 収集する対象と項目 

避難・負傷した住民（本市の住民以外の者で本市にある者を含む｡） 

①氏名 

②出生年月日 

③性別 

④住所 

⑤国籍（日本国籍を有しない者に限る。） 

⑥個人を識別するための情報（①から⑤のいずれかに掲げる情報が不明な場合） 

⑦居所 

⑧負傷・疾病の有無 

⑨負傷・疾病状況 

⑩連絡先その他安否の確認に必要と認められる情報 

死亡した住民（本市の住民以外の者で本市で死亡した者を含む｡） 

上記①から⑥の情報に加えて 

⑦死亡の有無 

⑧死亡日時・場所・状況 

⑨遺体の所在 

 

(4) 安否情報の整理 

市は、自ら収集した安否情報について、できる限り重複を排除し、情報の正確性の

確保を図るよう努める。この場合において、重複している情報や必ずしも真偽が定か

でない情報についても、その旨がわかるように整理をしておく。 

 

２  知事に対する安否情報の報告 

(1) 報告方法 

市長は、収集、整理した安否情報を、知事に対し、報告する。報告は、安否情報省

令に規定する様式第３号の安否情報報告書に必要な事項を記載した書面（電子データ）

を、安否情報の整理を円滑に行う観点から、電子メールで送信することにより行う。 

ただし、武力攻撃災害等により電気通信設備の機能に支障をきたした場合等電子メ

ールの送信によることができない場合や、事態が急迫し職員によるデータ入力を行う

時間的余裕がない場合等には、口頭、電話、ファクシミリを用いた送信その他の方法

により行う。 
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様式第３号（第２条関係） 
安 否 情 報 報 告 書 

報告日時：  年  月  日  時  分 

市町村名：        担当者名：        

①氏
名 

②フリガ
ナ 

③出生
の年月
日 

④男
女の
別 

⑤住
所 

⑥国
籍 

⑦その他個
人を識別す
るための情

報 

⑧負傷（疾
病）の該当 

⑨負傷又
は疾病の
状況 

⑩現
在の
居所 

⑪連絡
先その
他必要
情報 

⑫親族・同
居者への
回答の希

望 

⑬知人への
回答の希望 

⑭親族・同
居者・知人
以外の者
への回答
又は公表
の同意 

備
考 

               

               

               

               

               

               

               

備 考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
    ４ 「③出生の年月日」欄は元号表記により記入すること。 

    ５ 「⑥国籍」欄は日本国籍を有しない者に限り記入すること。 
    ６ 武力攻撃災害により死亡した住民にあっては、「⑨負傷又は疾病の状況」欄に「死亡」と記入した上で、 
     加えて「死亡の日時、場所及び状況」を記入し、「⑩現在の居所」欄に「遺体の安置されている場所」を記入

すること。 
   ５ ⑫～⑭の希望又は同意欄には、安否情報の提供に係る希望又は同意について「有」又は「無」と記入願います。

この場合において、当該希望又は同意について特段の条件がある場合は、当該条件を「備考」に記入すること。 

 

(2) 安否情報の報告時期 

市長は、武力攻撃事態等の推移や避難住民の誘導、避難住民等の救援その他の国民

保護措置の实施状況を勘案し、知事に対し、適時に、安否情報を報告するほか、知事

から報告時期の指定があった場合は、当該時期に従って報告する。 

 

３ 安否情報の提供 

(1) 安否情報の照会の受付 

ア 市は、安否情報の照会窓口を設置するとともに、照会窓口の電話及びファクシミ

リ番号、メールアドレスを、住民に周知する。 

イ 住民からの安否情報の照会については、安否情報省令に規定する様式第４号の安

否情報照会書に必要事項を記載した書面を提出することにより受け付ける。ただし、

安否情報の照会を緊急に行う必要がある場合や照会をしようとする者が遠隔地に

居住している場合など、書面の提出によることができない場合は、口頭や電話、メ

ールなどでの照会も受け付ける。 
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様式第４号（第３条関係） 
安 否 情 報 照 会 書 

年  月  日 
総務大臣                      

（都道府県知事） 殿 
（市町村長）  

申 請 者 
                     住 所（居所）                  

氏 名                  
 
下記の者について、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に

関する法律第９５条第１項の規定に基づき、安否情報を照会します。  

照 会 を す る 理 由  
（○を付けて下さい。③の
場合、理由を記入願いま
す。） 

① 被照会者の親族又は同居者であるため。 
② 被照会者の知人（友人、職場関係者及び近隣住民）であるため。 
③ その他 
  （                       ） 

備 考  

被
照
会
者
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項 

氏 名  

フ リ ガ ナ  

出 生 の 年 月 日   

男 女 の 別  

住 所  

国 籍 
（日本国籍を有しない者に限る。） 

 

その他個人を識別す
るための情報 

 

※ 申 請 者 の 確 認   

※ 備 考  

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とします。 
       ２ 法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在 

地を記入願います。 
          ３ 「出生の年月日」欄は元号表記により記入願います。 
          ４ ※印の欄には記入しないで下さい。 

 

(2) 安否情報の回答 

市長は、安否情報の照会があったときは、本人の意思やプライバシーを尊重すると

ともに、個人情報の保護に十分留意の上で、速やかに回答する。 

(3) 照会の要件と回答の内容 

ア 市は、安否情報の照会を受けた場合、本人確認等を行うため、照会者に対し、本

人であることを証明する書類（ 運転免許証、健康保険の被保険証、外国人登録証

明書、住民基本台帳カード等） を照会窓口において提出又は提示させることによ

り行う。 
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ただし、やむを得ない理由により、当該書類を提出又は提示できない場合又は電

子メール、ファックス、電話等の方法により照会があった場合においては、照会者

の住所、氏名、生年月日及び性別について、照会者の住所地市町村へ問い合わせる

ことにより、本人確認を行う。 

イ 安否情報の照会を行う者の本人確認を行い、当該照会が不当な目的によるもので

はなく、また照会に対する回答により知り得た事項を不当な目的に使用されるおそ

れがないと認めるときは、安否情報省令第４条に規定する様式第５号により、下表

のとおり回答する。 

なお、安否情報の回答を行った場合には、当該回答を行った担当者、回答の相手

の氏名や連絡先等を把握する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

要     件 照会者 回  答  内  容 

本人の同意がないとき 

又は 

公益上特に必要があると

認められないとき 

 
・避難住民に該当するか否か 

・死亡し、又は負傷しているか否か 

本人の同意があるとき 

又は 

公益上特に必要があると

認められるとき 

親族・同居者 
・上記１(3)「収集する対象と項目」に掲げる

全情報 

知人 

・氏名 

・避難住民に該当するか否か 

・負傷の有無 

・死亡の有無 

上記以外の者 
・上記１(3)「収集する対象と項目」に掲げる

項目のうち、本人又は遺族が同意した項目 
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様式第５号（第４条関係） 
安 否 情 報 回 答 書 

年   月   日  
            殿 

            総務大臣 
（都道府県知事） 
（市町村長） 

   年   月   日付けで照会があった安否情報について、下記のと
おり回答します。  

避難住民に該当するか否かの別 
 
 

武力攻撃災害により死亡し又は負
傷した住民に該当するか否かの別 

 
 

被 

照 

会 

者 

氏      名   

フ  リ  ガ  ナ   

出 生 の 年 月 日   

男  女  の  別   

住  所   

国   籍  
（日本国籍を有しない者に限る。） 

日本       その他（   ） 

その他個人を識別する 
ための情報 

 

現 在 の 居 所   

負傷又は疾病の状況  

連絡先その他必要情報  

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
２ 「避難住民に該当するか否かの別」欄には「該当」又は「非該当」と記入し、「武 
力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別」欄には「死亡」、 
「負傷」又は「非該当」と記入すること。 

３ 「出生の年月日」欄は元号表記により記入すること。 
４ 武力攻撃災害により死亡した住民にあっては、「負傷又は疾病の状況」欄に「死亡」 
と記入した上で、加えて「死亡の日時、場所及び状況」を記入し、「居所」欄に「遺体 
が安置されている場所」を記入すること。 

       ５ 安否情報の収集時刻を「連絡先その他必要情報」に記入すること。 

 

４ 安否情報システムの利用 

市は、安否情報の収集・提供を行う場合は、総務省（消防庁）が運用する安否情報シ

ステムを利用するなど、効率的かつ安定的な安否情報の収集・提供を行うものとする。 

 

５ 日本赤十字社に対する協力 

市長は、保有する安否情報のうち、外国人に関するものを収集・整理、回答すること

とされている日本赤十字社から協力依頼があったときは、安否情報の提供など必要な協

力を行う。 
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６ 個人情報の保護への配慮 

市長は、安否情報の収集・提供を行うに当たっては、本人の意思やプライバシーを尊

重するとともに、個人情報の保護に十分配慮するものとする。また、場合によっては、

安否を気遣う家族等の心情に配慮する必要があることに留意する。 
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  第４章    武力攻撃災害への対処             

 

第１節 関係機関の役割 

 

１ 国の役割 

国は、武力攻撃災害の防除及び軽減のため、自ら必要な措置を講ずるとともに、対策

本部長は、特に必要があると認めるときは、知事に対し、武力攻撃災害の発生の防止や

災害への対処等の措置を適切に实施するよう、その方針を示した上で、直ちに指示する

こととされている。 

また、内閣総理大臣は、国民保護法に規定するもののほか、知事の要請があったとき

は、対策本部長の求めに応じ、武力攻撃災害を防除し、及び軽減するため、対処基本方

針に基づき、関係大臣を指揮し、必要な措置を講じさせることとされている。 

 

２ 府の役割 

府は、府域に係る武力攻撃災害を防除し、及び軽減するため、武力攻撃災害への対処

に関する必要な措置を講じることとされている。 

知事は、武力攻撃により多数の死者が発生した場合や、放尃性物質や危険物質等によ

る武力攻撃災害が発生し、国民保護措置を講ずるため高度な専門知識を有する人員又は

訓練を受けた人員、特殊な装備等が必要となる場合など、自ら武力攻撃災害を防除及び

軽減することが困難であると認めるときは、国対策本部長に対し、消防、警察、海上保

安庁、自衛隊等の専門の部隊の派遣等必要な措置の实施を要請することとされている。 

 

３ 市・消防の役割 

市は、国や府等の関係機関と連携して、市域に係る武力攻撃災害を防除し、及び軽減

するため、武力攻撃災害への対処に関する必要な措置を講ずる。 

市長は、市域に係る武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に

おいて、住民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、

知事に対し、国対策本部長に上記要請を行うよう求める。 

消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を武力攻撃による

火災から保護するとともに、武力攻撃災害を防除し、及び軽減する。 
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第２節 応急措置等の実施 

 

市は、武力攻撃事態が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、緊急の

必要があると認めるときは、他の機関との連携のもと、自らの判断に基づき、退避の指示、

警戒区域の設定、消火・救助・救急活動など、応急措置等を实施する。 

この場合、市は、武力攻撃災害への対処措置に従事する職員について、必要な情報の提

供や防護服の着用等、安全の確保のための措置を講ずる。 

 

《図：武力攻撃災害への対処》 

 

１ 緊急通報（前掲 p.55） 

 

２ 退避の指示（前掲 p.58） 

 

武力攻撃事態等 

災害対処措置の实施（市長等） 
 

○ 退避の指示 

○ 警戒区域の設定 

○ 消火・負傷者搬送・被災者救助 等 

指定（地方）公共機関 

（放送事業者） 

生活関連等施設 

災 害 対 処 措 置 の 实 施 

国対策本部

長 他 府 県 

 緊 急 通 報 の 発 令 （ 知 事 ） 

他 府 県 他 市 町 村 

住       民 

報告 通知 

放送 

安全確保措置要請 
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３ 警戒区域の設定 

  市長は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、住

民からの通報内容、関係機関からの情報提供、助言等から判断し、住民の生命又は身体

に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、警戒区域の設定を行う。 

(1) 設定者 

設定者 警戒区域を設定する要件 

市長 

武力攻撃災害が発生し、 

又は 

まさに発生しようと 

している場合 

当該武力攻撃災害による住民の生命又は身体に対する危険

を防止するため「特に」必要があると認めるとき 

知事 
当該武力攻撃災害による住民の生命又は身体に対する危険

を防止するため「緊急の」必要があると認めるとき 

警察官 

海上保安官 

・市長又は知事による警戒区域の設定を待ついとまがない

とき 

・市長又は知事から要請があったとき 

自 衛 官 上記の者すべてがその場にいない場合に限り 

(2) 設定方法 

ア 市長は、警戒区域の設定に際しては、市対策本部に集約された情報のほか、府警

察、海上保安部等、自衛隊からの助言を踏まえて、その範囲等を決定する。また、

事態の状況の変化等を踏まえて、警戒区域の範囲の変更等を行う。 

ＮＢＣ攻撃等により汚染された可能性のある地域については、専門的な知見や装

備等を有する機関に対して、必要な情報の提供を求め、その助言を踏まえて区域を

設定する。 

イ 警戒区域の設定に当たっては、ロープ、標示板等で区域を明示する。 

ウ 警戒区域を設定したとき、又は警戒区域の設定を変更し、若しくは解除をしたと

きは、広報車等を活用し、住民に広報、周知する。 

エ 警戒区域内には、必要と認める場所に職員を配置し、府警察、海上保安部等、消

防機関等と連携して、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずる者以外の者に対

し、当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命

ずる。 

オ 市長は、知事、警察官、海上保安官又は自衛官から警戒区域の設定を行った旨の

通知を受けた場合は、警戒区域を設定する理由、設定範囲等について情報の共有を

図り、警戒区域設定に伴い必要な活動について調整を行う。 
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４ 消火・救助・救急活動 

市・消防機関は、府、府警察及び海上保安部等などと相互に連携を図りつつ、安全の

確保に十分留意した上で、迅速かつ的確に、消火・救助・救急活動を实施する。 

(1) 市が行う措置 

市長は、消防機関による武力攻撃災害への対処措置が適切に行われるよう、武力攻

撃等や被害に関する情報の早急な把握に努めるとともに、効率的かつ安全な活動が行

われるよう必要な措置を講じる。 

(2) 消防機関の活動 

消防機関は、その施設及び人員を活用して、国民保護法のほか、消防組織法（昭和

22年法律第226号）、消防法（昭和23年法律第186号）その他の法令に基づき、武力攻

撃災害から住民を保護するため、消防職員及び消防団員の活動上の安全確保に配慮し

つつ、消火活動及び救助・救急活動等を行い、武力攻撃災害を防除し、及び軽減する。 

この場合において、消防本部及び消防署は、その装備・資機材・人員・技能等を活

用し武力攻撃災害への対処を行うとともに、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の

下で、消防団が保有する装備・資機材等の活動能力に応じ地域の实状に即した活動を

行う。 

 ア 災害発生状況の把握 

高所見張り、ヘリコプター、高所カメラ等を通じて被災状況の早期把握に努め、

関係機関への情報伝達に努める。 

イ 応急活動 

(ｱ) 消火活動 

ａ  初動体制を確立し、災害態様に応じた部隊配備を行い、武力攻撃災害の状況、

道路状況、建物状況、延焼状況等を勘案し、消火活動を实施する。 

ｂ 延焼動態から、避難者に火災の危険が及ぶおそれのある場合は、延焼阻止線

の設定など、効率的な消防隊の運用を行い、火災の鎮圧に努める。 

(ｲ) 救助・救急活動 

ａ 府警察及び関係機関との密接な連携のもと、人命救助活動や行方不明者の捜

索を实施するとともに、医療機関と連携した救急活動を实施する。 

ｂ 延焼火災及び救助・救急事案が同時に多発している場合は、延焼火災現場で

の人命救助活動を優先するなど、救命効果の高い活動を实施する。 

(3) 相互応援 

ア 市長は、市域内の消防力では十分に消火・救助・救急活動が实施できない場合、

負傷者を搬送するためヘリコプター等が必要な場合、又は資機材が必要な場合は、

知事又は他の市町村長に対し、相互応援協定等に基づく消防の応援要請を行う。 
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イ 市長は、上記アによる消防の応援のみでは十分な対応が取れないと判断した場合

又は武力攻撃災害の規模等に照らし緊急を要するなど必要と判断した場合は、緊急

消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画及び緊急消

防援助隊運用要綱に基づき、知事を通じ、又は必要に応じ、直接に消防庁長官に対

し、緊急消防援助隊等による消火活動及び救助・救急活動の応援等を要請する。 

ウ 市長は、消防に関する応援要請を行ったとき及び消防庁長官の指示により緊急消

防援助隊の出動に関する指示が行われたとき、これらの消防部隊の応援が円滑かつ

適切に行われるよう、知事と連携し、出動部隊に関する情報を収集するとともに、

進出拠点等に関する調整や指揮体制の確立を図るなど消防の応援の受入れに関し

て必要な事項の調整を行う。 

エ 市長は、消防機関とともに、搬送先の選定、搬送先への被害情報の提供、トリア

ージの实施等について医療機関と緊密な連携のとれた活動を行う。また、海水を利

用した消火活動を实施する場合は、必要に応じ、海上保安部等に応援を要請する。 

オ 市長は、市域が被災していない場合において、被災市町村長からの要請若しくは

相互応援協定又は知事若しくは消防庁長官からの指示に基づき、速やかに応援を行

う。市域が被災している場合には、市は、火災の状況、地理、水利の情報を応援市

町村に対して提供する。 

(4) 安全の確保 

ア  市長は、消火活動及び救助・救急活動等を行う要員に対して、二次被害を生じる

ことがないよう国の現地対策本部及び府対策本部等からの情報を市対策本部に集約

し、全ての最新情報を提供するとともに、府警察等との連携した活動体制を確立す

るなど、安全の確保のための必要な措置を行う。 

イ  市長は、市域が被災していない場合において、被災市町村長からの要請又は相互

応援協定、知事又は消防庁長官からの指示に基づき応援を行うときは、武力攻撃の

状況及び予測、武力攻撃災害の状況、災害の種別、必要な資機材、設備、薬剤等に

関する情報を収集するとともに、出動する要員に対し情報の提供及び支援を行う。 

ウ  消防団は、施設・装備・資機材及び通常の活動体制を考慮し、災害現場において

は、消防本部と連携し、その活動支援を行うなど団員に危険が及ばない範囲に限定

して活動する。 

エ  市長若しくは消防長又は水防管理者は、特に現場で活動する消防職員・消防団員

等に対し、必ず特殊標章等を交付し着用させる。 

(5) 関係機関による連絡会議の開催 

市は、府、府警察、海上保安部等及び自衛隊の部隊等と、相互に連携した救助・救

急活動が实施できるよう、情報連絡を緊密に行うとともに、活動区域や役割分担等の
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調整を図るため、必要に応じて、府と調整の上、連絡会議を開催する。 

なお、市は、救助・救急活動以外の国民保護措置の实施に当たっても、必要に応じ、

連絡会議の場を活用するなどして、現場における関係機関との情報連絡を緊密に行う。 

(6) 住民への協力要請 

市長又は消防吏員その他の市の職員は、市域に係る武力攻撃災害が発生し、又はま

さに発生しようとしている場合において、消火、負傷者の搬送、被災者の救助その他

の武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるとき

は、市域内の住民に対し、その实施に必要な援助について協力を要請する。 

なお、この要請を行う者は、要請を受けて武力攻撃災害への対処に関する措置の实

施に必要な援助について協力をする者の安全の確保に十分に配慮しなければならな

い。 

 

 

 

第３節 生活関連等施設の安全確保 

 

１ 生活関連等施設の安全確保 

(1) 関係機関の役割 

内閣総理大臣 

○武力攻撃事態等において、武力攻撃災害の発生・拡大を防止する

ため、生活関連等施設及びその周辺の地域の安全の確保が特に必

要であると認めるときは、対処基本方針に基づき、関係大臣を指

揮し、危険の防除、周辺住民の避難その他当該生活関連等施設の

安全の確保に関し必要な措置を实施 

○この場合において、国家公安委員会は、関係都道府県公安委員会

に対し、立入制限区域の指定について必要な「指示」 

知事 

○武力攻撃事態等において、武力攻撃災害の発生・拡大を防止する

ため、生活関連等施設の安全確保が特に必要であると認めるとき

は、関係機関の意見を聴いて、当該生活関連等施設の管理者に対

し、当該生活関連等施設の安全確保のため必要な措置を講ずるよ

う「要請」 

○安全確保のため必要があると認めるときは、府公安委員会又は海

上保安部長等に対し、立入制限区域の指定を「要請」 
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指定（地方）行政機関 

○武力攻撃事態等において、武力攻撃災害の発生・拡大を防止する

ため、生活関連等施設の安全確保が緊急に必要であると認めると

きは、関係機関の意見を聴いて、自ら当該生活関連等施設の管理

者に対し、当該生活関連等施設の安全確保のため必要な措置を講

ずるよう「要請」 

○要請を行ったときは、直ちに、その旨を知事に「通知」 

生活関連等施設の管理者 

○警備の強化などの安全確保措置を实施するよう要請を受けた施設

管理者は、府警察、消防機関、その他の行政機関に対し、施設の

安全確保のため、必要な支援を「求め」 

府公安委員会 

海上保安部長等 

○知事から要請があったとき又は事態に照らして特に必要があると

認めるときは、立入制限区域を指定 

○警察官又は海上保安官は、特に施設管理者の許可を得た者以外の

者に対し、立入制限・禁止又は退去を「命令」 

 

(2) 対象施設 

生活関連等施設とは、次のいずれかに該当する施設で政令で定めるものをいう。 

① 国民生活に関連を有する施設で、その安全を確保しなければ国民生活に著し

い支障を及ぼすおそれがあると認められるもの 

② その安全を確保しなければ周辺の地域に著しい被害を生じさせるおそれが

あると認められる施設 

 政令で定められた施設 施設の対象範囲が示されている法律 

① 発電所又は変電所 電気事業法 

② ガス工作物 ガス事業法 

③ 取水・貯水・浄水施設又は配水池 水道法 

④ 鉄道施設、軌道施設 鉄道事業法、軌道法 

⑤ 電気通信事業用交換設備 電気通信事業法 

⑥ 放送用無線設備 放送法 

⑦ 水域施設又は係留施設 港湾法 

⑧ 
滑走路等、旅実ターミナル施設、

航空保安施設 
空港法及び航空法 

⑨ ダム 河川管理施設等構造令 

⑩ 危険物質等の取扱所 国民保護法 
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(3) 市の役割 

ア  生活関連等施設の状況の把握 

市は、市対策本部を設置した場合においては、市域内に所在する生活関連等施設

の安全に関する情報、各施設における対応状況等の必要な情報を府などから収集す

る。 

イ  消防機関による支援 

消防機関は、生活関連等施設の管理者から支援の求めがあったときは、指導、助

言、連絡体制の強化、資機材の提供、職員の派遣など、可能な限り必要な支援を行

う。また、自ら必要があると認めるときも、同様とする。 

ウ  市が管理する施設の安全の確保 

市は、その管理に係る公共施設等について、特に情勢が緊迫している場合等にお

いて、必要に応じ、生活関連等施設の対応も参考にして、府の措置に準じて警戒等

の措置を实施する。この場合において、府警察、海上保安部等との連携を図る。 

 

《図：生活関連等施設の安全確保》 
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２ 危険物質等に係る武力攻撃災害の発生の防止 

(1) 実施主体 

主体 権限 要件 対象 

市長 

知事 

指定（地方）行政機関の長 

警備の強化の求め 

危険物質等に係る武

力攻撃災害の発生を

防止するため必要が

あると認めるとき 
危険物質等の取扱者

（占有者、所有者、管

理者その他の危険物

質等を取扱う者） 

措置の实施命令 

（措置内容は下記

のとおり） 

緊急の必要があると

認めるとき 

管理状況の報告の

求め 

措置の实施を命ずる

ため必要があると認

めるとき 

(2) 危険物質等に関する措置命令等 

市長は、危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するため必要があると認める

ときは、危険物質等の取扱者に対し、警備の強化を求めるほか、緊急の必要があると

認めるときは、政令で定められた武力攻撃災害発生防止のための必要な措置を講ずべ

きことを命ずる。 

なお、避難住民の運送などの措置において、当該物質等が必要となる場合は、関係

機関と市対策本部で所要の調整を行う。 

また、措置を講ずべきことを命ずるため必要があると認める場合は、危険物質等の

取扱者から危険物質等の管理の状況について報告を求める。 

(3) 市長が命ずることができる対象物質と措置内容 

  ア 対象物質 

消防法第２条第７項の危険物の製造所、貯蔵所若しくは取扱所（移送取扱所を除

く。）（国民保護法施行令第２９条） 

イ 措置内容 

① 危険物質等の取扱所の全部又は一部の使用の一時停止又は制限（危険物につい

ては、消防法第12条の３）〔措置１〕 

② 危険物質等の製造、引渡し、貯蔵、移動、運搬又は消費の一時禁止又は制限（国

民保護法第103条第３項第２号）〔措置２〕 

③ 物質等の所在場所の変更又はその廃棄 

（国民保護法第103条第３項第３号）〔措置３〕 
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物質の種類と対象範囲を示す法律 措置命令者 
措    置 

措置１ 措置２ 措置３ 

① 
危険物 

【消防法】 

総務大臣 

知事 

市町村長 

第12条の３ ○ ○ 

② 
毒物及び劇物 

【毒劇物取締法】 

厚生労働大臣 

知事 

保健所設置市※ 

○ ○ ○ 

③ 
火薬類 

【火薬類取締法】 

経済産業大臣 

国土交通大臣 

府公安委員会 

第45条 同左 同左 

④ 
高圧ガス 

【高圧ガス保安法】 

経済産業大臣 

知事 
第39条 同左 同左 

⑤ 
核燃料物質（汚染物質含む。） 

【原子力基本法】 

文部科学大臣 

経済産業大臣 

国土交通大臣 

□ □ □ 

⑥ 
核原料物質 

【原子力基本法】 

文部科学大臣 

経済産業大臣 
○ ○ ○ 

⑦ 
放尃性同位元素（汚染物質含む。） 

【放尃線障害防止法】 
文部科学大臣 第33条第４項 同左 同左 

⑧ 
毒薬及び劇薬 

【薬事法】 

厚生労働大臣 

知事 
○ ○ ○ 

⑨ 
事業用電気工作物内の高圧ガス 

【電気事業法】 
経済産業大臣 ○ ○ ○ 

⑩ 
生物剤及び毒素 

【生物兵器禁止法】 
主務大臣 ○ ○ ○ 

⑪ 
毒性物質 

【化学兵器禁止法】 
経済産業大臣 ○ ○ ○ 

備考 

（注１）※は、地域保健法第５条第１項の政令で定める市。 

（注２）○は国民保護法第103条第３項、□は同法第106条の規定によって、当該措置の権限が付

与されており、条項を表記しているものは、それぞれ既存の個別法により当該措置の権限

が付与されている。 

（注３）ここに記載する措置には、指定行政機関及び地方公共団体が事態対処法第二条第七号の

対処措置の用に供する危険物質等に係る措置を含まないものとする。 
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第４節 ＮＢＣ攻撃による災害への対処 

 

１ 関係機関の役割 

国 

(内閣総理大臣） 

○ＮＢＣ攻撃による災害が発生した場合、対処基本方針に基づき、関係大臣を

指揮して、ＮＢＣ攻撃に関する迅速な情報収集、被災者の救助、医療体制の

確保、迅速な原因物質の特定、汚染地域の範囲の特定及び除染の实施等汚染

の拡大の防止のために必要な措置を实施 

○国民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があると認めるとき

は、関係都道府県知事に協力を要請 

府 

（知事） 

○内閣総理大臣からの要請を受けた場合、自ら協力して汚染の拡大を防止する

ための必要な措置を实施 

○汚染の拡大を防止するための措置を迅速に講ずる必要があると認めるとき

は、市町村長、関係消防組合の管理者若しくは長、府警察本部長に対し必要

な協力を要請 

 

２ 市の役割 

市は、ＮＢＣ攻撃による汚染が生じた場合の対処について、国による基本的な方針を

踏まえた対応を行うことを基本としつつ、特に、対処の現場における初動的な応急措置

を講ずる。 

(1) 応急措置の実施 

市長は、ＮＢＣ攻撃が行われた場合においては、その被害の現場における状況に照

らして、現場及びその影響を受けることが予想される地域の住民に対して、退避を指

示し、又は警戒区域を設定する。 

市は、保有する装備・資機材等により対応可能な範囲内で関係機関とともに、原因

物質の特定、被災者の救助等のための活動を行う。 

(2) 国の方針に基づく措置の実施 

市は、内閣総理大臣が、関係大臣を指揮して、汚染拡大防止のための措置を講ずる

場合においては、内閣総理大臣の基本的な方針及びそれに基づく各省庁における活動

内容について、府を通じて国から必要な情報を入手するとともに、当該方針に基づい

て、所要の措置を講ずる。 

(3) 関係機関との連携 

市長は、ＮＢＣ攻撃が行われた場合は、市対策本部において、府警察、海上保安部

等、自衛隊、医療関係機関等から被害に関する情報や関係機関の有する専門的知見、
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対処能力等に関する情報を共有し、必要な対処を行う。 

 (4) 市長等の権限 

ア 市長は、知事から汚染の拡大を防止するため協力の要請があったときは、府警察

等の関係機関と調整しつつ、下記の措置を实施する。 

① 汚染され、又は汚染された疑いがある「飲食物、衣類、寝具その他の物件」

の占有者に対し、当該物件の移動を制限し、若しくは禁止し、又は当該物件

を廃棄すべきことを命ずること。 

② 汚染され、又は汚染された疑いがある「生活の用に供する水」の管理者に

対し、その使用若しくは給水を制限し、又は禁止すべきことを命ずること。 

③ 汚染され、又は汚染された疑いのある「死体」の移動を制限し、又は禁止

すること。 

④ 汚染され、又は汚染された疑いがある「飲食物、衣類、寝具その他の物件」

を廃棄すること。 

⑤ 汚染され、又は汚染された疑いがある「建物」への立入りを制限し、若し

くは禁止し、又は当該建物を封鎖すること。 

⑥ 汚染され、又は汚染された疑いがある「場所」の交通を制限し、又は遮断

すること。 

イ 上記アの①から⑥の措置を講ずるときは、当該措置の名あて人に対し、次に掲げ

る事項を通知する（差し迫った必要があるときは、当該措置を講じた後、相当の期

間内に、同事項を当該措置の名あて人に通知する。）。また、上記アの⑤及び⑥の措

置を講ずるときは、適当な場所に次に掲げる事項を掲示する（差し迫った必要があ

るときは、現場における指示をもってこれに代える。）。 

① 当該措置を講じる旨 

② 当該措置を講じる理由 

③ 当該措置の対象となる物件、生活の用に供する水又は死体（上記アの⑤及

び⑥の措置を講ずる場合にあっては、当該措置の対象となる建物又は場所） 

④ 当該措置を講ずる時期 

⑤ 当該措置の内容 

(5) 汚染原因に応じた対応 

市は、ＮＢＣ攻撃のそれぞれの汚染原因に応じて、国及び府との連携の下、それぞ

れ次の点に留意して措置を講ずる。 

ア 核攻撃等の場合 

  市は、核攻撃等による災害が発生した場合、国の対策本部による汚染範囲の特定

を補助するため、汚染の範囲特定に資する被災情報を府に直ちに報告する。 
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   また、措置に当たる要員に防護服を着用させるとともに、被ばく線量の管理を行

いつつ、活動を实施させる。 

イ 生物剤による攻撃の場合 

 市は、措置に当たる要員に防護服を着用させるとともに、関係機関が行う汚染の

原因物質の特定等に資する情報収集などの活動を行う。 

ウ 化学剤による攻撃の場合 

   市は、措置に当たる要員に防護服を着用させるとともに、関係機関が行う原因物

質の特定、汚染地域の範囲の特定、被災者の救助及び除染等に資する情報収集など

の活動を行う。 

(6) 要員の安全の確保 

市長は、危険が及ばないよう要員に防護服を着用させるほか、武力攻撃災害の状況

等の情報収集に努め、当該情報を速やかに提供するなどにより、応急対策を講ずる要

員の安全の確保に配慮する。 

 

 

 

第５節 保健福祉・衛生 

 

市は、避難先地域においては、常に良好な衛生状態を保つように努め、特に、高齢者、

障害者等災害時要援護者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行うとともに、府及び社

会福祉協議会等関係団体と協力し、必要な福祉サービスが継続的に实施できるよう努める。 

また、市は、府と連携して、保健医療関係者による巡回健康相談等を实施し、必要に応

じ、健康相談等窓口を設置する。 

 

１ 防疫活動 

市は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114

号。以下「感染症予防法」という。）、災害防疫实施要綱（厚生労働省）、国民保護法第121

条の規定による特例等に基づき、府と緊密な連携をとりつつ、患者等の人権に配慮しな

がら、防疫活動を实施する。 

(1) 府の指導、指示により、次の防疫活動を实施する。 

① 消毒措置の实施（感染症予防法第27条） 

② ねずみ族及び昆虫等の駆除（感染症予防法第28条） 

③ 避難所の防疫指導 

④ 臨時予防接種（予防接種法（昭和23年法律第68号）第６条） 

⑤ 衛生教育及び広報活動 
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(2) 防疫に必要な薬品を調達、確保する。 

(3) 自らの防疫活動が十分ではないと認められるときは、府に協力を要請する。 

(4) その他、感染症予防法等により、府の指示を受け必要な措置を行う。 

 

２ 食品衛生監視活動 

市は、避難先地域における食中毒等の防止をするため、府と連携して、食品等の衛生

確保のための措置を实施する。 

 

３ 飲料水衛生確保対策 

(1) 市は、避難先地域における感染症等の防止をするため、府と連携して、飲料水確保、

飲料水の衛生確保のための措置及び飲料水に関して保健衛生上留意すべき事項等につ

いて、住民への情報提供を实施する。 

(2) 市は、地域防災計画の定めに準じて、水道水の供給体制を整備する。 

(3) 市は、水道施設の被害状況の把握を行うとともに、供給能力が不足し、又は不足す

ると予想される場合については、府に対して水道用水の緊急応援に係る要請を行う。 

 

４ 避難住民等の健康維持活動 

市は、府と連携して、避難住民等の健康状態、栄養状態を十分に把握するとともに、

助言、加療等、避難住民等の健康維持に必要な活動を实施する。 

(1) 巡回相談等の実施 

ア 避難住民等の健康管理や生活環境の整備を行うため、避難所、社会福祉施設及び

応急仮設住宅において、保健師等による巡回健康相談、訪問指導、健康教育、健康

診断等を实施する。 

イ 避難住民等の栄養状況を把握し、食料の供給機関等との連絡をとり、給食施設や

食生活改善ボランティア団体の協力を得て、不足しやすい栄養素を確保するための

調理品の提供や調理方法等の指導を行う。 

ウ 高度医療を要する在宅療養者を把握し、適切な指導を行う。  

エ 被災した児童・生徒に対し、府、教育研究所等関係機関と連携しながら、保健指

導やカウンセリング等を实施し、健康の保持、心のケア等に努める。 

   保育所児については、府等と緊密な連携をとり、健康診断等を行い、健康保持に

十分注意するとともに、伝染病予防についても適切な措置をとる。 

(2) 心の健康相談等の実施 

ア 災害による心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）、生活の激変による依存症等に対

応するため、心の健康に関する相談窓口を設置する。 
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イ 環境の激変による精神疾患患者の発生、通院患者の医療中断状況を踏まえて、臨

機に精神科救護所を設置する。 

 

５ 福祉サービスの提供 

  市は、府と連携して、被災した高齢者・障害者等に対して、被災状況やニーズの把握

に努めるとともに、関係団体と協力して、継続的に福祉サービスの提供を行う。 

(1) 福祉ニーズの把握 

市は、被災した高齢者、障害者等に対して、必要な福祉サービスが組織的、継続的

に提供できるよう、府と連携して、福祉ニーズの迅速な把握に努める。 

また、被災により保護者を失う等の要保護児童の迅速な発見、保護に努める。 

(2) 支援活動 

市は、府と連携して、被災した高齢者、障害者等に対して、関係団体と協力し、ホ

ームヘルパーの派遣等必要な在宅福祉サービスの継続的な提供に努める。 

(3) 緊急入所等 

市は、府と連携して、被災により、居宅、避難所等で生活できない高齢者、障害者

等について、本人の意思を尊重した上で、福祉型避難所への避難又は関係団体の協力

を得て、社会福祉施設への緊急一時入所を迅速かつ円滑に行う。 

 

６ 応援要請 

市は、防疫活動、食品衛生監視活動、健康維持活動及び福祉サービスの提供において、

市単独での対処が困難になった場合は、府及び近隣市町に応援を要請する。 

 

７ 動物の保護等に関する配慮 

市は、「動物の保護等に関して地方公共団体が配慮すべき事項についての基本的な考え

方について（平成17年８月31日付環境省自然環境局総務課動物愛護管理审及び農林水産

省生産局畜産部畜産企画課通知）」を踏まえ、府と連携して、危険動物等の逸走対策、要

避難地域等において飼養又は保管されていた家庭動物等の保護について、所要の措置を

講ずるよう努める。 
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第６節 廃棄物の処理 

 

市は、府と連携して、廃棄物処理法及び国民保護法第124条の規定による特例に基づき、

し尿、ごみ及びがれきについて、被災地の衛生状態の保持及び復旧活動の円滑な促進のた

め、適正な処理を实施する。 

 また、市は、ごみ及びがれきの処理について、豊中市伊丹市クリーンランドと武力攻撃

災害時における施設の被害状況や処理量などに関する相互連絡体制等を調整しておき、密

接に連携して、処理を進める。 

 

１ し尿処理 

(1) 初期対応 

ア 上水道、下水道、電力等ライフラインの被害状況と復旧見込みを勘案し、避難所

をはじめ被災地域（安全な地域に限る。）におけるし尿の収集処理見込み量及び仮設

トイレの必要数を把握する。 

イ し尿処理施設の被害状況と復旧見込みを把握する。 

ウ 被災者の生活に支障が生じることのないように、高齢者、障害者に配慮しつつ、

速やかに仮設トイレを設置する。 

(2) 処理活動 

ア 速やかに、し尿の収集処理体制を確保する。 

イ 消毒剤、消臭剤等及び散布機器を確保し、仮設トイレの衛生状態を保つ。 

ウ 必要に応じて、府、近隣市町、関係団体に応援を要請する。 

 

２ ごみ処理 

(1) 初期対応 

ア 避難所をはじめ被災地域（安全な地域に限る。）におけるごみの収集処理見込み量

を把握する。 

イ ごみ処理施設の被害状況と復旧見込みを把握する。 

(2) 処理活動 

ア 被災地の生活に支障が生じないように、ごみの収集処理を適切に行う。 

イ 必要に応じて、仮置場、一時保管場所を設置する。 

ウ 防疫上、早期の収集が必要な生活ごみは、迅速に収集処理する。 

エ 消毒剤、消臭剤等及び散布機器を確保し、仮置場、一時保管場所における衛生状

態を保つ。 

オ 必要に応じて、府、近隣市町、関係団体に応援を要請する。 
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３ がれき処理 

(1) 初期対応 

ア がれきの発生量を把握する。 

イ がれきの選別・保管・焼却等のために、長期間の仮置きが可能な場所を確保する

とともに、がれきの最終処分までの処理ルートの確保を図る。 

(2) 処理活動 

ア がれき処理については、危険なもの、通行上支障のあるもの等を優先的に収集・

運搬する。 

イ がれきの適正な分別・処理・処分を行うとともに、可能な限り木材やコンクリー

ト等のリサイクルに努める。 

ウ アスベスト等有害な廃棄物による環境汚染の未然防止に努めるとともに、住民及

び作業者の健康管理及び安全管理に十分配慮する。 

エ 必要に応じて、府、近隣市町、関係団体に応援を要請する。 

 

 

 

第７節 被災情報の収集・報告 

 

１ 被災情報の収集 

(1) 市長は、電話、とよなか同報・移動通信システム等その他の通信手段により、武力

攻撃災害が発生した日時及び場所又は地域、発生した武力攻撃災害の状況の概要、人

的及び物的被害の状況等の被災情報について収集する。 

(2) 市長は、情報収集に当たっては、府警察、海上保安部等などとの連絡を密にする。 

また、特に消防機関は、機動的な情報収集活動を行うため、必要に応じ消防車両等

を活用した情報の収集を行う。 

 

２ 被災情報の報告 

(1) 市長は、自ら収集した被災情報については、火災・災害等即報要領（昭和59年10月

15日付け消防災第267号消防庁長官通知）に基づき、電子メール、ファクシミリ等によ

り直ちに知事に報告する。 

(2) 市長は、第一報を知事に報告した後も、随時被災情報の収集に努めるとともに、収

集した情報について消防庁が定める様式に従い、電子メール、ファクシミリ等により

知事が指定する時間に報告する。なお、新たに重大な被害が発生した場合など、市長

が必要と判断した場合には、直ちに、火災・災害等即報要領に基づき、知事に報告する。 
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第８節 広報・広聴 

 

１ 広報 

市は、情報の錯綜等による混乱を防ぐとともに、被災地の住民等の適切な判断と行動

を助けるため、事態の推移、国民保護措置の实施状況等について、広報車、広報誌、市

ホームページ等の市が保有するあらゆる手段を用い、また、自治会等の地域住民組織や

報道機関の協力を得るなどして、正確かつ積極的な情報提供に努める。 

また、提供する情報の内容について、府に通知し、情報交換を行うなど府との連携に

留意する。 

 

２ 広聴 

市は、武力攻撃事態等における混乱状態を解消するため、国民保護措置の实施状況、

被害状況、各種支援施策等に関する総合相談窓口を開設し、住民等からの相談等にあた

る。 
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 第５章   国民生活の安定         

 

１ 生活関連物資等の価格安定 

武力攻撃事態等において、物価の安定を図り、国民生活との関連性が高い物資若しくは

役務又は国民経済上重要な物資若しくは役務（以下「生活関連物資等」という。）の適

切な供給を図るとともに、価格の高騰や買占め及び売惜しみを防止するために、市は、

府等の関係機関が实施する措置に協力する。 

 

２ 避難住民等の生活安定等 

(1) 被災児童・生徒等に対する教育 

市教育委員会は、府教育委員会と連携し、被災した児童・生徒等に対する教育に支

障が生じないようにするため、避難先での学習機会の確保、教科書の供給、授業料の

減免、被災による生活困窮家庭の児童・生徒に対する就学援助等を行うとともに、避

難住民等が被災地に復帰する際の必要に応じた学校施設等の応急復旧等を関係機関

と連携し、適切な措置を講ずる。 

(2) 公的徴収金の減免等 

市は、避難住民等の負担軽減のため、法律及び条例の定めるところにより、市税に

関する申告、申請及び請求等の書類の提出、納付又は納入に関する期間の延期並びに

市税（延滞金を含む。）の徴収猶予及び減免の措置を災害の状況に応じて实施する。 

 

３ 生活基盤等の確保 

(1) 水の安定的な供給 

水道事業者として市は、消毒その他衛生上の措置、被害状況に応じた送水停止等、

武力攻撃事態等において水を安定的かつ適切に供給するために、府と連携して必要な

措置を講ずる。 

(2) 道路の適切な管理 

道路管理者として市は、武力攻撃事態等において、当該施設としての機能を十分に

発揮されるよう施設の状況確認、安全の確保などを行い、当該道路を適切に管理する。 

(3) 指定（地方）公共機関との連携 

 市は、市域を業務範囲とする指定（地方）公共機関である電気、ガス、電気通信事

業者、道路管理者、運送事業者等が、各々の国民保護業務計画に基づき实施する応急

対策等について、各事業者等の自主性に留意しつつ、防災での連携に準じて、相互連

絡体制を確保する。 
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 第３編  平素からの備え 
                     

  第１章      組織・体制の整備               

 

第１節  市における組織・体制の整備 

 

１ 各部局等における業務 

市の各部局等は、国民保護措置を的確かつ迅速に实施できるようにするため、次の表

に掲げる業務等を行う。 

部局等名 平素の主な業務 

行財政再建対策审 ・衛星電話など関係機関との連絡手段の取扱いの習熟に関すること 

危機管理审 ・国民保護に関する業務の総括に関すること 

・国民保護に係る関係機関との連絡調整に関すること 

・国民保護協議会の運営に関すること 

・市国民保護対策本部に関すること 

・避難实施要領のパターンの作成に関すること 

・物資及び資材の備蓄等に関すること 

・国民保護措置についての訓練に関すること 

・自主防災組織の活動支援に関すること 

・国民保護に関する啓発に関すること 

・安否情報事務に係る総合調整に関すること 

総務部 

 

・職員の研修に関すること 

・特殊標章等の交付等に関すること 

・警報等の伝達・通知先の把握に関すること 

・所管に属する避難所での安否情報の収集・提供体制の整備に関すること 

・広報車両の把握に関すること 

人権文化部 

 

 

 

・（財）とよなか国際交流協会との連絡調整に関すること 

・外国人に対する支援体制の整備に関すること 

・所管避難施設の運営体制の整備に関すること 

・警報等の伝達・通知先の把握に関すること 

・所管に属する避難所での安否情報の収集・提供体制の整備に関すること 

政策企画部 ・広報に関すること 

・情報通信システムの整備に関すること 

・避難誘導体制の整備に関すること 

・自治会との連絡調整に関すること 

・市長部局等における警報等の伝達体制に関すること 

・警報等の伝達・通知先の把握に関すること 

環境部 

 

・廃棄物処理に関すること 

・公園緑地施設の把握、対策に関すること 

資料４ 
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・総合相談窓口の体制整備に関すること 

・豊中市伊丹市クリーンランドとの連絡調整に関すること 

・警報等の伝達・通知先の把握に関すること 

財務部 

 

・国民保護関係予算に関すること 

・市税の減免に関すること 

・警報等の伝達・通知先の把握に関すること 

市民生活部 ・安否情報の集約と提供体制の整備に関すること 

・商工会議所との連絡調整に関すること 

・所管避難施設の運営体制の整備に関すること 

・警報等の伝達・通知先の把握に関すること 

・所管に属する避難所での安否情報の収集・提供体制の整備に関すること 

健康福祉部 ・所管避難施設の運営体制の整備に関すること 

・高齢者、障害者その他特に配慮を要する者の安全確保及び支援体制の整備に関

すること 

・医療体制の整備に関すること 

・(社福)豊中市社会福祉協議会との連絡調整に関すること 

・死体の処理並びに埋葬及び火葬に係る体制整備に関すること 

・介護保険事業者等との連絡調整に関すること 

・医師会等との連絡調整に関すること 

・日本赤十字社との連絡調整に関すること 

・警報等の伝達・通知先の把握に関すること 

・所管に属する避難所での安否情報の収集・提供体制の整備に関すること 

こども未来部 ・保育所等所管する施設の児童の保護に関すること 

・妊産婦・乳幼児に対する支援体制の整備に関すること 

・所管避難施設の運営体制の整備に関すること 

・警報等の伝達・通知先の把握に関すること 

・所管に属する避難所での安否情報の収集・提供体制の整備に関すること 

まちづくり推進部 ・住宅協会との連絡調整に関すること 

・所管避難施設の運営体制の整備に関すること 

・警報等の伝達・通知先の把握に関すること 

・所管に属する避難所での安否情報の収集・提供体制の整備に関すること 

土木部 ・道路状況の把握、対策に関すること 

・水防に関すること 

・応急仮設住宅の建設用地に関すること 

・警報等の伝達・通知先の把握に関すること 

・所管に属する避難所での安否情報の収集・提供体制の整備に関すること 

会計审 ・他部局に対する応援のための体制の整備に関すること 

・警報等の伝達・通知先の把握に関すること 

豊中病院 ・豊中病院における医療体制の整備に関すること 

・医薬品等の供給体制の整備に関すること 

・災害医療協力病院との連絡調整に関すること 

・警報等の伝達・通知先の把握に関すること 

・豊中病院での安否情報の収集・提供体制の整備に関すること 
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上下水道局 ・水道施設の警戒等の予防対策に関すること 

・応急給水に関すること 

・下水道機能の確保に関すること 

・警報等の伝達・通知先の把握に関すること 

消防本部 

 

・武力攻撃災害への対処に関すること 

・警報等の伝達に関すること 

・住民の避難誘導に関すること 

・消防団の充实・強化に関すること 

・消防職員への特殊標章の交付・管理に関すること 

・ＮＢＣ対応資機材等の整備に関すること 

・活動体制の整備に関すること 

・国民保護措置についての訓練に関すること 

・国民保護の啓発に関すること 

・ＮＢＣ災害対応の専門的人材育成・研修に関すること 

・警報等の伝達・通知先の把握に関すること 

・消防機関相互の連携に関すること 

教育委員会 ・公立学校等への警報等の伝達体制の整備に関すること 

・児童・生徒の避難に関すること 

・所管避難施設の運営体制の整備に関すること 

・警報等の伝達・通知先の把握に関すること 

・所管に属する避難所での安否情報の収集・提供体制の整備に関すること 

農業委員会事務

局 

・農業者に関すること 

・市民生活部との連携に関すること 

・警報等の伝達・通知先の把握に関すること 

各行政委員会事

務局 

・他部局に対する応援のための体制の整備に関すること 

・警報等の伝達・通知先の把握に関すること 

 

２ 職員の配備体制の整備 

(1) ２４時間即応体制の確立 

ア 市は、武力攻撃等が発生した場合において、事態の推移に応じて速やかに対応す

る必要があるため、２４時間体制の消防本部及び市役所庁舎守衛から、速やかに市

長及び危機管理監等に情報連絡が行えるよう体制の確立を図る。 

イ 市は、時間外、閉庁日において、突発的な事案の発生に迅速かつ的確に対応でき

るよう、国民保護措置の初動時における対処について、消防本部、消防団と一体と

なって対応できる体制を確保する。 

(2) 市対策本部員等への連絡網の整備 

市は、武力攻撃事態等の発生時に市対策本部員等が迅速に参集できるよう、あらか

じめ携帯電話等を連絡手段とする連絡網を作成するとともに、携帯メールを活用した

呼出など、即時に緊急招集を行えるような環境を整備する。 

(3) 市対策本部員等の代替職員の確保 

市対策本部員等が、交通の途絶、職員の被災などにより参集が困難な場合等も想定
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し、あらかじめ、参集予定職員の次席の職員を代替参集職員として指名しておく。 

 

３  参集職員の服務基準等 

市は、参集した職員の配置及び行うべき所掌事務を、あらかじめ定めるとともに、各

部局等は、緊急連絡網を定め、勤務時間外についても国民保護措置の迅速な活動体制を

可能にしておく。 

 

４  市対策本部の機能確保 

市は、防災に関する体制を活用しつつ、市対策本部を設置した場合において、その機

能が確保されるよう、以下の項目について定める。 

① 交代要員の確保その他職員の配置 

② 食料、燃料等の備蓄 

③ 自家発電設備の確保 

④ 仮眠場所及び仮眠に必要な設備等の確保   

   ⑤ 対策本部の予備施設の指定  等 

 

５  消防機関の体制 

(1) 消防本部及び消防署における体制 

消防本部及び消防署においては、市における参集基準等と同様に、消防本部、消防

署等における初動体制を整備するとともに、職員の参集基準を定める。 

(2) 消防団の充実・活性化の推進等 

消防本部は、消防団が避難住民の誘導等に重要な役割を担うことにかんがみ、府と

連携し、地域住民の消防団への参加促進、消防団に係る広報活動、全国の先進事例の

情報提供、施設及び設備の整備の支援等の取組を積極的に行い、消防団の充实・活性

化を図る。 

また、消防本部は、府と連携して、消防団に対する国民保護措置についての研修を

实施するとともに、消防団の国民保護措置についての訓練への参加を促す。 

さらに、消防本部は、消防本部及び消防署における参集基準等を参考に、消防団員

の招集基準を定める。 

(3) 消防本部と消防団の連携 

消防本部は、武力攻撃災害への対処や警報の伝達、避難住民の誘導等について、消

防団の装備、資機材、活動内容等を踏まえ、合同の訓練を行うなど实践的な連携体制

を整備する。 
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第２節 関係機関との連携 

 

１  連携体制の整備 

(1) 防災のための連携体制の活用 

市は、武力攻撃事態等への効果的かつ迅速な対処ができるよう、防災のための連携

体制も活用し、関係機関との連携体制を整備する。 

(2) 関係機関の連絡先一覧の作成等 

市は、国、府、他の市町村、指定（地方）公共機関その他の関係機関等の連絡先一

覧を作成・更新する。 

(3) 関係機関との情報共有 

市は、関係機関との意見交換・情報交換の場を設置する（又は設置されている場合

は参加する）等により、関係機関との情報の共有化等を図る。 

 

２ 指定地方行政機関との連携 

  市は、市域に係る国民保護措置が円滑に实施できるよう、関係指定地方行政機関との

連携を図る。 

 

３  府との連携 

(1) 府の連絡先一覧の作成等 

市は、緊急時に連絡すべき府の連絡先及び担当部署（担当部局名、所在地、電話・

ファックス番号、電子メールアドレス等）等の一覧を作成・更新する。 

(2) 府との情報共有 

市は、府と連携した対応が行えるよう、「市町村防災・危機管理担当部課長会議」

の場を活用するなどして、緊密な情報の共有を図る。 

 (3) 府警察との連携 

市長は、自らが管理する道路について、武力攻撃事態時において、道路の通行禁止

措置等に関する情報を道路利用者に積極的に提供できるよう、府警察と必要な連携を

図る。 

 

４  他の市町村との連携 

(1) 近隣市町との連携体制 

市は、豊能３市２町において、防災対策における相互応援協定の締結や合同防災訓

練の实施など、広域連携の方策を講じているとともに、北摂７市３町とも、市町村国

民保護計画について調査等を行ってきた。こうした連携・協力体制や豊中市の地域特
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性を踏まえ、武力攻撃事態等において、市町相互に連携した対応が円滑に行えるよう、

平素から、武力攻撃事態における近隣市町間の連携体制の整備を推進する。 

(2) 広域的な相互応援体制の整備 

市は、武力攻撃事態等において市域を越える避難や救援が行われることを踏まえ、

近隣市町間で人的及び物的な相互応援ができるよう、防災に関する相互応援協定等に

ついて必要な見直しを行うなど、豊能ブロック３市２町をはじめとした広域的な相互

応援体制を整備する。 

(3) 消防機関の連携体制の整備 

消防本部は、消防機関の活動が円滑に行われるよう、近隣市町の消防機関との応援

体制の整備を図るとともに、ＮＢＣを用いた武力攻撃災害への対応に必要となる特殊

な資機材等を含めた消防力の整備状況についての情報交換や、必要により既存の消防

応援協定等の見直しを行うことなどにより、消防機関相互の連携を図る。 

    

５  指定（地方）公共機関等との連携 

(1) 連絡先の把握 

市は、市国民保護協議会への参画や訓練の实施等を通じて、市域内の指定（地方）

公共機関等との緊密な連携を図るとともに、連絡先等について、把握しておく。 

(2) 関係機関との協定の締結等 

市は、関係機関から国民保護措置の实施について協力が得られるよう、物資及び資

材等の提供又はその輸送等について、防災のために締結されている協定の見直しを行

うなど、必要な連携体制の整備を図る。 

 

６ 地域住民等との協力体制の推進 

市は、武力攻撃事態等において、警報の伝達、避難住民の誘導、救援、武力攻撃災害

への対処など多くの措置を講じることになるが、これらの国民保護措置を的確かつ迅速

に实施するためには、地域住民や地域で活動する関係団体等の自発的な協力が必要にな

ると考えられる。 

このため、平常時から、地域の連帯感を育むコミュニティ活動の活性化を進め、武力

攻撃事態等においても、地域住民相互が助け合い、支えあう自助・共助に基づく自発的

な活動が行われるよう、環境づくりの推進及び関係団体等との協力体制の構築に努める。 

この際、地域住民等の協力が自発的な意思に委ねられるものであって、強制にわたる

ことがあってはならないことに留意する。 

(1) 関係団体との協力体制 

市は、防災のための連携体制を踏まえ、警報等の伝達や避難誘導などにおける災害
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時要援護者の支援について、社会福祉協議会、民生委員・児童委員、日本赤十字奉仕

団等の地域において活動する関係団体の自発的な協力が得られるよう、日頃から、意

見交換を行うなどして協力・連携体制の構築に努めるとともに、国民保護に資する活

動に対し支援を行うなど、その活動環境の整備を図る。 

(2) 地域住民組織との協力体制 

市は、警報等の伝達や避難誘導、救援、災害時要援護者支援等をきめ細やかに实施

するため、近隣住民間で助け合う共助に基づいた自発的な取組みが行われるよう、自

治会や自主防災組織等との協力関係の構築に努める。 

また、市は、防災講習会や職員の派遣等を通じて住民による自主的な防災組織づく

りの支援・育成に努め、地域の防災行動力の充实強化を図るとともに、協力関係を構

築しておくよう努める。また、自主防災組織等相互間及び消防団等との間の連携が図

られるよう配慮する。 

(3) 介護保険事業者等との協力体制 

市は、要介護者や障害者への警報等の伝達や避難について、介護保険事業者等の協

力が得られるよう、必要に応じて、協定を締結するなどにより、介護保険事業者等と

の協力体制の整備に努める。 

(4) 事業所との協力体制 

市は、従業員や利用者の安全確保のため、武力攻撃事態等においても、事業者が災

害や事故への対応に準じて、避難誘導など適切な対応を図るため必要となる措置の实

施に努めるよう要請する。 

また、市域内の事業所の国民保護に係る自発的な取組み又は近隣事業所や地域との

相互協力が行われるような新たな防災対策における連携が図られるよう支援すると

ともに、民間企業の有する広範な人的・物的ネットワークとの連携の確保を図る。 

 

 

第３節 研修 

 

１ 市職員に対する研修 

国民保護措置の实施時において、措置従事者の適切な対応を確保するため、危機管理

审と職員研修所は、国民保護法制、本計画内容、国際的な武力紛争に適用される国際人

道法等に係る研修を行う。 

また、市は、危機管理に的確に対応できる職員を育成するため、自治大学校や消防大

学校、市町村職員中央研修所、府などの研修課程を有効に活用し、職員の研修機会を確

保する。 
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２ 府等関係機関と連携した研修 

市は、府等関係機関と連携し、消防団員をはじめ国民保護措置の实施に従事する者に

対して研修を行う。研修に当たっては、必要に応じて有識者等を講師に招くとともに、

国が作成するビデオ教材やｅ-ラーニングを活用する。 

 

３ 消防本部による研修 

消防本部は、ＮＢＣ攻撃により発生した特殊災害に安全かつ適切に対応できるよう、

専門的人材を育成するための研修を行う。 

 

 

 

第４節 情報収集・提供 

 

１ 情報収集・提供のための体制の整備 

市は、武力攻撃等の状況、国民保護措置の实施状況、被災情報、その他の情報等を収

集及び整理し、関係機関及び住民に対して、適時適切な情報提供等を行えるよう、体制

の整備を図る。 

 

２ 広報責任者の選任等 

武力攻撃事態時の情報の一元化を図るため、あらかじめ災害広報責任者を選任する。

また、提供すべき項目の明確化や広報資料の文案の作成など、情報提供のための事前整

備を行う。この場合、市は、府の広報体制と連携を図ることができるようあらかじめ府

の体制を把握しておく。 

 

３ 相談窓口開設の体制整備 

住民等から寄せられる被災状況等に対する問い合わせ等に対して適切に対応できる

よう、相談窓口の開設等の体制を整備する。 

 

４ 関係機関との情報共有 

国民保護措置の实施のために必要な情報の収集、蓄積及び更新に努めるとともに、こ

れらの情報が関係機関により円滑に利用されるよう、情報セキュリティー等に留意しな

がらデータベース化等に努める。 
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５ 通信の確保 

市は、武力攻撃事態等における警報の伝達等に必要となる、とよなか同報・移動通信

システム等の、通信体制の整備に努める。 

また、市は、武力攻撃災害発生時においても情報の収集、提供を確实に行うため、情

報伝達ルートの多重化や停電等に備えて非常用電源の確保、災害時優先電話の確保を図

るなど、自然災害時における体制を活用して、情報収集及び連絡体制の整備に努める。 

 

６ 非常通信体制の確保・整備 

市は、国民保護措置の实施に関し、非常通信体制の整備を図るものとし、自然災害そ

の他の非常時における通信の円滑な運用を図ること等を目的として、関係省庁や電気通

信事業者等で構成された非常通信協議会との連携に十分配慮する。 

 

 

 

第５節 啓発 

 

１ 国民保護措置に関する啓発 

市は、国や府などの関係機関と連携しつつ、住民に対し、広報紙、テレビ、ラジオ、

パンフレット、インターネット等の様々な媒体を活用するとともに、防災に係る講座等

の様々な機会を通じて国民保護措置の重要性について広く啓発を行う。 

その際、点字や外国語を使用した広報媒体を使用するなどして、障害者、外国人等に

配慮する。 

 

２ 住民がとるべき行動等に関する周知 

市は、テロ等突発的な事案が発生した場合に、住民自らが身を守るためにとるべき行

動（「自助」）について、住民一人ひとりが認識してもらえるよう、国等が作成する資

料を活用するなどして、周知に努める。 

 

 

 

第６節 訓練 

 

市は、単独又は国、府をはじめ関係機関、他の市町村等と共同し、防災訓練との有機的

な連携を図りながら、国民保護訓練を实施し、対処能力の向上を図る。 
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訓練の实施にあたっては、以下に示す訓練項目などを实践的に实施できるよう、实動訓

練（人や物などを实際に動かす訓練）や図上訓練（状況付与に基づいて参加者に意志決定

を行わせる訓練）など訓練形態を適切に選択しながら行う。 

住民参加型の訓練を行う際は、あらかじめ、国民保護措置の重要性についての啓発活動

等により住民の理解を得た上で、当該訓練への参加について住民の自発的な協力の下に实

施する。 

その際、特に高齢者、障害者その他特に配慮を要する者への的確な対応が図られるよう

留意する。 

なお、訓練終了後は、参加者等から意見聴取を行うなどにより、課題や教訓を明らかに

した上で、計画の見直し等に反映させる。 

【訓練項目】 

① 対策本部の設置・運営訓練 

② 被害状況、安否情報などの収集・提供訓練 

③ 警報・避難指示などの通知・伝達訓練 

④ 避難誘導訓練 

⑤ 救援实施訓練 

 

 

 

第７節 備蓄等 

 

１ 市における物資及び資材の備蓄・整備 

(1）防災のための備蓄の活用 

市は、住民の避難や避難住民の救援等に必要な物資及び資材のうち、国民保護措置

のための備蓄と防災のための備蓄とを相互に兼ねることができるものについては、地

域防災計画で定められている備蓄品目や備蓄基準等を踏まえて備蓄・整備し、適宜備

蓄の品目、備蓄量、備蓄場所、物資及び資材の供給要請先等の確实な把握、点検等を

行う。 

(2）国民保護措置の実施のために必要な物資及び資材 

国民保護措置の实施のため、特に必要となる化学防護服や放尃線測定装置・除染器

具等の資機材については、国がその整備や整備の促進に努めることとされ、また、安

定ヨウ素剤や天然痘ワクチン等の特殊な医薬品等のうち、国において備蓄・調達体制

を整備することが合理的と考えられるものについては、国が必要に応じて備蓄・調達

体制の整備等を行うこととされているが、市としても、国の整備の状況等も踏まえ、
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府と連携しつつ対応する。 

 

２ 府・近隣市町・関係団体等と連携した備蓄・調達 

市は、府及び近隣市町と連携し、武力攻撃事態等が長期にわたった場合や、他の自治

体から避難住民を受け入れる場合においても、物資・資材を調達できるよう必要な体制

の整備に努める。 

また、大量に備蓄することが困難な品目などについては、関係団体・企業の協力のも

と、優先的に調達しうる体制の整備に努める。 

 

３  市が管理する施設及び設備の整備及び点検等 

(1) 施設及び設備の整備及び点検 

市は、国民保護措置の实施を念頭において、その管理する施設及び設備について、

整備し、又は点検する。 

(2) ライフライン施設の機能性の確保 

市は、その管理する上下水道施設等のライフライン施設について、自然災害に対す

る既存の予防措置を活用しつつ、系統の多重化、拠点の分散、代替施設の整備等によ

る代替性の確保に努める。 

(3) 復旧のための各種資料等の整備等 

市は、武力攻撃災害による被害の復旧の的確かつ迅速な实施のため、地籍調査の成

果、不動産登記その他土地及び建物に関する権利関係を証明する資料等について、既

存のデータ等を活用しつつ整備し、その適切な保存を図るとともに、バックアップ体

制を整備するよう努める。 

 

 

 

第８節 国民保護に関する調査研究 

 

市は、指定行政機関、府、他市町村、市域を管轄する指定（地方）公共機関が作成する

国民保護計画若しくは国民保護業務計画の内容を把握するとともに、市域における事態の

想定については、今後も国や府からの情報等を踏まえ、関係機関と連携して研究していく。 
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 第２章   避難・救援・災害対処            

 

第１節  避難 

 

１  基礎的資料の準備 

市は、迅速に避難住民の誘導を行うことができるよう、下記区分による人数を把握す

るとともに、住宅地図、道路網のリスト、避難施設のリスト、公共交通機関の輸送力の

リスト等必要な基礎的資料を準備する。 

① 町丁、事業所、学校単位 

  ② 災害時要援護者（在宅者、病院入院患者、社会福祉施設入所者） 

  ③ 外国人（言語別） 

 

２  警報の伝達・通知 

(1) 警報の伝達・通知先の確認 

市は、知事から警報等の通知があった場合、市長が伝達・通知を行うことになる関

係のある公私の団体等関係機関の連絡先、連絡方法等について確認しておく。 

  (2) 府警察との連携 

市長は、警報の内容の伝達を的確かつ迅速に行うため、市の伝達体制や伝達手段に

ついて、府警察に事前に情報提供をするなど、協力体制を構築する。 

住         民 

市     長 

職員・消防長・消防団長 

行政機関ルート 

防災行政無線、 

広報車、インター

ネット等 

府警察 

自主防災組織・自治会等 

地域住民組織ルート 

施設管理者、社会福祉協議会等 

国際交流関係団体等 

関係団体ルート 
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(3) 伝達手段の確認等 

ア 市は、サイレンの可聴地域を把握するとともに、不可聴地域については、広報車

の走行ルートや、掲示板の設置等の検討を行うなど、既存の伝達手段について、整

備・点検等を行う。 

イ 市は、地域におけるケーブルテレビ会社（豊中・池田ケーブルネット㈱）と警報

の緊急放送体制の整備について、事前に調整しておく。 

(4) 曜日、時間帯に配慮した伝達体制の確立 

ア 市は、夜間、休日等においても警報の伝達等を迅速に対応できるよう、消防本部

との連携を強化するとともに、消防本部からも、とよなか同報通信システムでのサ

イレンの吹鳴等を行えるよう機器を配置する。 

イ 通勤や通学などで外出していることが多い平日・昼間帯には、事業所、学校、大

規模集実施設等の協力が必要となるため、商工会議所、学校関係者など関係者への

協力要請を行うなど、関係者との協力体制の構築に努める。 

ウ 曜日、時間帯を問わず、きめ細かく警報の内容を伝達するため、自治会、自主防

災組織等の地域住民組織や社会福祉施設、病院、民生委員・児童委員、社会福祉協

議会等の医療・福祉関係者、国際交流関係団体を通じた伝達が行えるよう、連絡体

制の構築に努める。 

また、地域住民が互いに声をかけあうなど、地域ぐるみで助け合う共助に基づく

伝達が行われるよう、市民相互が支えあうまちづくりを推進する。 

(5) 大規模集客施設等に対する警報の伝達のための準備 

市は、府から警報の通知を受けたときに、府との役割分担のもと警報の伝達を行う

こととなる、市域に所在する学校、病院、駅、空港、大規模集実施設、大規模集合住

宅、官公庁、事業所その他の多数の者が利用又は居住する施設について、連絡先、連

絡方法を確認しておく。 

(6) 伝達方法の住民への周知 

ア  伝達用サイレンの周知 

市は、国民保護に係る住民へのサイレン音（「国民保護に係る警報のサイレンに

ついて」平成17年７月６日付け消防運第17号国民保護運用审長通知）について、国・

府と連携して、訓練等の様々な機会を活用して住民に十分な周知を図る。 

イ 伝達体制等の周知 

市は、住民等への警報の伝達手段（サイレン、とよなか同報通信システム、地域

住民組織等への協力依頼、ケーブルテレビの緊急テロップ等）や、放送事業者であ

る指定（地方）公共機関がそれぞれの国民保護業務計画で定めるところにより行う

警報の内容の放送など、住民の情報収集手段について、住民に対し、あらかじめ周
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知する。 

(7) 災害時要援護者への伝達 

ア 在宅の災害時要援護者 

市は、本人の意思やプライバシーの保護に十分配慮し、あらかじめ、対象者の事

前把握に努め、社会福祉協議会や民生委員・児童委員、介護保険事業者等の福祉関

係者との協力体制を構築するとともに、近隣住民の自発的な協力が得られるような

環境づくりを推進し、対象者への伝達ルート・手段をあらかじめ構築し又は確認し

ておく。 

イ 社会福祉施設入所者・病院入院患者 

市は、府との事前の役割分担に基づき、対象となる地域の社会福祉施設及び病院

を把握し、施設管理者と協議の上、伝達方法等を定める。 

ウ 日本語の理解が十分でない外国人市民等 

市は、あらかじめ基本文例を検討しておくほか、（財）とよなか国際交流協会そ

の他の国際交流関係団体と連携し、日本語の理解が十分でない外国人市民等にも警

報が伝わるよう環境づくりに努める。 

(8) 新たな伝達手段の検討 

   情報の伝達に当たっては、仮に一つの伝達経路が断絶したとしても、他の手段によ

り必要な情報を伝達できるよう、複数の手段を確保する必要があり、的確かつ迅速な

伝達に資する新たな伝達手段について検討する。 

 

３ 避難誘導 

(1) 避難実施要領のパターンの作成 

市長は、市の他の執行機関、消防長・消防団長、府、府警察、海上保安部等、自衛

隊などの関係機関と緊密な意見交換を行いつつ、消防庁が作成するマニュアル及び府

計画を参考に、複数の避難实施要領のパターン（市域を越えるパターンを含む。）を

あらかじめ作成し、府に報告する。 

この場合において、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、外国人等の避難方法、誘導

方法等や昼間人口の存在、交通渋滞の発生状況などについて配慮する。 

(2) 災害時要援護者の避難誘導 

    ア 社会福祉施設入所者、病院入院患者等 

(ｱ) 市は、病院、社会福祉施設等、自ら避難することが困難な者が入院・滞在して

いる施設の管理者に対し、職員による引率、保護者への連絡及び引渡しなどのほ

か、車椅子や担架による移動補助、車両による搬送など、火災や地震等への対応

に準じて避難誘導を適切に行うため必要となる措置の实施に係る体制の確立に
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努めるよう要請する。 

   なお、市は、指定管理者制度の導入状況を踏まえ、指定管理者との連携体制の

確立にも留意する。 

(ｲ) 市は、入所者数を踏まえた搬送手段の確保の方策について施設管理者と調整す

るとともに、地域住民等の自発的協力が得られる体制づくりを推進するため、地

域社会との連携が図られるよう環境整備に努める。 

(ｳ) 市は、重篤入院患者等、避難誘導中あるいは避難先においても継続的に医療や

介護を必要とする者については、その搬送手段、搬送先について、あらかじめ、

医療機関や社会福祉施設等関係機関との調整を行う。 

イ 在宅の災害時要援護者 

市は、社会福祉協議会、民生委員・児童委員、介護保険事業者など福祉関係者等

との連携・協力体制を整備するとともに、近隣住民の協力を得て、地域ぐるみで災

害時要援護者の避難を支援する仕組みづくりの推進に努める。 

(3) 近隣市町との連携の確保 

市は、市域を越える避難や退避を念頭において、平素から、近隣市町と想定される

避難経路や相互の支援の在り方等について意見交換を行うとともに、訓練を实施する

などして、緊密な連携を確保する。 

(4) 学校や事業所との連携 

市は、学校や大規模な事業所における避難に関して、時間的な余裕がない場合にお

いては、学校、事業所単位により集団避難できるよう、平素から、各学校、各事業所

における避難の在り方について、意見交換や避難訓練等を通じて、対応を確認する。 

また、市及び市教育委員会は、児童・生徒の避難について、自然災害時の対応に準

じて、教職員等による引率、保護者への連絡及び引渡しを行えるよう連絡網を整備す

るとともに、適切な避難誘導を行うことができるよう対応を確認する。 

(5) 集合場所の候補地の選定等 

市は、避難住民の誘導を行うに当たって、車両等による運送の拠点性、公共交通機

関からの距離、地域の偏り等を考慮し、あらかじめ避難住民を一時的に集合させる候

補地を選定し、住民等に周知しておく。 

(6) 人口密度が高いことに対する配慮 

   第４編第２節４(2)ア及びイ参照 

 

４ 避難施設 

(1) 避難施設の指定 

  知事は、区域の人口、都市化の状況、防災のための避難場所の指定状況など地域の
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实情を踏まえ、事態類型・事態例を念頭に置きつつ、市町村と連携して、次の避難施

設を指定するとされている。 

タイプ 施設例 主な目的 

収容型 学校、公民館、集会場、体育館等 避難の期間が比較的長期に及ぶ場合の避難施設 

集合型 公園、広場、駐車場等 

ⅰ 避難の際の一時的な集合場所 

ⅱ 救援（炊き出しや医療の提供など）の 

实施場所 

ⅲ 応急仮設住宅、臨時医療施設等の建設用地 

退避型 
堅ろうな建築物、地下施設（地下街、 

地下駅舎、地下駐車場）等 

爆風等からの直接の被害を軽減するための 

一時的な避難施設 

福祉型 社会福祉施設、宿泊施設等 
高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦その他の 

特に配慮を要する者を収容する福祉避難施設 

(2) 指定への協力 

市は、府が行う避難施設の指定に際し、必要な情報を適切に提供するなど、府に協

力する。 

市は、府が指定した避難施設に関する情報を避難施設データベース等により、府と

共有するとともに、府と連携して住民に周知する。 

 

５ 運送の確保 

(1) 運送事業者の輸送力及び輸送施設に関する情報の把握 

市は、府と連携して、運送事業者の輸送力及び輸送施設に関する情報を把握・共有

する。 

ア 鉄道 

市は、市域内における各鉄道事業者の輸送能力及び連絡先を把握する。 

イ バス 

市は、市域内におけるバス事業者の輸送能力、連絡先について把握する。 

(2) 市が保有する輸送力の把握 

市は、その保有するバス及び福祉用車両など、避難住民の運送に使用できる車両に

ついてあらかじめ定める。 

なお、使用できる車両は、災害時要援護者の運送手段に優先的に利用する。 

(3) 介護保険事業者との協力体制の構築 

  市は、自力で避難することが困難な災害時要援護者の避難手段について、介護保険

事業者と連携を密にし、必要に応じて協定を締結するなどして、運送手段の確保に努
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める。 

(4) 運送経路の確認 

市は、武力攻撃事態等における避難住民の運送及び緊急物資の運送を円滑に行うた

め、府と連携して、運送車両の運行を確保するための経路等について、府警察及び道

路管理者と協議しておく。 

また、市域を越えて円滑に避難誘導が行えるよう、経路等について、府及び近隣市

町と協議しておく。 

 

 

 

第２節 救援 

 

１ 救援に関する基本的事項 

(1) 基礎的資料の準備等 

市は、府と連携して、関係医療機関のデータベース、備蓄物資のリスト等の基本的

資料を準備する。 

(2) 府との調整 

市は、自然災害時における活動状況等を踏まえ、救援における府との役割分担等に

ついて、あらかじめ府と調整を行う。 

市は、事前の調整により市の役割となる事務について、円滑に实施できるよう、必

要な備えを行う。 

 

２ 安否情報の収集・整理・提供 

(1) 安否情報収集のための体制整備 

市は、安否情報を円滑に収集、整理、報告及び提供することができるよう、安否情

報の収集、整理、報告及び提供の責任者をあらかじめ定め、必要な研修・訓練を行う。

また、府の安否情報収集体制（担当の配置や収集方法・収集先等）を把握する。 

(2) 安否情報の収集に協力を求める関係機関との連携 

市は、負傷、死亡した住民の安否情報の収集を円滑に行うため、情報収集先となる

府警察、医療機関等と、具体的な収集方法等について、意見交換等を行うなどして、

連携体制の確立に努める。 
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第３節  災害対処 

 

１ 被災情報の収集・連絡体制の整備 

市は、被災情報の収集、整理及び知事への報告等を適時かつ適切に实施するため、あ

らかじめ情報収集・連絡に当たる担当者を定めるとともに、必要な体制の整備を図る。 

 

２ 生活関連等施設の把握 

市は、その区域内に所在する生活関連等施設について、府を通じて把握するとともに、

府との連絡体制を整備する。 

 

３ ごみ・がれき処理に係る調整 

  市は、武力攻撃災害時におけるごみ・がれき処理について、豊中市・伊丹市クリーン

ランドと事前に相互連絡体制、搬入などの实施手順等について協議しておく。 

 

４ 指定（地方）公共機関との連絡体制の整備 

市域を業務範囲とする指定（地方）公共機関である電気、ガス、電気通信事業者、道

路管理者、運送事業者等が、それぞれの国民保護業務計画に基づき实施する応急対策等

について、防災での連携に準じて、緊密な相互連絡を図れるよう、市は、具体的な運用

について、各事業者等と協議し、事前に定めておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 126 

  第３章 特殊標章等の交付及び管理           

 

市は、ジュネーヴ諸条約及び第一追加議定書に規定する特殊標章及び身分証明書（以下

「特殊標章等」という。）を交付及び管理することとなるため、これらの標章等の適切な

交付及び管理に必要な事項について、以下のとおり定める。 

 

１ 意義 

ジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書（第一追加

議定書）において規定される特殊標章等は、国民保護措置に係る職務、業務又は協力（以

下この章において「職務等」という。）を行う者及びこれらの者が行う職務等に使用さ

れる場所又は車両、船舶、航空機等（以下この章において「場所等」という。）を識別

するために使用することができ、それらは、ジュネーヴ諸条約及び第一追加議定書の規

定に従って保護される。 

 

２ 内容 

(1) 特殊標章 

第一追加議定書に規定される特殊標章（オレンジ色地に青の正三角形） 

(2) 身分証明書 

第一追加議定書に規定される身分証明書（様式のひな型は下記のとおり。） 

(3) 識別対象 

国民保護措置に係る職務等を行う者、国民保護措置に係る協力等のために使用され

る場所等 

 

 

 

 

（オレンジ色地に青の正三角形） 
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３ 特殊標章等の交付及び管理 

(1) 市長、消防長及び水防管理者は、「赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用

に関するガイドライン（平成17年８月２日閣副安危第321号内閣官房副長官補（安全

保障・危機管理担当）付内閣参事官（事態法制担当）通知」に基づき、具体的な交付

要綱を作成した上で、それぞれ以下に示す職員等に対し、特殊標章等を交付及び使用

させる。 

ア 市長 

① 市の職員（消防長の所轄の消防職員を除く。）で国民保護措置に係る職務を

行うもの 

② 消防団長及び消防団員で国民保護措置に係る職務を行うもの 

③ 市長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者 

④ 市長が实施する国民保護措置の实施に必要な援助について協力をする者 

イ 消防長 

① 消防長の所轄の消防職員で国民保護措置に係る職務を行うもの 

② 消防長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者 

③ 消防長が实施する国民保護措置の实施に必要な援助について協力をする者 

（国民保護措置に係る職務等を行う者用の身分証明書のひな型） 
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ウ 水防管理者 

① 水防管理者の委託により国民保護措置に係る業務を行う者 

② 水防管理者が实施する国民保護措置の实施に必要な援助について協力をす

る者 

(2) 市長、消防長及び水防管理者は、特殊標章等の使用に係る申請を受けた場合は、交

付要綱の規定に基づき、特殊標章等の使用を許可する。 

 

４ 赤十字標章等の使用 

市は、赤十字標章等の交付等の対象となる市の管理する医療施設及び市職員である医

療関係者（国民保護施行令第18条の医療関係者をいう。）において、赤十字標章等を使

用する場合、大阪府が定める交付要綱に基づき、知事の許可を受けて、適正に使用する。 
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 第４編 地域特性を踏まえた対処及び備え 
 

武力攻撃事態等における国民保護措置又はそのために必要となる平素からの備えにつ

いては、本計画の第２編、第３編において定めるところである。 

基本指針において、武力攻撃事態等の具体の想定は、武力攻撃の手段、その規模の大

小、攻撃パターンなどにより異なることから、どのようなものになるかについて一概に

言えないとされている。 

このため、市域における武力攻撃事態の具体の想定を行うことは困難であるが、特に

留意すべき市の地域特性を踏まえ、特に必要となる対処及び平素の備えについて定める。 

 

 

第１節 本市において特に留意が必要な地域特性 

 

特に留意が必要と考えられる地域特性として、次に掲げる事項が想定される。 

 

 ① 国内線の基幹空港である大阪国際空港が位置する。 

【大阪国際空港の利用状況】 

 

 

 

 

（平成21年（2009年）版豊中市統計書） 

 

② 北大阪地域の新都心と位置付けられる千里中央地区を擁する。 

【公共交通機関の乗降実数の状況】 

北大阪急行 8.9万人／日（平成 20年（2008年）） 

大阪モノレール 3.3万人／日（平成 20年（2008年）） 

阪急バス 3.9万人／日（平成 20年（2008年）） 

（平成21年（2009年）版豊中市統計書） 

 

 

 

路線：国内主要都市へ31路線（平成22年（2010年）8月現在大阪国際空港ＨＰ） 

利用実：15,633千人／年（4.3万人／日） 

航空貨物取扱量：133,406千トン／年 
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③ 鉄道、幹線道路等が多数存在する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高速道路：中国縦貫自動車道、名神高速道路、阪神高速道路 

鉄軌道、路線バス：阪急電鉄、北大阪急行電鉄、大阪モノレール、阪急バス 

北
大
阪
急
行 
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④ 人口密度が高い。 

【全国主要都市人口密度の上位１０都市】 

 市名 所在都道府県 人口密度（人/km２） 

１ 蕨市 埼玉県 13,727.5 

２ 特別区部 東京都 13,663.2 

３ 武蔵野市 東京都 12,816.9 

４ 狛江市 東京都 12,256.5 

５ 西東京市 東京都 11,970.7 

６ 大阪市 大阪府 11,835.6 

７ 守口市 大阪府 11,584.1 

８ 三鷹市 東京都 10,728.2 

９ 門真市 大阪府 10,725.2 

10 豊中市 大阪府 10,627.4 

    【平成17年(2005年)国勢調査】 

 

⑤ 京阪神地域の中心都市・大阪市、石油精製関連事業所を多く擁する尼崎市をはじ

め、隣接市と市街地によって繋がりあっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪市 

尼崎市 

吹田市 

池田市 

伊丹市 

箕面市 

豊中市 
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第２節 地域特性個別の対応 

 

１ 大阪国際空港 

大阪国際空港は、国内線の基幹空港として、人流･物流の重要な拠点となっている。 

このため、攻撃を受けた場合、人的被害が多大なものになるおそれがあるとともに、

市民以外の施設利用者等が大量に滞留するおそれがあり、その対処等を想定しておく必

要がある。 

(1) 武力攻撃事態等への対処 

ア 現地連絡所の設置 

(ｱ) 市は、事態の変化等に機敏に対応するとともに、武力攻撃災害への対処や避難

住民の誘導等を効率的かつ安全に实施するため、現場直近の安全を確保できる場

所に現場で活動する関係機関（府、府警察、医療機関、自衛隊等）と連携して現

地連絡所を設置する。 

(ｲ) 市は、現地連絡所において、被災状況や現場で活動する関係機関の活動状況を

把握するとともに、情報を共有し、関係機関からの助言を踏まえ、消火・救助・

救急活動や、退避の指示、警戒区域の設定、避難住民の誘導など、必要な措置を

实施することを基本とする。 

(ｳ) 大阪国際空港は、本市、池田市、伊丹市にまたがって位置しているため、両市

と連携して対処できるよう、現地連絡所を合同設置するなど、両市との緊密な連

携体制を確保する。 

(ｴ) 市長は、現場で対処措置を講ずる職員の安全を確保するため、現地連絡所を通

じて、必要な情報を提供する。 

(ｵ) 現地に到着した消防職員又は現地連絡所への派遣職員は、速やかに、現場の被

害状況等を市対策本部に報告する。 

イ 避難誘導 

(ｱ) 市は、空港及び空港ターミナル施設において、武力攻撃災害が発生し、又は、

発生するおそれがある場合は、空港周辺の住民等の避難措置を含め、速やかに府

と協議する。 

(ｲ) 市長は、知事が避難の指示を行った場合には、当該指示の内容を踏まえ、避難

实施要領を策定し、避難住民の誘導を行う。 

ウ 国・府の現地対策本部との連携 

(ｱ) 市は、国や府の現地対策本部が設置された場合は、職員を派遣するなど同本部

と必要な連携を図る。 

(ｲ) 市は、国又は府の現地対策本部において、住民の避難及び退避の状況の報告な
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ど必要な情報提供を行うとともに、国の対処方針や被害状況、応急措置の实施状

況等の情報を共有し、必要な応急対策を講ずる。 

エ 人的・物的被害への対応 

(ｱ) 市長は、消火、救助、救急について、関係市の消防力だけでは対応できないと

判断した場合は、相互応援協定等に基づく応援要請や、知事を通じて緊急消防援

助隊等の応援又は出動要請を行う。 

(ｲ) 市長は、医療救護活動について、市単独では十分対応できないと判断するとき

は、知事に対し、ＤＭＡＴをはじめとした医療救護班の派遣や後方医療の確保、

医薬品等の確保を要請する。 

オ 知事への要請 

武力攻撃により多数の死傷者が発生した場合や、ＮＢＣ攻撃による災害が発生し、

国民保護措置を講ずるための高度な専門知識、訓練を受けた人員、特殊な装備等が

必要となるなど、市長が武力攻撃災害を防除、軽減することが困難であると認める

ときは、知事に必要な措置の实施を要請する。 

カ 退避の指示等 

(ｱ) 市長は、事態の状況により、避難の指示を待つ暇がない場合は、施設利用者等

の滞留者に対し、退避を指示し、その旨を知事に通知する。 

また、退避の指示の内容について、放送事業者にも連絡を行う。 

(ｲ) 市は、現地連絡所等における関係機関からの情報提供や助言を踏まえ、周辺地

域や屋外に滞在することが危険であると考えられる地域においては、職員を派遣

し、速やかに安全な場所へ退避させる。 

(ｳ) 市は、退避の指示を行う場合、周辺地域の住民及び施設利用者等の滞留者につ

いて、知事からの避難の指示や救援の实施等、退避後の措置を的確かつ迅速に行

えるよう、拠点となるような場所を退避先として示し、できるだけ集団でまとま

って退避するよう誘導を行う。 

(ｴ) 市は、退避後、安全が確認された場合、退避の指示を解除するとともに、他市

町村からの施設利用者等について、府と連携して、放送事業者や公共交通機関に

協力を依頼するなどして、周辺の交通状況に関する情報を提供するほか、必要に

応じて、指定（地方）公共機関に運送を要請するなどして、円滑に帰宅等できる

よう努める。 

(ｵ) 市は、退避の指示を行った後、知事が避難の指示を行った場合は、避難の指示

に基づき、避難誘導を行う。 
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【退避の基本】 

       

 

 

 

 

 

(2) 平素の備え 

ア 武力攻撃災害の兆候等に関する通報 

市長は、武力攻撃災害の兆候に関する通報について、あらかじめ施設管理者と通

報ルートについて協議の上、整備しておく。 

イ 退避場所の把握 

市は、武力攻撃事態等の態様に応じて、退避先となる場所をあらかじめ調査し、

把握する。 

ウ 施設管理者等との連携 

(ｱ) 市は、平素から、大阪空港事務所、空港ターミナル施設の管理者、府警察、府、

関係市、関係消防機関等と連携し、緊急連絡体制を整備する。 

(ｲ) 市は、施設管理者と協議の上、施設管理者の行う避難誘導の实施体制や手順等

について把握しておくとともに、施設管理者と協力して、館内放送を利用して情

報を提供するなど混乱の防止を図り、速やかに誘導を行うことができるよう協力

体制の確立を図る。 

(ｳ) 市は、施設管理者から武力攻撃事態等を想定した訓練の实施に関し、要請があ

った時には、職員の派遣など必要な協力を行う。 

エ 基礎情報の把握 

  市は、大阪国際空港及びターミナル施設の利用者数等の把握に努める。 

オ 避難实施要領パターンの作成 

市は、大阪国際空港が所在することに十分配慮した避難实施要領のパターンを作

成する。 

 

２ 千里中央地区 

 千里中央地区は、商業・業務機能が集積し、文化施設等が立地するとともに、交通タ

ーミナル機能を有し、北大阪の新都心として地域の中心拠点となっており、進行中の再

整備プロジェクトや周辺地域における大規模なまちびらきプロジェクトにより、拠点性

はさらに高まることが考えられる。さらに、住宅機能も付加され、多機能化が進んでい

空港施設利用者等 

空港周辺地域住民等 

退避場所 

自宅等 

集団退避 
（徒歩） 

公共交通機関等 

避難施設等 

避難の指示 
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る。 

また、千里中央地区は、新御堂筋（国道423号）をはさみ東町エリアと西町エリアに

分かれており、このうち、東町エリアは商業施設、業務施設、文化施設等が集積する多

機能地区であり、西町エリアは業務施設等が集積する地区となっている。さらに、両エ

リアとも業務施設等を集合住宅に建替える動きがあり、既に完成したものもある。 

このため、千里中央地区については、交通ターミナル機能を有していることや、地区

エリアごとの特性等を踏まえた対応を検討しておく必要がある。 

(1) 武力攻撃事態等への対処 

上記１の(1)に準じて対処する。 

(2) 平素の備え 

  ア 運送事業者との連携 

市は、鉄道、バス等を運行する一般旅実運送事業者に対して、災害や事故への対

応に準じて適切な旅実誘導を図るため必要となる措置の实施に努めるよう要請す

るとともに、事態の際に連携した対応を行えるよう協力体制の確立に努める。 

  イ 事業所等との連携 

市は、運送事業者や大規模事業所、施設管理者から武力攻撃事態等を想定した訓

練の实施に関し、要請があった時には、職員の派遣など必要な支援を行う。 

ウ 他市との連携 

千里中央地区は、千里ニュータウンの中心に位置し、周辺には集合住宅を中心と

した大量の住宅が存在しているが、箕面市、吹田市との市境界附近でもあるため、

必要に応じて、市域を越える退避の指示等の必要な措置を行うことができるよう、

事前に両市と協議し、必要な連携体制を確立しておく。 

エ 地区エリアを踏まえた対応 

(ｱ) 東町エリア地区 

○  市は、施設内における警報の伝達や避難について、施設管理者の協力が必要

不可欠となるため、施設管理者に対し、火災や地震等の計画及びマニュアル等

に準じて警報等の伝達及び避難誘導など必要な措置の实施に努めるよう要請

する。 

この場合、事前に施設管理者と協議の上、施設管理者の实施体制、避難誘導

の手順等について把握しておくとともに、武力攻撃災害の兆候に関する通報等

の連絡体制の確立など、協力体制の構築に努める。 

○ 複数の商業施設等の地階と北大阪急行千里中央駅は、地下街でつながりあっ

てひとつの大きな地下空間を構成しているため、地下でテロ等が発生した場合、

その影響は地下全域に及ぶおそれがある。 
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このため、各施設管理者に対して、防災における体制に準じて、構内放送に

よる情報伝達や適切な避難誘導など必要な措置の实施に努めるよう要請する

とともに、混乱防止を図りながら、直ちに、屋外に避難させることできるよう、

協力体制の構築に努める。 

○ 地下施設は、弾道ミサイル攻撃等において、有効な避難・退避先でもあるた

め、千里中央地区の大規模集実施設等の利用者等が直ちに避難できるよう、各

地下施設の管理者との協力関係の構築に努める。 

(ｲ) 西町エリア地区 

市は、武力攻撃等の発生時において事業所附近にいる住民等への情報提供や、

突発的に事態が発生し、屋外にいる人々が緊急的に屋内に避難せざるを得ない場

合に、速やかに受け入れ、誘導等の対応をとってもらえるよう、大規模事業所と

の協力関係の構築に努める。 

また、地区における事業所相互又は地域住民との連携した対応が図られるよう

な防災に係る取組み等について支援を行う。 

オ 基礎情報の把握等 

上記１の(2)イ、エ、オに準じて行う。 

 

３ 鉄道、幹線道路等 

  本市は、３本の高速道路、新御堂筋など都市幹線道路のほか、ＪＲ新幹線・新大阪駅、

大阪都心に直結する阪急電鉄、北大阪急行電鉄（江坂駅以南は大阪市営地下鉄）、さら

に２つの鉄道間を結ぶ大阪モノレールが通っており、広域交通機能が充实している。 

一方で、これらの交通機能が攻撃を受けた場合は、住民の避難や救援物資等の運送等

に大きな支障をきたすことになるとともに、高速道路や幹線道路が遮断された場合は、

市内の道路交通は麻痺状態になることが考えられるため、その対処を検討しておく必要

がある。 

(1) 武力攻撃事態等への対処 

ア 府警察との連携 

市は、住民の避難、緊急物資の運送その他の措置が的確かつ迅速に实施されるよ

う、必要な交通規制を行うこととされている府警察と緊密な連携を図る。 

 イ 運送ルートの確保 

市は、府に対し、現場の状況を迅速に報告し、広域的な運送ルートの確保など必

要な措置の实施を要請するとともに、運送事業者や府警察の協力を得て、市域内の

運送ルートを確保する。 

ウ 住民等への情報提供 
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市は、鉄道等の運行状況や道路の状況について、当該事業者等及び府と連携して、

住民等に対し、情報提供する。 

(2) 平素の備え 

  ア 緊急連絡体制の確認 

市は、事業者等と協議の上、緊急連絡体制を確認しておく。 

  イ 各事業者等との連携体制 

(ｱ) 市は、事業者等が行う訓練の实施に職員を派遣するなど、武力攻撃事態時に連

携して措置を实施できるよう、連携体制の構築に努める。 

(ｲ) 市は、事業者等における防災対策上の代替ルート、手段等について確認すると

ともに、武力攻撃事態時に、運行状況や道路状況の情報を住民等に円滑に提供で

きるよう、各機関との情報収集・連絡体制の整備に努める。 

 

４ 人口密度 

本市は、人口密度が非常に高いとともに、全市域が市街地化されているため、武力攻

撃等が発生した場合、局地的な事案であっても、国民保護措置の対象者が多数になる。

また、対象者が多くなるため、避難等に伴う混乱防止を検討しておく必要がある。 

(1) 武力攻撃事態等への対処 

ア 情報提供 

市は、避難住民の心理を踏まえ、避難住民に対して、事態の状況等とともに、可

能な限り、行政側の対応についての情報を適時適切に提供するため、市対策本部と

現場に派遣する誘導要員との連絡体制を確保するとともに、重要な情報は、速やか

に放送事業者にも提供する。 

イ 避難及び退避の方法 

事態に伴う住民の混乱を防止し、円滑に避難誘導するため、住民を個々人に避難

させるのではなく、事業所、小学校区、町丁単位など集団でまとまって避難させる

ことを原則とする。また、退避の指示を行う場合には、関係機関からの助言等を踏

まえ、できる限り、退避先を示すものとする。 

  ウ 関係機関との連携、関係団体等との協力の確保 

   市長は、現場の状況により、知事への必要な措置の实施要請、近隣市町への応援

要請を行う等関係機関と密接に連携するとともに、関係団体、地域住民組織等の協

力を得て、必要な措置を实施する。 

(2) 平素の備え 

ア 避難の手段 

避難における交通手段は、知事による避難の指示において示されることとされて
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いるため、当該指示の内容を踏まえ対応することを基本とするが、本市の日頃の交

通状況を踏まえると、自家用車を使用した場合は、大変な混乱を招くおそれがある

大渋滞を引き起こすことも想定されるため、また、公共交通の便が良い地域である

ため、避難の交通手段については、災害時要援護者を除き、鉄道・バス・自転車・

徒歩を基本として、避難誘導の方法等を検討する。 

イ 緊急退避先の確保 

市は、突発的に事案が発生した場合において、市域に在る者が、緊急的に、身近

にある事業所や店舗等の屋内へ避難することができるよう、商工会議所等の協力を

得るなどして、事業者への協力を依頼しておく。 

ウ 関係団体等との協力の構築 

市が实施する国民保護措置には多くの人員を要するため、近隣市町間との相互応

援体制を確立するとともに、地域住民組織や関係団体等との協力関係の構築に努め

る。 

エ 地域ぐるみで助け合う共助の環境整備 

警報等の伝達において、地域住民が相互に声をかけあうなど、地域ぐるみで助け

合う共助に基づく伝達が行われるような環境づくりを推進する。 

 

５ 大都市等との隣接 

本市は、京阪神地域の中心都市・大阪市に隣接しているとともに、他の隣接市とも市

街地がつながりあって大都市圏を形成しており、隣接市域において、武力攻撃や大規模

テロ等が発生した場合には、本市が攻撃等による直接的な影響を受けていなくとも、大

量の避難住民を受け入れることを想定しておく必要がある。 

(1) 武力攻撃事態等への対処  

ア 市は、避難住民の誘導について、隣接市から依頼があった場合又は市長が必要と

認める場合は、避難元の市が行う避難住民の誘導を補助する。 

イ 市は、避難住民等の安否情報の収集や、知事から事務の一部を行うこととされた

場合、又は知事を補助して行う避難住民等に対する救援について、避難元の市と緊

密な連携を図りながら实施する。 

ウ 市は、隣接市域での事案の発生について情報を把握した場合又は知事から避難に

伴う協議を受けた場合において、知事が的確かつ迅速に避難の指示等を行えるよう、

直ちに、本市における国民保護措置の实施体制や避難施設の状況等について、知事

に対し情報提供する。 

この場合において、市は、迅速に、避難所の管理運営体制や安否情報の収集体制

を確立するとともに、当面の食料等の提供を行うための準備など、避難住民を受け
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入れるための準備を行う。 

(2) 平素の備え 

市は、隣接市と国民保護措置の实施体制や武力攻撃事態等における相互応援等につ

いて、平素から、情報共有を図るとともに、緊急連絡網を整備しておく。 
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 第５編    復旧等 
 

   第１章       施設の応急復旧               

 

第１節  基本的事項 

 

１  復旧のための体制・資機材の整備 

市は、所管する施設及び設備の被害状況を把握し、並びに応急復旧を行うための体制

及び資機材を整備するよう努める。 

 

２  応急復旧の実施 

市は、武力攻撃災害発生後、安全の確保に配慮した上で、可能な限り速やかに、所管

する施設及び設備の緊急点検を实施するとともに、これらの被害状況等を把握し、被害

の拡大防止及び被災者の生活確保を最優先に応急復旧を行う。 

 

３ 通信手段の確保 

市は、国民保護措置を实施する上で重要な情報通信施設に障害が生じたときには、安

全の確保に配慮した上で、速やかに応急復旧を行うとともに、必要に応じて、バックア

ップ体制を確保する。 

なお、復旧措置を講じても、なお障害がある場合は、他の通信手段により関係機関と

の連絡を行うものとし、府を通じて総務省にその状況を報告する。 

 

４ 府等に対する支援要請 

市は、自らの要員、資機材などで応急復旧できない場合において、必要に応じ、知事

に対し、必要な人員や資機材の提供、技術的助言その他応急復旧のために必要な措置の

支援を求める。 

なお、他の市町村との間で、あらかじめ相互応援協定等が締結されている場合などは、

その協定等に基づき、応援を要請する。 

 

５ 主要施設の応急復旧 

(1) 市は、武力攻撃災害が発生した場合には、市が管理するライフライン施設について、

速やかに被害の状況を把握するとともに、被害の状況に応じて、応急の復旧のための
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措置を講ずる。 

なお、府から依頼があった場合は、市域内における応急復旧等の状況について、情

報提供する。 

(2) 市は、武力攻撃災害が発生した場合には、その管理する道路について、速やかに被

害の状況を把握し、その状況を府に報告するとともに、被害の状況に応じて、障害物

の除去その他避難住民の運送等の輸送の確保に必要な応急の復旧のための措置を講

ずる。 
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  第２章     武力攻撃災害の復旧              

 

第１節  国における所要の法制の整備 

 

国は、国民保護法第171 条の規定に基づき、武力攻撃災害の復旧に関する措置に係る財

政上の措置について、速やかに、法整備のための所要の措置を講ずることとされている。 

また、大規模な武力攻撃災害が発生したときは、武力攻撃災害による被災状況等を踏ま

えつつ、本格的な復旧に向けての国全体としての方向性について速やかに検討することと

されている。 

市は、国が示す方針に従って、府と連携し、市域の復旧を行う。 

 

 

 

第２節  所要の法制が整備されるまでの復旧 

 

１ 市は、武力攻撃災害により被災した地域の社会経済活動が低下する状況にかんがみ、

被災した地域、施設又は設備の復旧については、可能な限り迅速に行う。 

２ 市は、被災の状況、地域の特性、関係する公共的施設の管理者の意向等を勘案しつつ、

迅速な復旧を目指すとともに、必要があると判断するときは、地域の实情等を勘案して、

当面の復旧の方向を定める。 

３ 市は、復旧に当たって、その対象となる施設の被害の状況、市及び府が定めた当面の

復旧の方向等を考慮して实施する。 
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  第３章 国民保護措置に要した費用の支弁等   

 

第１節 国民保護措置に要した費用の支弁、国への負担金の請求 

 

１ 国に対する負担金の請求方法 

国民保護措置の实施に要した費用で市町村が支弁したものについては、国民保護法に

より原則として国が負担することとされていることから、市は、別途国が定めるところ

により、国に対し負担金の請求を行う。 

 

２ 関係書類の保管 

市は、武力攻撃事態等において、国民保護措置の实施に要する費用の支出に当たって

は、その支出額を証明する書類等を保管する。 

 

 

 

第２節 損失補償、損害補償及び損失補てん 

 

１ 損失補償 

市は、国民保護法に基づく土地等の一部使用等の行政処分を行った結果、通常生ずべ

き損失については、国民保護法施行令に定める手続等に従い、補償を行う。 

 

２ 損害補償 

市は、国民保護措置の实施について援助を要請し、その要請を受けて協力をした者が

そのために死傷したときは、国民保護法施行令に定める手続等に従い損害補償を行う。 

 

３ 総合調整及び指示に係る損失の補てん 

市は、府対策本部長が総合調整を行い、又は避難住民の誘導に係る指示をした場合に

おいて、当該総合調整又は指示に基づく措置の实施に当たって損失を受けたときは、国

民保護法施行令に定める手続に従い、府に対して損失の請求を行う。 

ただし、市の責めに帰すべき事由により損失が生じたときは、この限りではない。 
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  第４章  国民の権利利益の救済に係る手続等   

 

第１節 国民の権利利益の迅速な救済 

 

市は、国民保護措置の实施に伴う損失補償、国民保護措置に係る不服申立て又は訴訟そ

の他の国民の権利利益の救済に係る手続を迅速に処理するため、国民からの問い合わせに

対応するための総合的な窓口を開設し、手続項目ごとに担当課を定める。 

 

【国民の権利利益の救済に係る手続項目一覧】 

損失補償 

 （法第159条第１項） 

 特定物資の収用に関すること。（法第81条第２項） 

 特定物資の保管命令に関すること。（法第81条第３項） 

 土地等の使用に関すること。（法第82条） 

 応急公用負担に関すること。（法第113条第３項） 

車両等の破損措置に関すること。（法第155条第２項に 

おいて準用する災害対策基本法第76条の３第２項後段） 

 損害補償 

（法第160条） 

 国民への協力要請によるもの。（法第70条第１,３項、 

第80条第１項、第115条第１項、第123条第１項） 

 医療の实施の要請等によるもの。(法第85条第１,２項) 

 不服申立てに関すること。（法第６条、第175条） 

 訴訟に関すること。（法第６条、第175条） 

 

 

 

第２節 国民の権利利益に関する文書の保存 

 

市は、国民の権利利益の救済の手続に関連する文書（公用令書の写し、協力の要請日時、

場所、協力者、要請者、内容等を記した書類等）を、豊中市行政文書管理規則等の定める

ところにより、適切に保存する。また、国民の権利利益の救済を確实に行うため、文書の

逸失等することがないよう、安全な場所に確实に保管する等の配慮を行う。 

なお、市は、これらの手続に関連する文書について、武力攻撃事態等が継続している場

合及び国民保護措置に関して不服申立て又は訴訟が提起されている場合には保存期間を延

長する。 

 


